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日本工作機械工業会　欧州代表　 前 田  翔 三

EUにおける“非価格基準”
（Non-Price Criteria）の議論と具体論の動向

特　集

１．はじめに

EUにおいては、G7、日EUハイレベル経
済対話や産業政策対話における議論も踏ま
えつつ、「非価格要素（非価格基準）」に関
する議論が動いている。

直近では、クリーン産業ディールにおいて、
ネットゼロ産業法や公共調達手続き、年内に
提案される予定の産業脱炭素化加速法を念頭
に、デマンドサイドの政策、支援策に価格以
外の基準を付す方針が示されている。

この背景には、中国製の重要原材料や製
品が、過剰生産能力や圧倒的な価格競争力
を背景に欧州市場においても競争力を有し、
そのことによりサプライチェーンの依存や
産業基盤の浸食など経済安全保障上の懸念
が生じていることに対する政策的アプロー
チという面がある。コンセプトレベルでは
議論が重ねられてきているが、その具体策
の第一段として、ネットゼロ産業法の規制
を受け、EU水素オークションにおける水素
電解装置へのレジリエンス要件（中国製電
解槽装置が一定以上だと入札できない）が
示されたほか、直近ではネットゼロ産業法
の二次法令が示されている。
・�再エネオークションの事前資格審査およ

び落札基準に関する実施規則（EU）
2025/1176

・�レジリエンス貢献度評価の対象となり得

るネットゼロ技術の最終製品および主要
部品のリストを定める実施規則（EU）
2025/1178

・�ネットゼロ戦略的プロジェクトの選定基
準の実施ガイドライン（実施決定（EU）
2025/1100）

・�EUの最終製品供給量における第三国原
産品の割合を決定するための最新情報を
提供する欧州委員会コミュニケーション

（C/2025/3236）
本稿ではEUにおける非価格要素に関する

コンセプトの議論及びこれまでの導入状況
を振り返りつつ、今後の公共調達分野など
における導入の展望について概観する。

２．非価格基準の背景とコンセプトの議論

２ー１．G7での動向

新型コロナウイルスのパンデミック及び
ロシアによるウクライナに対する侵略戦争に
より、世界のサプライチェーンが混乱をきた
し、その脆弱性が浮き彫りとなったことを受
け、G7では2022年以降、世界経済の回復の
促進と構造的な脆弱性からの保護のため、グ
ローバルな経済的強靭性及び経済安全保障を
強化する経済政策を推進していくことで合意
し、戦略的協調が進められている。電気自動
車（EV）やスマートフォンなどに使用され
るレアアースは世界生産量の７割を中国が占

計画」が策定され、これに基づき年内に策
定される予定のロードマップで、調達にお
ける詳細な調達基準や企業等に対するガイ
ドラインが策定される可能性がある。

カナナスキス・サミットで最終的に採択
された「G7重要鉱物行動計画」では「調達
基準」には言及していないが、原案では「重
要鉱物の調達基準に基づいた（新たな）市
場を形成する工程表（ロードマップ）を策
定する」とより具体的な内容だったことが
報道されている［6］。各国政府が、基準を
満たす採掘業者や投資企業に補助金を優先
して拠出する方針も盛り込まれていたとい
う。またロードマップについても、行動計
画採択時点では、調達で非価格基準を考慮
する原則のため、詳細な調達基準と企業等
に対するガイドラインを策定することが想
定され、ガイドラインでは、基準に満たな
い特定国から一定以上の割合を輸入しない

め、半導体やEVの製品分野でも安価な中国
製が勢力を伸ばし依存度が高まっているう
え、輸出入制限や関税引き上げを通じた経
済的威圧もリスクとなっている。また、グ
ローバル・サプライチェーンにおける国家
が関与する強制労働の問題も表面化した。こ
ういった動きの中で、重要鉱物、重要物品
などの戦略的分野において持続可能で強靭
なサプライチェーンを確立する必要性が強
く認識されることとなった。これを受け、公
共調達などデマンド・サイドに直結する政
策分野において、「透明性」、「多様性」、「安
全性」、「持続可能性」、「信頼性」などの要素
から成る「強靱で信頼性のあるサプライ
チェーンに関する原則」に基づき、価格以
外の要因も考慮する非価格基準をG7で導入
する方針が合意されており、さらにはG7以
外の国にも広げていくことが志向されてい
る。重要鉱物に関しては、「G7重要鉱物行動

表１　G7サミットにおける非価格基準に関連する議論の動向
出所：外務省ウェブサイト　①［1］［2］、②［3］、③［4］［5］

①2023年５月
G7広島サミット

市場の混乱等の緊急事態に対する備えと強靱性を強化し、サプライチェーン混乱に共同で対処する方法を検討す
るとともに、WTOルールやESG（環境、社会、ガバナンス）基準に基づいた、持続可能で強靭なサプライチェーン
を確立する必要性を改めて表明。広島サミット前のG7気候・エネルギー・環境大臣会合（2023年４月・札幌）では、
「重要鉱物セキュリティのための５ポイントプラン（コミュニケ附属書）」※を策定。

②2024年６月
G7プーリア・サミット
（イタリア）

主要議題の一つ「経済的強靭性及び経済安全保障」をG7内外のパートナーや民間部門との協力により推進する
コミットメントを強化する方針を決め、この中で「強靱な経済とサプライチェーンの構築」が掲げられた。
「強靱で信頼性のあるサプライチェーンに関する原則」を実行に移し、経済的要因だけでなく、この原則に関する要
因も考慮した関連する基準（非価格基準）について将来的にG7内で連携するとし、そのために、重要物品、戦略的
部門及びサプライチェーンを共同で特定していくとした。また、官民部門に対し、需要と供給の両方において、戦略
的物品のサプライチェーン強靱性を強化するための連携した取り組みを奨励した。

③2025年６月
G7カナナスキス・サミット
（カナダ）

重要鉱物が将来のデジタル経済とエネルギー安全保障経済の土台となるとの認識に基づき、「重要鉱物セキュリ
ティのための５ポイントプラン」を基礎にした「G7重要鉱物行動計画」を採択。「重要鉱物分野における非市場的
政策及び慣行が、産業生産に不可欠な磁石用レアアースを含む多くの重要鉱物の我々の調達能力を脅かしてい
ることを認識する」として、間接的に中国依存のリスクに言及。オーストラリア、インド、韓国が計画に賛同。
産業界や国際機関、資源産出国、先住民族、市民社会等と協力して、重要鉱物の「基準に基づく市場」の促進と
構築に向けたロードマップを年内に策定することで合意。「基準に基づく市場における最低基準を定める一連のク
ライテリア」を確立する。

※�１．長期的な需給予測、２．責任ある資源・サプライチェーンの構築、３．更なるリサイクルと能力の共有、４．技術革新による省資源、
５．供給障害への備え、の５点。２．については、増大する需要を満たすため、透明性とトレーサビリティを促進する責任ある方法で、
重要鉱物の新たな鉱山及びサプライチェーンの開発を強化し、高いESG基準を前提とした民間投資と公的金融機関との連携による
協調プロジェクト策定を推進する（G7全体で130億ドルの財政支援を計画）等の点を掲げている。
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（a）�気候変動、エネルギー安全保障、サ
イバーセキュリティ及び安定供給等
に対処するための取組において、透
明性、多様性、安全性、持続可能性
及び信頼性の原則の適用を通じ、戦
略的依存関係及び構造的な脆弱性に
対処し、強靱で信頼性のあるグロー
バルなサプライチェーンを確保する。

（b）�物品・サービスの調達及び競売並び
に消費者補助金その他の需要サイド
の政策におけるものを含め、こうし
た原則に基づき要件を特定するため、
協調的な取組を継続すること。

（c）�市場における透明性、強靱性及び持
続可能性を強化するよう、企業を奨
励すること。

（d）�同志国と連携し、透明、強靱で持続
可能なサプライチェーンを可能な限
り広範に構築し、強化すること。

直近の日・EU定期首脳協議（７月23日）
では、戦略的部門におけるサプライチェー
ンの監視の強化と、戦略的物品・部門の特
定で共同の取り組みを加速させることで合
意した。部門ごとの、G7の「強靱で信頼性
のあるサプライチェーンに関する原則」を
考慮した製品のための標準及び基準の策定
と実施に関する協力を加速し、原則に沿っ
た製品の需要及び供給を刺激することを目
指す。まずは重要原材料とバッテリーに焦
点を当て、企業と密接に連携し、特定部門
のサプライチェーンの多様化を含む強靱性
に関する協力を深めるが、これは将来、他
の部門に拡大しうるとしている。

等の目標が見込まれていた。今後年内に策
定される予定のロードマップにどこまで具
体的な内容が盛り込まれるかが注視される。

２ー２．日・EU間での議論の動向

日本とEUは、日・EU定期首脳協議に加え、
日EUハイレベル経済対話や日EU産業政策
対話といった政府間の対話やG7の対話や枠
組みの下での取り組みをもとに、広範な経
済安全保障上の課題に取り組んでいる。
2023年７月の日・EU定期首脳協議において、
両者間で強靭なサプライチェーンの構築で
調整・協力していくという共同声明後、日・
EUハイレベル経済対話の「透明、強靭で持
続可能なサプライチェーンを構築するため
の政策に関する国際協力作業部会」（2023年
10月設置）、日EU産業政策対話における「サ
プライチェーン・モニタリングと産業政策
調和に向けたタスクフォース」（2024年２月
設置）、などにおける活動に基づき、2024年
５月の第５回日・EUハイレベル経済対話で
は、より透明、強靱で持続可能なサプライ
チェーンを構築するための取組を連携し、
前進させるため、「透明、強靱で持続可能な
サプライチェーン・イニシアチブ」が立ち
上げられた。双方は、このイニシアチブの下、
サプライチェーンの強靱化に向け、経済的
要因のみならず、透明性、多様性、安全性、
持続可能性、信頼性の原則に関連する要因
も考慮した基準の在り方や同志国との連携
等につき議論している。イニシアチブでは
以下の課題について共に取り組む必要性が
提起された。

障壁に対処することを目的としている。ク
リーン技術および再生可能エネルギーの需
要サイド（公共調達）において価格以外の
持続可能性を考慮すべきとの規定が大幅に
強化され、価格以外の基準が義務付けられ
た（次項で詳述）。

2024年７月、2024 ～ 2029年の続投が決まっ

２ー３．EUの動向

2023年３月に草案が公表され、2024月６
月に発効したネットゼロ産業法（Net� Zero�
Industry�Act）では、欧州におけるネット
ゼロ技術（温室効果ガス排出のネットゼロ
実現に貢献する技術）とその主要部品の製
造能力を強化し、欧州における生産拡大の

表２　日EU間対話における非価格基準に関連する議論の動向
出所：経済産業省ニュースリリリース①［7］、③［8］、④［9］、⑤［10］、⑥［11］、⑦［12］、外務省②［13］、⑧［14］［15］

①2023年６月
第３回日EUハイレベル
経済対話

経済安全保障：日EU間で経済安全保障分野における包括的連携が進展しており、日本とEUの経済安全保障戦
略が軌を一にしており、重要鉱物等の具体的協力分野を含めた強靱で信頼性のあるサプライチェーン構築に向け
た協力・連携を強化していくことで一致。

②2023年７月
第29回日・EU定期首脳
協議

６月のハイレベル経済対話の協議を歓迎し、経済的強靭性と経済安全保障に関する対話と協力を強化する必要性
を強調した。重要鉱物のサプライチェーンの依存性と脆弱性を低減させ、必要に応じて多様化を進め、強靭なサプ
ライチェーンの構築で両者間の調整を行って、戦略的依存を低減する方針で合意した。

③2023年10月
第４回日EUハイレベル
経済対話

上記に関して様々な連携が進んでおり、さらなる協力に向けた協議を行い、具体的な協力内容の一つとして、日EU
間で事務レベルの「透明、強靭で持続可能なサプライチェーンを構築するための政策に関する国際協力作業部
会」を設置することに合意。

④2024年２月
第25回日EU産業政策
対話

より透明かつ強靱で持続可能なサプライチェーンの構築に向け、双方が直面する課題の特定と産業政策の調和に
関する議論。日EU間における課題の特定や相互理解の促進、民間企業と議論を進めていくため、産業政策対話
の下に「サプライチェーン・モニタリングと産業政策調和に向けたタスクフォース」を設置することに合意。

⑤2024年５月
第５回日EUハイレベル
経済対話

国際情勢の不透明感の高まりを受けて、「透明、強靭で持続可能なサプライチェーン」を構築するため、持続可能
性や信頼性など「共通の原則」に基づく需要創出に向けた政策の必要性を確認。
特定国による不当に安価な製品の過剰生産が国際市場を支配し、グリーン製品を中心に同志国の依存度を高
め、脆弱性につながっている状況を打開する必要があり、以下の３点について、「透明、強靭で持続可能なサプライ
チェーン・イニシアチブ」で一致、さらに協力していくことを確認。
１．�価格以外の要素が市場で考慮されるよう、「持続可能性」や「信頼性」などの「共通の原則」に合意し、脱炭素、
安定供給、サイバーセキュリティ等の「要件」を市場が重視するように、補助金等のツールを活用して需要サイ
ドに働きかけるための政策について意見交換を進める。
２．こうした取組を米国やG7を始めとした同志国に広げていく。
３．今後、重要分野を特定するとともに、日EUの専門家同士による具体的な作業を加速する。

⑥2025年２月
第26回日EU産業政策
対話

世界で不透明感が増している中で、日欧連携の余地が非常に大きいことを確認、今後も、経済安全保障を含めた
競争力強化に資する協力を推進するとともに、日EU間の協力内容をG7につなげていくことで一致。民間企業から、
官民対話を通じ個別産業分野に関する協力への期待と要望が寄せられたことを踏まえ、日EU間における協力を促
進するため、引き続き、民間企業を含めた議論を進めることを確認。

⑦2025年５月
第６回日EUハイレベル
経済対話

経済安全保障を確保する上で、志を同じくするパートナー間の協力が重要であることが強調され、「透明、強靱で持
続可能なサプライチェーン・イニシアチブ」の下で達成されてきた実質的な進展、特に、経済的要因のみならず、透
明性、多様性、安全性、持続可能性、信頼性の原則に関連する要因も考慮した基準に係る協調的な取組を歓迎。
加えて、重要鉱物サプライチェーンの強靱化・多角化と重要・新興技術の促進・保護のため引き続き協力していくこ
とで一致。さらなる日EU間の協力に向けて、日EUハイレベル経済対話を強化する。

⑧2025年７月
第30回日・EU定期首脳
協議

G7の「強靭で信頼性のあるサプライチェーンに関する原則」を考慮した基準を部門ごとに策定するための共同作
業に向けて、透明、強靭で持続可能な戦略的物品のサプライチェーン構築に向けた共同の取組を加速する。
低炭素エネルギー製造や重要原材料を含む戦略的物品及び部門の特定等、サプライチェーンの強靭性及び競
争力に関連する事項に関し、ハイレベル経済対話を通じたものを含め、日EU間の経済協力を強化。サプライチェー
ンの強靱性に対する脅威、戦略的依存関係、経済的威圧、非市場的政策・慣行及びこれに起因する過剰生産、
重要インフラの物理的セキュリティ及びサイバーセキュリティ、双方に経済安全保障上リスクをもたらすレアアース
を含む重要鉱物に関する輸出管理への対応等。
戦略的部門サプライチェーンの監視の強化と、戦略的物品・部門の特定で共同の取組を加速させることで合意し
た。（ネットゼロ製造部門のバリューチェーンを含む）部門ごとの、G7の「強靱で信頼性のあるサプライチェーンに関す
る原則」を考慮した製品のための標準及び基準の策定と実施に関する協力を加速し、原則に沿った製品の需要及
び供給を刺激することを目指す。まずは重要原材料とバッテリーに焦点を当て企業と連携し、特定部門のサプライ
チェーンの多様化を含む強靱性に関する協力を深め、将来、他の部門に拡大しうる。
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なくとも40％をEU域内で製造できるように
するという目標を設定している。ネットゼ
ロ産業法1では、再生可能エネルギーの需要
を押し上げるため、クリーン技術および再
生可能エネルギーのオークションにおける
調達手続きにおいて、価格以外の基準が義
務付けられた。公的機関は、持続可能性、
レジリエンス、サイバーセキュリティ、そ
の他の定性的な要素といった基準を考慮す
る必要がある。

公共調達において、持続可能性は最低限
の必須要件となる。レジリエンス基準は、
依存度が高い場合、公共調達者に供給源の
多様化を求めている。また、公的機関は、
社会的持続可能性、サイバーセキュリティ、
納期遵守義務の中から少なくとも１つの基
準を考慮する必要がある。

太陽光発電所や風力発電所などの再生可
能エネルギーのオークションでは、当局は、
オークションが持続可能性とレジリエンス、
サイバーセキュリティ、責任ある企業行動、
そしてプロジェクトを期限通りに完了させ
る能力にどのように貢献しているかを評価
する必要がある。これらの基準は、EU加盟
国における年間オークション量の少なくと
も30％または６GWに適用されなければなら
ない。同法は、家庭や企業によるネットゼ
ロ技術製品の購入を奨励する支援制度（住

た欧州委員会のフォン・デア・ライエン委員
長は今後５年間の政治指針［16］を発表、柱
となる政策の１つとして新欧州委員会発足後
100日以内に、エネルギー集約型産業・企業
を支援する「クリーン産業ディール」を提案
する計画を明らかにし、この一環で、産業脱
炭素化加速法案（Industrial�Decarbonisation�
Accelerator�Act）を提案するとした。同法は、
エネルギー集約型産業や関連インフラ整備へ
の投資促進、規制の簡略化や許認可の迅速化、
脱炭素化技術の域内での開発、生産、導入を
支援する。欧州委員会は2025年２月、クリー
ン産業ディール［17］を発表、年内に発表さ
れる予定の産業脱炭素化加速法案には、エネ
ルギー集約型産業における非価格基準が導入
される予定である。

３．�ネットゼロ産業法における非価格基準

の導入

ネットゼロ産業法（欧州議会・理事会規
則（EU）2024/1735）［18］は、ネットゼロ
技術セクターの競争力を高め、投資を呼び
込み、EUにおけるクリーンテクノロジーの
市場アクセスを改善することにより、クリー
ンエネルギーへの移行を促進し、EUのエネ
ルギーレジリエンスを向上させることを
狙っている。2030年までに、EUが必要とす
るネットゼロ技術の年間導入量のうち、少

宅の屋上太陽光発電設備の設置への補助金
制度など）といった公的介入形態も対象と
している。

３ー１．�ネットゼロ産業法の対象となるネッ

トゼロ技術

ネットゼロ産業法の対象となる「ネット
ゼロ技術」は下記表の通りである。各ネッ
トゼロ技術について、その技術サブカテゴ
リーと最終製品、製造に主に使用される部
品2がAnnexにリスト化されている3（本稿末
尾の表10参照）。

ネットゼロ産業法では、公共調達手続き、
再生可能エネルギーのオークション（入札）、

その他の公的介入において、持続可能性や
レジリエンスへの貢献が求められている。

３ー２．�公共調達手続きにおける持続可能性

及びレジリエンスへの貢献（第25条）

EUの３つの公共調達指令（公共事業一般、
コンセッション契約、水・エネルギー・運輸・
郵便部門）4の対象となる公共調達の手続き
において、ネットゼロ産業法に定められる

「ネットゼロ技術」のうち（a）～（k）（表
３参照）が契約の主題の一部となっている
か、これらの技術を含む工事契約及び工事
コンセッションの場合には、契約当局及び
契約主体は、欧州委員会が定める実施法令

1� ネットゼロ産業法はこのほか、ネットゼロ技術製造プロジェクトのリードタイムを短縮し予測可能にする
ための措置（加盟国の単一窓口の設置などプロジェクト許可発行プロセスの合理化、「優先ステータス」の
付与によるプロジェクトの立ち上げ・実施の加速化）や、「ネットゼロ・ヨーロッパ・プラットフォーム」

（進捗状況の監視と議論、プロジェクト資金調達に関する助言、国際的なネットゼロ産業パートナーシップ
の構築への取り組み等を行う欧州委員会とEU加盟国で構成されるガバナンス機関）の設置などについて定
めている。また、2030年までにCO2貯留サービスのEU市場を創設することを目指し、EU全体で年間5,000
万トン以上のCO2貯留能力を義務付けている。

2�「部品」には加工済みの材料は含むが、重要原材料規則（EU）�2024/1252第４条に定められる「重要原材料」
は含まない。

3� ネットゼロ産業法の発効時、このリスト（Annex）は未完で、欧州委員会委任規則（EU）�2025/1463によ
りリストが改正された。

4� 公共調達指令（公共事業一般）Directive�2014/24/EU�of�the�European�Parliament�and�of� the�Council�of�
26�February�2014�on�public�procurement�and�repealing�Directive�2004/18/EC　�http://data.europa.eu/
eli/dir/2014/24/2024-01-01�
公 共 調 達 指 令（ コ ン セ ッ シ ョ ン 契 約 ）Directive�2014/23/EU�of�the�European�Parliament�and�of�
the�Council� of� 26�February�2014�on� the�award�of� concession�contracts　http://data.europa.eu/eli/
dir/2014/23/2024-01-01
公共調達指令（水、エネルギー、運輸、郵便）Directive�2014/25/EU�of�the�European�Parliament�
and�of� the�Council�of�26�February�2014�on�procurement�by�entities�operating� in� the�water,�energy,�
transport�and�postal�services�sectors�and�repealing�Directive�2004/17/EC　http://data.europa.eu/eli/
dir/2014/25/2024-01-01

表３　ネットゼロ産業法の適用対象となるネットゼロ技術
出所：ネットゼロ産業法（NZIA）［18］第３条及び第４条

（a）�太陽技術（太陽光、太陽熱発電、太陽熱技術を含む）
（b）�陸上風力発電・洋上再生可能エネルギー技術
（c）�バッテリー及びエネルギー（電力・熱を含む）貯蔵技術
（d）�ヒートポンプと地熱エネルギー技術
（e）�水素技術（電解槽と燃料電池を含む）
（f）�持続可能なバイオガスとバイオメタン技術
（g）�CCS技術
（h）��電力網技術（輸送用充電技術及び電力網のデジタル化技術を

含む）
（i）�核分裂エネルギー技術（核燃料サイクル技術を含む）
（j）��持続可能な代替燃料（航空用の合成低炭素燃料または水素

燃料、海洋セクター向け燃料）技術
（k）�水力発電技術
（l）�以上のカテゴリーに該当しない再生可能エネルギー技術
（m）��エネルギーシステム関連のエネルギー効率化技術（熱網技術を

含む）

（n）�非生物由来の再生可能燃料（RFNBO）技術
（o）�バイオテクノロジー利用の気候・エネルギーソリューション※1
（p）�以上のカテゴリーに該当しない変革的な産業脱炭素化技術※2

（q）�CO2輸送・利用技術
（r）�輸送用の風力推進技術と電気推進技術
（s）�以上のカテゴリーに該当しない原子力技術

※１��微生物、または酵素、樹脂、バイオポリマー等の生物由来分子
の利用を基盤とする技術で、炭素回収、バイオ燃料生産、バイオ
ベース材料生産などに関連する工業製造プロセスにおいて、エ
ネルギー集約型の化石燃料または化学物質を代替して、CO2排
出量を削減できる技術。

※２��エネルギー集約型企業（鉄鋼、アルミニウム、非鉄金属、化学
薬品、セメント、石灰、ガラス、セラミック、肥料、パルプ・製紙セク
ター）の商業施設におけるCO2換算排出量を大幅かつ恒久的
に削減するために使用される変革的産業技術。
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に規定される環境持続可能性に関する最低
要件を適用することが求められている5。こ
の場合、契約当局及び契約主体は、下記の
少なくとも一つを適用しなければならない。
（a）�社会的または雇用関連の配慮に関す

る特別条件（３つの公共調達指令に
定められる意味における契約履行条
項の形態をとる）。

（b）�関連するサイバーレジリエンス規則
に規定されるサイバーセキュリティ
要件への遵守を証明するための要件

（欧州サイバーセキュリティ認証制度
を通じた遵守を含む）。

（c）�第４条（１）の（a）から（k）に掲
げるネットゼロ技術に関する契約の
構成要素を期限内に納入するという
契約上の特定義務で、義務を履行で
きない場合には適切な追加料金を支
払う義務が生じ得るもの（国内法で
すでに同様の義務がある場合、それ
よりも厳しく設定されることが求め

られる）。
欧州委員会が、公共調達手続きの競争入

札公告の時点または当該手続きの開始時点
で、第三国を原産とするネットゼロ技術や
主要特定部品の供給が一定割合に達した場
合、契約当局及び契約主体は、公共調達手
続きに一定の義務を契約条件に含めなけれ
ばならない（表４参照）。

ただし、契約当局及び契約主体は、必要
なネットゼロ技術が特定の事業者にしか供
給できず代替手段や代替品が存在しない場
合や、過去２年間の類似の公共調達手続き
で適切な入札または参加表明の提出がな
かった場合、またはこれらの義務の適用に
より、不均衡な費用を伴う機器の取得（客
観的かつ透明性のあるデータに基づく推定
費用差が20％超の場合「不均衡」とみなさ
れる）を余儀なくされる場合や運用・保守
で技術的な不適合が生じる場合には、例外
的に以上の義務を適用しないことを決定で
きる。

欧州委員会は2025年６月18日付けのEU官
報で、ネットゼロ技術最終製品のEU供給量
に占める第三国原産のシェアとその評価手
法に関するコミュニケーション［19］を公
表した。この中で、日本がシェア上位３位
に入っている製品・主要特定部品について
下記表に示した。風力タービン用永久磁石、
太陽光（PV）システムおよびインバーター、
バッテリー、ヒートポンプなどであるが、
いずれも中国がトップで多くはEUシェアの
50％を超えている。このようなシェアが高
い中国製品は、ネットゼロ産業法に基づき、
EUの公共調達で調達を制限されうる。例え
ば、欧州水素銀行（EHB）が最近実施した
再生可能水素製造の固定プレミアムオーク
ション6では、（下記表のコミュニケーション
にはデータがないが）中国の水素電解装置
の生産能力が既に世界生産量の50％を超え、
生産量が世界需要をはるかに上回っている

という需給動向から、EUの中国依存がます
ます悪化して不可逆的な状況に陥る重大な
リスクがあるとして、ネットゼロ産業法の
目的に沿って、入札プロジェクトにおける
中国製の電解装置の調達を制限する措置が
とられている［20］。具体的には、落札基準で、
電解装置スタックの表面処理や組立て、セ
ルユニットの製造が中国で行われた電解装
置の調達を入札書に記載された電解装置総
容量（MWe）の25％以下に制限し、この要
件を順守する旨の宣言書や、装置メーカー
と締結した覚書や委任状、契約締結前合意
書契約書などの証拠提出が求められた。

欧州委員会は、共調達手続きに関する環
境持続可能性に関する最低要件を定める実
施法令を採択することが求められている。
ネットゼロ産業法でこの期限は2025年３月
30日となっているが、まだ採択されていな
い。この実施法令は、EUにおけるネットゼ

表４　公共調達契約に含むネットゼロ技術のレジリエンスに関する義務
出所：ネットゼロ産業法［18］第25条（７）・（８）より作成

第三国原産のネットゼロ技術への依存状況 公共調達契約の条件に含む義務※

・�第三国を原産とする特定のネットゼロ技術またはその
主要な特定部品の割合が、EU域内における供給の
50％以上を占めている。

【または】

・�EU域内における第三国を原産とする特定のネットゼロ
技術またはその主要な特定部品の供給の割合が、２年
連続して平均10パーセントポイント以上増加し、EU域
内における供給量の少なくとも40％に達している。

（a）��契約期間中、当該ネットゼロ技術の価値の50％超を、欧州委員会が指定する
個々の第三国から供給しない。

（b）��契約期間中、当該ネットゼロ技術の主要な特定部品の価値の50％超を、欧州委
員会が指定する個々の第三国の落札者または下請業者が、直接供給・提供しな
い。

（c）（a）または（b）に関する適切な証拠を契約当局及び契約主体に対し、契約履行完
了時までに提供する。

（d）（a）または（b）の条件が遵守されない場合、当該契約に係る特定のネットゼロ技術
の価値の少なくとも10％に相当する金額を支払う。

※�WTO政府調達協定（GPA）及びEUが拘束されるその他の国際協定の対象となる契約については、特定のネットゼロ技術またはその主要特定
部品が当該協定の締約国を原産として供給される場合、契約当局及び契約主体は、上記（a）～（d）の要件を適用しないものとする。

5� この義務（第25条（１））は、�2026年６月30日までは、指令2014/24/EU第２条（１）項（16）及び指令
2014/25/EU第２条（１）項（12）に定義される中央購買機関（他の公共部門（契約当局）に代わって物品・
サービス・工事などを一括して調達する専門的な公共機関）が締結した契約、及び契約額が2,500万ユーロ
以上の契約にのみ適用される（第49条（３））。

表５　日本がシェアトップ３位に入るネットゼロ技術の最終製品／主要特定部品
出所：欧州委員会コミュニケーション［19］Table�１・２より作成

ネット技術の
サブカテゴリー 最終製品 主要特定部品

第三国からの供給シェア（上位３カ国）※

第三国計 １位 ２位 ３位

太陽光（PV）技術 PVシステム 85％ 79％�[中国] １％�[日本] ―

太陽光（PV）技術 PVインバーター 62％ 50％�[中国] ３％�[日本] ２％�[英国]

陸上風力技術
洋上風力技術 風力タービン用永久磁石 99％ 93％�[中国] ６％�[日本] ―

バッテリー技術 バッテリーパック、バッテリー
モジュール、バッテリーセル

バッテリーパック、バッテリー
モジュール、バッテリーセル 59％ 50％�[中国] ４％�[韓国] １％�[日本]

ヒートポンプ技術 ヒートポンプ 22％ 11％�[中国] ２％�[日本] ２％�[スイス]

脱炭素化に向けた
革新的な産業技術

電気炉用グラファイト／
カーボン電極 29％ 15％�[中国] ８％�[インド] ２％�[日本]

※2023年の輸入額実績に基づく（データソースは製品・部品によって異なる場合がある）。１％未満のデータは公表されていない。

6� 欧州委員会のイノベーションファンドを通じ欧州水素銀行（EHB）が2024年12月に公募を開始した再生
可能水素製造のIF24オークション（INNOVFUND-2024-AUC-RFNBOH2-GENERAL�–�RFNBO）。計15件
のプロジェクトに総額９億9,200万ユーロ（１プロジェクト当たり800万～２億4,600万ユーロ）の支援が
行われた（2025年５月20日結果公表）。https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-funding-climate-action/
innovation-fund/calls-proposals/if24-auction_en
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ロ技術の市場状況や、公共調達手続きに適
用されるその他のEU法の環境持続可能性に
関する規定、WTO政府調達協定（GPA）7

などEUが拘束される国際協定のコミットメ
ントを考慮して策定される。

３ー３．�再生可能エネルギー源の導入のた

めのオークションにおける非価格

基準（第26条）

加盟国は、再生可能エネルギー導入のた
めのオークションを設計する際に、前述表
３の（a）～（j）の再生可能エネルギー技術
について、次の非価格基準を含めることが
求められる。これらの基準は、各加盟国で
年間入札量の30％以上または年間６GW以上
に対して適用される。
（a）�次の事項に関する事前資格審査基準�

（必須）
（i）責任ある企業行動
（ii）�サイバーセキュリティ及びデータ

セキュリティ
（iii）�プロジェクトを完全かつ期限内

に遂行する能力
（b）�オークションの持続可能性及びレジ

リエンスへの貢献を評価する事前資
格審査基準または落札基準

・�オークションは、当該ネットゼロ技術ま
たはその主要特定部品のEU�域内供給に
占める第三国原産の割合が50％以上の場

合はその割合を考慮しつつ、レジリエン
スに貢献するものでなければならない。

・�オークションはまた、以下の少なくとも
１つに貢献しなければならない。

（a）�適用される法令の最低要件を超える
環境持続可能性

（b）�全く新たなソリューションを提供す
ること、または同等の最先端のソ
リューションを改善することによる
イノベーション

（c）エネルギーシステムの統合
・�以上の基準に加えて、加盟国は追加的な

非価格基準を用いることもできる。
オークションの事前資格と落札の基準の

詳細は、2025年７月８日に発効した欧州委
員会実施規則（EU）�2025/1176［21］に定め
られ、2025年12月30日から非価格基準の適
用が開始する。規則の主な内容は、①必須
の事前資格基準（第４～６条）、②レジリエ
ンス基準（第７条）、③サステナビリティ基
準（第８～ 15条）である。

（１）�オークション事前資格基準（実施規則

（EU）2025/1176第４～６条）

再エネオークションの事前資格審査にお
ける基準は表６の通りである。これらの基
準は必須の基準となる。

（２）サステナビリティ基準（第８条～第15条）

再エネオークションのサステナビリティ
基準（環境持続可能性およびサステナビリ
ティへの貢献）は表７の通りである。

（３）�レジリエンス基準（実施規則（EU）

2025/1176第７条）

再エネオークションのレジリエンス基準
は表８の通りである。

オークションのレジリエンスへの貢献を

評価する目的で、ネットゼロ技術の最終製
品及び主要特定部品のリストを提示した欧
州委員会実施規則（EU）2025/1178［23］
が７月８日に発効し、2025年12月30日から
適用される。このリストは、末尾の表10の
リスト（ネットゼロ技術に主に使用されう
るネットゼロ産業法が適用されるネットゼ
ロ技術のリスト）と酷似しているが、ネッ
トゼロ技術、サブカテゴリー、最終製品ま
での内容は同一だが、部品については、ネッ

表６　再エネオークションの事前資格審査の基準（概要）
出所：欧州委員会実施規則（EU）2025/1176［21］第４～６条より作成

基準 関係当局が入札者に要求する主な内容

責任ある企業行動
（第４条）

１．�入札に関連する事業活動において、企業持続可能性デューディリジェンス指令（CSDDD）指令※１に規定された
デューディリジェンスの中核的要素（DDの企業ポリシーとリスクマネジメントシステムへの統合、実在する／潜在
的な負の影響の特定と評価、潜在的な負の影響の防止と緩和、実在する負の影響の是正など）に対処するため
の行動をとる。

２．�責任ある企業行動について公の声明を通じて伝達する。
※�過剰な負担を避けるため、関係当局は、上記義務を、会計指令※２で持続可能性報告の義務対象外の企業や、
容量10MW超のプロジェクトに入札する再生可能エネルギー地域コミュニティ等には適用しないこともできる。

サイバーセキュリティと
データセキュリティ
（第５条）

a．��再生可能エネルギー設備のネットワークと情報システムのセキュリティを確保するため、セキュリティ・バイ・デザイン
及びセキュリティ・バイ・デフォルトの原則を反映した、適切かつ釣り合いのとれた技術面、運用面、組織面の措置
を講じる。
b．��再生可能エネルギーのオークション公示の９カ月以上前の時点で、以下のいずれかの条件に該当する入札者は、
施設やシステム全体のセキュリティ確保の方法を明記したサイバーセキュリティ計画を提出し、オークションに関す
る事業活動で使用または生成されるデータについてはEEA（欧州経済領域）内に保存し、EEA域外にデータを移
転しない。

�・�第三国の法的管轄下にあり、ソフトウェアまたはハードウェアの脆弱性情報を、その脆弱性が悪用される前に当局
へ報告することが法的に求められている。

�・�EUまたはオークション実施国（加盟国）が、その第三国から活動するサイバー攻撃者が悪意あるサイバー活動を
行ったという公式声明を発表している。
c．��再生可能エネルギー施設に使用されるICT製品や関連ICTサービスの供給を外部サプライヤーに依存している
場合、当該サプライヤーが上記a．の措置を講じていることを確認・証明する。また、当該サプライヤーがb．の２つの
条件のいずれかに当てはまる場合、これらのサプライヤーもb．のセキュリティ対策を講じる。
d．��EEA域内に設立されたオペレーターが、施設の運営管理力を維持することを保証する。

プロジェクトを完全かつ
期限内に遂行する能力
（第６条）

以下の文書のうち２点以上を提出する。この要件は、プロジェクトのコスト、リスク、容量、技術成熟度、入札で求めら
れるイノベーションの度合、その他関連する市場状況に応じて調整されるものとする。
a．�入札者を特定するための文書
b．�プロジェクトの建設・運営に必要な許可もしくは許可の取得資格を証明する文書等、適用法令の遵守を示す文書
c．��プロジェクトを完了し、潜在的な債務に対する財務能力を有することを証明する財務状況及び経済状況に関する
文書
d．�入札仕様書に含まれる要件に沿ったプロジェクトの説明
e．��プロジェクトを完了するための技術的な実現可能性及び知識・経験を証明するもの（過去の類似プロジェクトの完
了の経験を証明する文書を含む）
f．�プロジェクトの建設・運営スケジュール（プロジェクト完了までのすべての中間ステップの日程を含む）

※１��Directive�（EU）�2024/1760�of�the�European�Parliament�and�of�the�Council�of�13�June�2024�on�corporate�sustainability�due�
diligence�and�amending�Directive�（EU）�2019/1937�and�Regulation�（EU）�2023/2859
http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/2025-04-17

※２��Directive�2013/34/EU�of�the�European�Parliament�and�of�the�Council�of�26�June�2013�on�the�annual�financial�statements,�
consolidated�financial�statements�and�related�reports�of�certain�types�of�undertakings,�amending�Directive�2006/43/EC�of�
the�European�Parliament�and�of�the�Council�and�repealing�Council�Directives�78/660/EEC�and�83/349/EEC
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/2024-05-28

7� 締約国・地域はEU及び加盟国27カ国のほか、アルメニア、豪州、カナダ、香港、アイスランド、イスラエ
ル、日本、韓国、リヒテンシュタイン、モルドバ、モンテネグロ、オランダ領アルバ、ニュージーランド、
北マケドニア、ノルウェー、シンガポール、スイス、台湾、ウクライナ、英国、米国の48カ国・地域。ま
た中国を含む11カ国が加入申請・交渉中。https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/chotatu.html
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トゼロ産業法第25 ～ 28条の規定に沿って
EUのレジリエンスを確保するのに不可欠な
ネットゼロ技術の生産に主に使用される部

品（特定主要部品）のみが含まれており、
表10のリストの方が、掲載されている部品
の種類がわずかに多い。

表７　再エネオークションのサステナビリティ基準（概要）
出所：欧州委員会実施規則（EU）2025/1176［21］第８～15条及びエコデザイン規則（EU）2024/1781［22］より作成

基準 関係当局が入札者に要求する主な内容

【環境持続可能性】

カーボンフットプリント
（第８条）

・�入札者は、オークションの対象となる再生可能エネルギー技術を具体的に取り扱っているEU法に規定されたライフサイ
クルアセスメント手法がある場合は、これを用いてカーボンフットプリントを測定し、伝達することが求められる。
・�カーボンフットプリントを測定するために用いられる機能単位、システム境界、及び仮定が使用される方法論において規
定されていない場合、関係当局は、これらを定義して公表し、入札者に計算結果を報告することを義務付ける。
・�上記１点目で規定されていないカーボンフットプリント手法については、カーボンフットプリント評価は、少なくとも、関連す
るネットゼロ技術の以下のライフサイクル段階における温室効果ガスの排出を対象とする。
（i）�資源の採掘・生産・加工・輸送、（ii）�製造プロセス、（iii）�これらのプロセスに使用される電力／エネルギー、（iv）�部
品・最終製品の輸送、（v）�設置・運用・保守、（vi）�廃止及び耐用年数終了

サーキュラーエコノミー
（第９条）

関係当局は、オークションの持続可能性への貢献を、サーキュラーエコノミー基準を使って、事前資格審査基準または落
札基準もしくは両者の組み合わせにより評価する場合、オークションに参加するプロジェクトが以下のパラメータの１つ
以上にどう貢献しているかを考慮する（これらのパラメータが製品の環境影響の相当部分を占める場合に限る）。
・�製品のリサイクル性（エコデザイン規則附属書I�（d）に規定される関連製品パラメータを１つ以上参照）
・�製品の修理・保守の容易さ、製品のアップグレード・再使用・再製造・改修の容易さ（エコデザイン規
則附属書I�（b）、（c）、（e）に規定される関連製品パラメータを１つ以上参照）

・製品におけるリサイクル材料（重要原材料を含む）の使用または含有量

生物多様性への影響
（第10条）

ネットゼロ技術の生物多様性への影響を事前資格審査基準に含める場合、以下の要素を含める。
（a）設置、運用及び廃止の各段階における、当該設備の生物多様性への正・負の影響を監視するシステムの存在
（b）�生物多様性への潜在的な悪影響を軽減するための適応的解決策を実施すること、並びにそのような解決策が導入
される場合には、生物多様性にプラスの影響を与える解決策の有効性を確保することへのコミットメント

エネルギー効率
（第11条）

ネットゼロ技術の生物多様性への影響を落札基準に含める場合、公的機関が関連性があると特定した場合、以下の１
つ以上の分野における生物多様性への正味のプラスの貢献を要求する。
（a）生息地または種の保全、あるいはその両方��　（b）野鳥（その生息地を含む）の保全　（c）生態系の回復
（d）洋上施設について、良好な環境状態の達成　（e）良好な水質状態の達成

効率的な水利用と
水質汚染回避策
（第12条）

関係当局が事前資格審査基準にネットゼロ技術の水関連の影響を含める場合、当該基準に以下の要素を含める。
（a）関連するライフサイクルの全段階において、施設の水への正・負の影響を監視するシステムの存在
（b）�水質への負の影響を回避するための適応型解決策を実施し、該当する場合は、解決策が正の影響を生み出す有

効性を確保し、（a）の監視システムによって実証される良好な水質の維持または達成に貢献するというコミットメント
関係当局がネットゼロ技術の水関連の影響を落札基準に含める場合、当該基準には、良好な水質・水量を達成・維持
するための積極的な貢献を要求する。

汚染（第13条） 関連する方法論、閾値、及び遵守メカニズムは、（存在する場合）EU法に従って定義される。

【サステナビリティへの貢献】

イノベーション
（第14条）

イノベーションの事前資格審査または落札基準の使用により、すべてのプロジェクトに対して、参加するオークションの主
題に関連して、すでに市場に出回っている最先端の技術とソリューションを超える、主要業績指標の最低限の改善レベ
ルを満たすという要件を導入する。加えて：
（a）新技術またはソリューションの促進に焦点を当てた純粋なイノベーション・オークション：
・�事前資格審査基準を用い、すべてのプロジェクトが一定の成熟度を有するという要件を導入することにより評価され
るものとする
・�関係当局は、革新的なプロジェクト成果に関する知識の普及、または知的財産権で保護される研究開発プロジェクト
のライセンスを、市場価格で、非独占的かつ非差別的な条件で、EEA域内の利害関係者による利用のために提供
することを落札者に義務付ける追加要件を盛り込む

（b）オークションの主な推進力としてイノベーションに特に焦点を当てていないオークション：
・すべてのプロジェクトが一定の成熟度を有することを要件として導入することにより評価することができる
・�関係当局は、革新的なプロジェクト成果に関する知識普及慣行、または知的財産権により保護され、市場価格で非
独占的かつ非差別的な条件でEEA内の利害関係者が利用できる更なる研究開発プロジェクトに関するライセンス
供与に関する追加要件を含めることもできる

エネルギーシステムの
統合
（第15条）

関係当局は、以下の条件の下、時間的柔軟性、立地の影響、エネルギーキャリア間の接続に基づき、参加プロジェクト
の運転がシステムニーズにもたらす貢献を考慮する。
参加プロジェクトの：
・�時間的柔軟性：新規投資としてまたは第三者を通じて調達される提案されたソリューションに関して、特に複数の再
生可能エネルギー発電技術の組み合わせ、発電資産と電力貯蔵資産の組み合わせ、または発電資産と需要資産も
しくはソリューションの組み合わせという形で、評価されるものとする。この評価は、正当な理由がない限り、特定された
システムニーズへの対応に貢献できる技術を除外してはならない。
・�立地がシステムニーズに与える影響：ネットワーク計画を考慮しつつ、プロジェクトの時間的な発電プロファイルや発
電容量、立地及び系統接続ポイントの選定を含む関連する特性の組み合わせに関して評価されるものとする。
・�エネルギーキャリア間の接続構築能力：再生可能エネルギーをあるエネルギーキャリアから別のエネルギーキャリアに転送
する能力、特に発電資産とエネルギー変換資産の組み合わせが含まれているかどうかに関して評価されるものとする。

別表
参照

関係当局が入札者に要求する基準の主な内容

１．��オークション公示日の９カ月以上前の時点で、欧州委員会が下記a.～f.のネットゼロ技術最終製品のEU域内供給量の50％超が単一の第
三国を原産であるか、EU域内供給量が２年連続して平均10パーセントポイント以上増加しEU域内供給量の40％以上に達したと判断した
場合、関係当局は、実施規則（EU）2025/1178に列挙される最終製品及び主要特定部品に関して、以下の要件を満たす入札のみに、
オークションへの参加を許可するかポイントを付与する。

a.太陽光発電（PV）技術：

◇最終製品が当該第三国で組み立てられていないこと　◇主要特定部品のうち少なくとも４つが当該第三国原産でないこと　◇PVイン
バーター及びPVセル（または同等品）が当該第三国原産でないこと　◇PVモジュールが当該第三国で組み立てられていないこと

b.陸上風力技術：

◇最終製品が当該第三国原産でないこと　◇当該第三国を原産とする主要特定部品は３つ以下であること　◇直接駆動式ドライブトレイン
（発電機を含む）／ギアボックス式ドライブトレイン（発電機を含む）が当該第三国原産でないこと

c.洋上風力技術：

◇最終製品が当該第三国原産でないこと　◇当該第三国を原産とする主要特定部品は４つ以下であること　◇直接駆動式ドライブトレイン
（発電機を含む）／ギアボックス式ドライブトレイン（発電機を含む）が当該第三国原産でないこと

d.電解装置：

◇最終製品が当該第三国原産でないこと　◇当該第三国を原産とする主要特定部品は２つ以下であること　◇スタックが当該第三国原
産でないこと

e.ヒートポンプ技術：

◇最終製品が当該第三国原産でないこと　◇当該第三国を原産とする主要特定部品は１つ以下であること

f.上記a.～e.に該当しない、ネットゼロ産業法第26条に基づくすべてのネットゼロ技術：

◇最終製品が当該第三国原産でないこと

２．��オークションの公示日の９カ月以上前の時点で、欧州委員会が上記１．の条件に加えて、１つまたは複数の主要特定部品のEU域内における
供給の85％以上が単一の第三国を原産であると判断した場合、加盟国は、それらの主要特定部品の少なくとも１つについて、当該第三国を
原産とする部品の数量が85％を超えない入札に対してのみ、オークションへの参加を許可するかポイントを付与するものとする。
EU域内における供給の85％以上が単一の第三国を原産地である場合、関係当局は、上記１．に規定する主要特定部品の数量制限を
50％から85％まで引き上げることができる。

３．��陸上風力技術、洋上風力技術、電解装置については、オークションの公示時に、欧州委員会が、特定のネットゼロ技術最終製品のEU域内
供給の50％超、または、２年連続で平均10パーセントポイント以上増加し40％超が単一の第三国原産であると判断しなかった場合、関係当
局は、中国原産または中国で組み立てられた最終製品及び主要特定部品について、入札に含まれる最終製品の少なくとも75％が上記（１）
の要件を満たす入札のみにオークションへの参加を許可するかポイントを付与することで、レジリエンス基準を適用するものとする。

表８　再エネオークションのレジリエンス基準（概要）
出所：欧州委員会実施規則（EU）2025/1176［21］第７条より作成

別表：エコデザイン規則附属書I�（b）、（c）、（d）、（e）

（b）修理・保守の容易性 ◇部品・材料の数�◇標準
部品の使用�◇部品・材料
を識別できる標準部品・材
料コードの使用�◇必要な
工程・工具の数と複雑さ�◇
非破壊的な解体・再組立の
容易さ�◇製品データへの
アクセス条件�◇必要なハー
ド／ソフトウェアへのアクセ
ス／使用条件

◇モジュール性�◇補修部品の特性・入手可能性・納期・価格の手頃さ�◇一般に入
手可能な工具・補修部品との互換性�◇修理・保守説明書の入手可能性�◇専用
工具の必要性

（c）更新、再使用、
再製造、改修の容易さ

◇モジュール性�◇試験プロトコルや一般に入手できない試験装置へのアクセス条
件�◇再生製品または改修製品に特有の保証の利用可能性�◇知的財産権で保
護された技術へのアクセス／使用条件

（d）リサイクル配慮設計、
リサイクルの容易さと質

◇リサイクルしやすい材料の使用�◇リサイクル可能な部品・材料、有害物質を含む
部品や材料への安全・容易かつ非破壊的なアクセス�◇材料組成と均質性�◇高
純度分別の可能性

（e）製品・部品の再使用、更新、修理、保守、再生、再製造、リサイクルに影響を及ぼす技術的ソリューションの回避
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（４）罰則（第17条）

以上の基準の違反に対する罰則は加盟国
の関連当局が定め、これは、罰金、支援の
削減や停止、今後のオークション参加から
の除外など、様々な形をとることがある。
加盟国当局は、プロジェクトのコスト、リ
スク、容量とそのエネルギーシステムにとっ
ての価値、技術の成熟度、オークションが
求めるイノベーションの度合い、その他の
市場条件、違反の内容を鑑みて罰則を設定
する。罰則の水準は、非価格基準の遵守を
無視した入札戦略を抑制するのに十分な高
さであることが求められている。

３ー４．�ネットゼロ技術最終製品の購入奨励

制度の設計における基準（第28条）

ネットゼロ技術の最終製品の購入奨励の
ための補助金制度の創設または既存制度の
更新にあたり、加盟国や自治体等の公的機
関等には、持続可能性及びレジリエンスへ
の高い貢献を有するネットゼロ技術最終製
品の購入を促進するため、追加的な金銭的
補償の提供もしくは下記の基準に基づいた
制度の適格性の条件付けにより、当該制度
を設計することが求められる（2025年12月
30日から適用）。

追加的な金銭的補償は、最終製品の消費
者のコストの５％を上限とする（ただし、
エネルギー貧困状態にある市民を対象とす
る制度の場合は上限は15％）。制度の設計・
実施にあたり、当局は、支援制度の対象と
なるネットゼロ技術最終製品の合格基準を
定め、非差別的で透明性のあるプロセスに

基づき、市場で入手可能なネットゼロ技術
最終製品のレジリエンス及び持続可能性へ
の貢献を評価する。このような形態の公的
介入の持続可能性及びレジリエンスへの貢
献は、当該ネットゼロ技術またはその主要
特定部品のEU域内供給の50％以上を占める
第三国原産の割合と、下記の基準の１つ以
上を考慮しなければならない。
・�EU域内における当該ネットゼロ技術の

供給の50％以上を占める第三国を原産と
するネットゼロ技術またはその主要特定
具品の割合と、以下の少なくとも１つを
考慮するものとする。

（a）�適用される法令の最低要件を超える
環境持続可能性

（b）�全く新たなソリューションを提供す
ること、または同等の最先端のソ
リューションを改善することによる
イノベーションへの貢献

（c）エネルギーシステム統合への貢献
・�以上の基準に加えて、加盟国は追加的な

非価格基準を用いることもできる。
なお、加盟国は、関連するネットゼロ技

術最終製品について、当該制度に関するす
べての情報を単一の無料アクセスウェブサ
イトで公表する義務がある。

３ー５．�ネットゼロ戦略的プロジェクトの

選定基準（第13条）

「ネットゼロ戦略プロジェクト」とは、EU
域内のネットゼロ技術製造プロジェクト、
CO2回収／貯留／輸送インフラプロジェクト
で、加盟国がネットゼロ産業法の規定に基づ

表９　ネットゼロ技術戦略的プロジェクトの選定基準（概要）
出所：ネットゼロ産業法［18］第13条及び欧州委員会実施決定（EU）2025/1100［24］より作成

ネットゼロ産業法 選定基準ガイドラインの解釈

（a）��ネットゼロ技術製造プロジェクトが、以下のいずれかの方法により、ネットゼロ
技術サプライチェーンの構成要素または一部の製造能力を増強することに
より、EU域内のネットゼロ技術の技術的・産業的レジリエンスに貢献する。
（i）��EU域内において、EUが第三国からの輸入に50％以上依存している

ネットゼロ技術の製造能力を増強すること
（ii）��EUの2030年までの気候・エネルギー目標に実質的な貢献をすること

により、重要な製造能力を増強すること
（iii）�EUの製造能力が世界生産量の多くのシェアを占め、EUのレジリエン

スに重要な役割を果たすネットゼロ技術のために、EUの製造能力を
増強し、または既存の製造能力を更新すること

（b）��ネットゼロ技術製造プロジェクトは、欧州ネットゼロ産業に利用可能な最良
のネットゼロ技術または初の製造施設で生産された製品へのアクセスを
提供することにより、EUのネットゼロ産業サプライチェーンまたは川下セク
ターに明確なプラスの影響をもたらす。

（c）��プロジェクトが、低炭素、エネルギー、水、または材料の包括的な効率性と
CO2換算排出量（CO2-eqトン）を大幅かつ恒久的に削減する慣行を含む
環境持続可能性�・性能または循環性の特徴を向上させる慣行を通じて、
ネットゼロ技術を製造することにより、EUの気候・エネルギー目標の達成
に貢献する。

・��ネットゼロ技術の輸入依存度50％：すべての第三国からEUへ
の累計輸入量と、当該年におけるEUの供給量との比率。
・��世界生産量の多くのシェア：最終製品、特定部品、または特定
の機械を生産するプロジェクトであって、EU域内の製造能力が
世界の製造能力の15％を超えるものを指す。

・��ネットゼロ技術のEUのレジリエンスにおける重要な役割：プロ
ジェクトがEUのサプライチェーンの安全性、エネルギー自立性、
または戦略的自立性に直接及ぼす影響
・��環境持続可能性：採用された対策がCO2換算排出量を大幅か
つ永続的に削減するとともに、大気、水、土壌への汚染物質の
排出、エネルギー、水、材料の効率性、及び有害物質の使用に
関する環境コベネフィットを最適化することを実証する必要があ
る。これらの削減量は、以下の条件を満たすものとする。
（i）��明確に定義された仮定と手法を用いて、回避される推定

CO2-eqトン数に基づくこと
（ii）��プロジェクトの中核目標であり、EUの気候・エネルギー目標

に沿った排出量削減に大きく貢献すること
排出量が単に他のセクターに移転されるのではなく、CO2換算排
出量の全体的な削減につながるようにしなければならない。

きネットゼロ戦略プロジェクトとして認定し
たものをいう。加盟国は、EU域内のネット
ゼロ技術製造プロジェクト8で、EUの気候ま
たはエネルギー目標への貢献を含むネットゼ
ロ産業法の目標の達成に貢献し、かつ、表９
の基準の１つ以上を満たすものを、「ネット
ゼロ戦略プロジェクト」として認定する。ネッ
トゼロ戦略プロジェクトの選定基準において
も、レジリエンスと環境持続可能性は重要な
基準とされている。欧州委員会は６月18日、
選定基準ガイドライン（欧州委員会実施決定

（EU）2025/1100）［24］を発表した。

４．�おわりに～今後の公共調達分野などに

おける導入の展望

欧州委員会は2025年第４四半期に提案す
る予定の産業脱炭素化加速法案で、ネット
ゼロ産業法におけるネットゼロ技術への非

価格基準の適用と同じ方向性で、エネルギー
集約型産業における非価格基準を導入する
計画を進めている。化学、鉄鋼、パルプ・
製紙、製油、セメント、非鉄金属、ガラス、
セラミック等のエネルギー集約型産業は、
原料や加工済み原料、中間原料を自動車や
建設、ネットゼロ技術、エンジニアリング
製品、防衛・宇宙といった川下セクターに
供給を行い、数多くのバリューチェーンの
起点として、EUのレジリエンスと安全保障、
経済にとって戦略的重要性が高い。脱炭素
化や電化、エネルギーコスト、世界的な不
公正競争、複雑な規制などの面で支援が急
務となっており、低炭素製品の「欧州主導
市場」を創設するための措置の一環として、
戦略的セクターの公共調達における非価格
基準を導入する方針である。

公共調達の非価格基準は、４月中旬から

8� 一定の基準を満たすCO2貯留プロジェクトと、これらのプロジェクトに関連するCO2回収プロジェクト、回
収されたCO2の輸送に必要なCO2インフラプロジェクトなども、ネットゼロ戦略プロジェクトとして認定さ
れる。
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７月上旬に実施された産業脱炭素化加速法
案の意見公募［25］では、「レジリエンス（供
給に依存が見られる場合の供給源の多様化
など）」、「欧州製コンテンツ優遇（いわゆる”
Buy�European”）」、「雇用・社会的要件」、「環
境持続可能性」、「サイバーセキュリティ」
が選択肢として挙げられた9。クリーン産業
ディールではまた、非価格基準の適用は、
エネルギー集約型産業の官・民調達のほか
EU予算や国家支援プログラムにも拡大する
可能性があるとしている。

これに加え、欧州委員会は、戦略的セク
ターの公共調達において非価格基準の使用
を主流化するための公共調達指令の改正を
2026年第４四半期に提案するとしている。
改正では、様々な法令にまたがる公共調達
規制を統合・明確化して契約当局による適
用を簡素化し、国家から地方自治体まであ
らゆるレベルの行政機関がこれらの基準を
活用できるようにする。

クリーン産業ディールではさらに、こう
いった基準を、ライフサイクルベースのCO2

排出パフォーマンス基準などを通じて、需
要を大きく左右する可能性がある民間調達
にも拡張する方針も示されている。欧州委
員会は、非価格基準や要件を、低炭素鋼や
自動車用の再生可能または持続可能なバッ
テリーセル、建築基準などの関連製品法令
にどのように盛り込むか検討するとしてい
る。ただし、産業脱炭素化加速法案の意見
公募では、民間調達については「一部の状

9� クリーン産業ディールでは、「クリーン」、「レジリエンス」、「循環型」、「サイバーセキュリティ」が例示さ
れていた。

況によっては民間も」との但し書きがあっ
ただけで、意見公募のサーベイでは言及さ
れていなかった。

なお、低炭素の工業製品を促進するため、
任意の炭素集約度ラベル（低炭素ラベル）
の導入が計画されている。欧州委員会は
2025年中に、排出権取引（ETS）の排出報
告データを使ったシンプルな手法に基づき、
CBAMの手法をベースに、鉄鋼製品の任意
ラベルの開発に着手する計画で、６月上旬
には鉄鋼業界との協議が行われた［26］。ま
た、セメントの低炭素ラベルを建設製品規
則（CPR）の下で導入する予定。工業製品
のこのような製品ラベルは、製造の脱炭素
化を加速させ、メーカーが「グリーンプレ
ミアム」を享受し脱炭素化への投資から利
益を得るための強力なツールとなり、ラベ
ルを公共調達に結び付けることでメーカー
による利用が促進されると見ている。また、
こういったラベルは加盟国による税優遇な
ど、国家補助規制に適合した支援制度の設
計にも取り込むことができるとしている。

本稿で概観したように、G7レベル、日・
EU間の協調、EU域内の政策それぞれのレイ
ヤーにおいて、公共調達や補助金等の“デ
マンド・サイド”をターゲットとした政策
における非価格基準の導入が強い潮流とし
て立ち現れている。産業界、企業としても、
これらの政策動向が自産業、自社事業に与
える影響をいち早くつかむとともに、“ある
べき非価格基準”の在りかたについて、日・

EU連携、G7連携の観点も踏まえながら政策
当局に効果的にインプットしていくことが

求められる。

表10　ネットゼロ産業法に定められるネットゼロ技術
出所：ネットゼロ産業法を改正する欧州委員会委任規則（EU）2025/1463�Annex［27］

ネットゼロ技術 サブカテゴリー 最終製品

太陽技術 太陽光（PV）技術 ・太陽光発電（PV）システム

太陽熱発電技術 ・集光型太陽熱発電（CSP）プラント

太陽熱技術 ・太陽熱システム

その他の太陽技術 ・太陽光発電集熱（PVT）装置

陸上風力・洋上再生可能
技術

陸上風力技術 ・陸上風力タービン

洋上風力技術 ・洋上風力タービン

その他の洋上再生可能技術 ・潮流エネルギー技術
・波力エネルギー技術

バッテリー及び
エネルギー貯蔵技術

バッテリー技術 ・バッテリー※２
・ウルトラキャパシタ／スーパーキャパシタ

電気化学エネルギー貯蔵技術 ・レドックスフローエネルギー貯蔵

重力エネルギー貯蔵技術 ・揚水発電

熱エネルギー貯蔵技術 ・熱エネルギー貯蔵システム

圧縮／液化ガスエネルギー貯蔵技術 ・圧縮空気エネルギー貯蔵
・液体空気エネルギー貯蔵

その他のエネルギー貯蔵技術 ・フライホイールエネルギー貯蔵

ヒートポンプ及び
地熱エネルギー技術

ヒートポンプ技術 ・ヒートポンプ

地熱エネルギー技術 ・地熱発電所　・地熱直接利用システム

水素技術 電解装置 ・アルカリ電解装置（AEL）　・アニオン交換膜電解装置（AEMEL）
・プロトン交換膜電解装置（PEMEL）　・固体酸化物電解装置（SOEL）

水素燃料電池 ・プロトン交換膜燃料電池（PEMFC）　・固体酸化物形燃料電池（SOFC）

その他の水素技術 ・水素輸送・配給網
・水素貯蔵施設
・アンモニアから水素を抽出・変換するプラント

持続可能なバイオガス及び
バイオメタン技術

持続可能なバイオガス技術 ・持続可能なバイオガスプラント

持続可能なバイオメタン技術 ・持続可能なバイオメタンプラント

CCS技術 炭素回収技術 ・吸収回収　・膜分離回収　・極低温回収
・吸着回収　・固体循環回収　・直接空気回収

炭素貯留技術

電力グリッド技術 電力グリッド技術 ・陸上変電所
・洋上変電所
・送電・配電塔
・電力用変圧器
・送電・配電用のケーブル、電線、及び関連付属品、並びにネットゼロ技術
を電力グリッドに接続するケーブル（HVDC及びHVACを含む架空線、地中
ケーブル、海底ケーブル）

輸送用充電技術 ・電気自動車用電力供給設備　・陸上電力供給設備（船舶用）
・電気道路システム※3　・架空電車線
・航空輸送用電力供給設備

電力グリッドのデジタル化技術及び
その他の電力グリッド技術

・高電圧・中電圧パワーエレクトロニクス機器及び部品（直流技術を含む）
・フレキシブル交流送電システム（FACTS）技術
・スマートメーター／高度計測・制御インフラ

核分裂エネルギー技術 核分裂エネルギー技術 ・原子核分裂発電所

核燃料サイクル技術 ・核燃料サイクル

持続可能な代替燃料技術 持続可能な代替燃料技術 ・持続可能な代替燃料プラント

ネットゼロ技術に主に使用される部品
（PV技術の例）

・PVグレードポリシリコン
・PVグレードシリコンインゴット・同等品※1

・PVウェーハまたは同等品※1

・PVセルまたは同等品※1

・ソーラーガラス
・PV封止材
・PVリボン
・PVバックシート
・PVコネクタ
・PV接続箱
・PVモジュール
・PVインバーター
・PVトラッカー及びその取付構造
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水力発電技術 水力発電技術 ・水力タービンシステム

その他の再生可能
エネルギー技術

浸透圧エネルギー技術

アンビエントエネルギー技術
（ヒートポンプ以外）

バイオマス技術 ・ペレット成形機
・プリケット圧縮成型

埋立ガス技術

下水処理場ガス技術

その他の再生可能エネルギー技術

エネルギーシステム関連
のエネルギー効率化技術

エネルギーシステム関連の
エネルギー効率技術

・エネルギー管理システム（EMS）
・建物オートメーションシステム（BAS）
・自動デマンドレスポンス（ADR）
・可変速ドライブ（VSD）
・有機ランキンサイクル（ORC）発電システム

熱・冷グリッド技術 暖房・冷房供給システム配管

その他のエネルギーシステム関連の
エネルギー効率技術

非生物由来の再生可能
燃料（RFNBO）技術

非生物由来再生可能燃料
（RFNBO）技術 ・RFNBOプラント

バイオテクノロジーによる
気候・エネルギーソリュー
ション

バイオテクノロジーによる
気候・エネルギーソリューション

・原料を前処理してバイオ燃料、リサイクル炭素燃料、再生可能燃料、バイオ
ベース及びリサイクル炭素化学品、バイオポリマー、バイオベース材料、バイ
オベース製品に変換するために使用される微生物及び微生物株（細菌、酵
母、微細藻類、真菌、古細菌を含むがこれらに限定されない）
・原料を前処理してバイオ燃料、バイオベース化学品、バイオベース材料、バイ
オベース製品に変換するために使用される、または化学プロセスにおける反
応を触媒するために使用される酵素（アミラーゼ、セルラーゼを含むがこれらに
限定されない）
・バイオポリマー

脱炭素化に向けた革新的
な産業技術

脱炭素化に向けた革新的な
産業技術

・電気アーク炉
・水素対応直接還元鉄炉
・サブマージアーク炉
・開放式スラグ浴炉
・フラッシュ焼成炉
・産業用電気ボイラー
・産業用誘導加熱装置／炉※4

・産業用赤外線加熱装置／炉
・産業用マイクロ波加熱装置／炉
・産業用マイクロ波加熱装置／炉
・産業用抵抗加熱装置／炉

CO2輸送・利用技術 CO2輸送技術 ・CO2輸送インフラ

CO2利用技術 ・熱化学的利用
・電気化学的利用

風力・電気推進技術 風力推進技術 ・フレットナーローター（ローターセイル）
・サクションウイングセイル（吸引翼帆）
・曳航凧
・硬翼帆・半硬翼帆

電気推進技術 ・道路及びオフロード輸送用電気推進システム
・鉄道輸送用電気推進システム
・水上輸送用電気推進システム
・航空輸送用電気推進システム

その他の原子力技術 その他の原子力技術（核融合技術など）

※１�「同等」とは、薄膜、有機、タンデム、その他の太陽光発電技術に必要な同様の工程または主要な実現技術を指す。
※2�欧州議会及び理事会規則（EU）2023/1542の第３条（13）、（14）及び（15）に定義される電池（産業用バッテリー、EV用バッテリー、定置型

バッテリーエネルギー貯蔵システム）を指す。
※3�「電気道路システム」（ダイナミックチャージングとも呼ばれる）とは、走行中の車両に電力を供給する道路沿いの設備を指し、その最終製品に

は、伝導充電と誘導充電の両方が含まれる。
※4�「加熱装置」とは、低温（最大200℃）及び中温（200～500℃）の用途を指す。「炉」とは、高温（500～1,000℃）及び超高温（1,000℃超）

の用途を指す。
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日工会行事

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

EPAウェブサイト公開記念セミナー結果報告
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2025年７月９日より本格運用を開始した
「EPAウェブサイト」の機能や活用方法への
理解促進を図り、会員企業のEPA活用に資
することを目的に、「EPAウェブサイト公開
記念セミナー」を開催した。

１．日　　時　2025年７月23日（水）
13：30 ～ 14：30

２．形　　式　オンライン開催
（Teamsウェビナー形式）

３．受講者数　会員企業35社94名
４．プログラム（講師：東京共同会計事務所）
（1）開会挨拶（国際委員会：黒川副委員長）
（2）プロジェクト概要
（3）�コンテンツを活用したEPA利用まで

の流れ
（4）企業事例紹介

・㈱岡本工作機械製作所
・オークマ㈱

（5）質疑応答
５．その他

（1）�セミナー終了後に実施したアンケー
トを参考に今後EPAウェブサイトの
機能拡充を図っていく予定。

（2）�当日の講演内容は録画動画として、
日工会ホームページの会員専用ペー
ジ内にて公開中。

【講演動画の視聴方法】

①�日工会ホームページ（https://www.
jmtba.or.jp/）のトップページ右上にあ
る「会員ログイン」をクリック

②�ログイン後、「新着情報」から「EPAウェ
ブサイト公開記念セミナー動画」を選択

③�表示される視聴用URLをクリックし、
視聴用パスワードを入力して視聴

※�ログインID・パスワード、視聴用パス
ワードは各企業の会員連絡者様宛に送
付しております。ご不明な場合は下記
お問い合わせ先までお問い合わせくだ
さい。

【お問い合わせ先】

（一社）日本工作機械工業会
業務国際部　下里
TEL：03（3434）3961
E-mail：shimozato@jmtba.or.jp

工作機械業界の競争力強化については、如
何に優秀な人材を確保・育成するかが重要と
なることから、当会では、人材確保・育成を
最重要事業の一つとして、各種取り組みを実
施している。

近年、大学等では工作機械関連の授業が減
少傾向にあり、工作機械を専門的に学ぶ機会
に恵まれない新人エンジニアが増加している
との声が挙がっている。また、工作機械メー
カ各社において、それぞれ技術者教育が行わ
れているものの、工作機械技術が高度化する
中で教育すべき内容は多様化しており、技術
者教育にかかる負担は増加している。

そこで、当会では、業界としての効率的な
基礎教育の場として、毎年、「工作機械基礎
講座」を夏期と冬期の２回開いており、今回
で28回目を迎え、累積受講者数は1,000名を
超えた。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

工作機械基礎講座
～次代を担う工作機械エンジニアの育成～

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１．開催概要

（1）日程：2025年８月18日（月）～ 20日（水）
（2）会場：名古屋・imyホール

６階第３会議室
（3）受講対象者：�日工会会員メーカに入社

後３～５年程度の若手技
術者（推奨）

（4）受講者数：39人
（5）受講料：２万円／人

２．開催結果

今回は、会員企業16社から39人の意欲溢れ
るエンジニアが参加し、熱気に溢れる講座と
なった。

本講座プログラムは「学校で学んできた機
械工学の基礎知識を如何に工作機械設計に活
かしていくか」という点に主眼を置いて構成
しており、理論と実務を結びつける上で必要
不可欠な内容となっている。

１日目：８月18日（月）

10：00～10：10 講座スケジュ～ルの説明、諸連絡

10：10～11：40
（90分）

「工作機械とは－導入・基礎編」
講師：日本工業大学工業技術博物館　清水　伸二　館長

11：40～12：40 昼食休憩

12：40～15：10
（途中10分休憩）
（150分）

「工作機械の主要構成要素の基本構造と仕組み」
講師：日本工業大学工業技術博物館　清水　伸二　館長
（上智大学　名誉教授、MAMTEC　代表）

15：10～15：25 休憩

15：25～17：25
（120分）

「工作機械の制御学リテラシー」
講師：名古屋大学　佐藤　隆太　特任教授

17：25～ 講師と参加者との懇談会

（6）プログラム：
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講師には、それぞれの分野に造詣の深い大
学研究者のほか、TC用・MC用の治具・取付
具メーカ等より各エンジニアを迎え、分かり
やすく充実した講義を熱心に聞き入る受講者
の姿が多く見受けられた。

本講座のもう一つの特徴は、各日程の講義
終了後に懇談会を開催している点である。今
回は立食形式の懇談会を開催し、各参加者と
講師陣との間で活発な意見交換が行われ、設
計開発者としての指針や普段の業務において
疑問となっている事柄等、各講師に対し積極
的に質問する参加者の姿が見られた。また、

２日目：８月19日（火）

９：00～12：00
（途中10分休憩）
（180分）

「機械加工概論（切削加工）」
講師：東京電機大学　松村　隆　教授

12：00～13：00 休憩

13：00～15：00
（途中10分休憩）
（120分）

「加工性能への影響因子（切削びびり振動）」
講師：東京電機大学　松村　隆　教授

15：00～15：15 休憩

15：15～17：30
（途中10分休憩）
（135分）

「機械加工概論（研削加工）」
講師：岡山大学　大橋　一仁　教授

17：30～ 講師と参加者との懇談会

３日目：８月20日（水）

９：00～10：30
（90分）

「加工性能への影響因子（研削びびり振動）」
講師：日本大学　山田　高三　教授

10：30～10：40 休憩

10：40～12：10
（90分）

「加工性能への影響因子（熱変位）」
講師：職業能力開発総合大学校　新野　秀憲　校長
（東京工業大学　名誉教授）

12：10～13：10 昼食休憩

13：10～14：30
（80分）

「TC用工作物取付技術について」
講師：㈱北川鉄工所　キタガワグローバルカンパニー
技術部DG推進室（名古屋）　高橋　優介　係長

14：30～14：40 休憩

14：40～16：00
（80分）

「MC用工具取付技術について」
講師：大昭和精機㈱　技術本部　営業技術部　岩村　卓　課長

16：00～16：10 休憩

16：10～17：30
（80分）

「MC用工作物取付技術について」
講師：㈱ナベヤ　酒井　正一　専務取締役

17：30～ 講師と参加者との懇談会

同世代の工作機械技術者との交流を深められ
ることは、新人エンジニアにとって大きな刺
激となったようである。

当会では、今後も本講座の継続開催を予定
しているので、会員各位には、技術者教育の
一環として是非ご活用いただきたい。

講義を熱心に聴講する受講者
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随　想

流浪の人生〈11回の引っ越し〉
監事　直井　貴史

（株式会社ソフィックス・代表取締役社長）

このたび「工作機械 随想」寄稿のご依頼
をいただき、職歴を振り返ってみたところ、
私事や会社の都合もあって、これまでに11回
も引っ越していることに気づきました。

拙い職歴を並べても面白みに欠けるかと
思い、引っ越しの経緯とその街の印象、ライ
フイベントを織り交ぜながら振り返ってみた
いと思います。

ちなみに、厚生労働省の2023年人口移動調
査によると、私の年代（50 〜 54歳）での生
涯平均引っ越し回数は約4.2回とのこと。私
はその約３倍にあたります。それでは、大学入
学で地元を離れたところから回顧を始めます。

１回目　茨城県守谷 → 神奈川県相模原市 

橋本

東京での一人暮らしに憧れて、都内の大学
を受験。当時目黒にあった大学に合格したも
のの、入学と同時に八王子の南大沢へキャン
パスが移転。当時の南大沢駅周辺は大学以外
に何もなく、２駅隣の終点の橋本に住むこと
にしました。

山に囲まれた南大沢は、期待したキャン
パスライフとは裏腹にキラキラ感は脆くも崩
れ落ちました。その後、大学卒業とともにソ
フィックスへ入社。橋本から新横浜へは横浜

線一本で通えたため、住まいはそのままでし
た。

当時は「24時間働けますか」の時代の名残
もあり、新人でも残業代が基本給を超えるほ
ど働き、風呂と睡眠だけの生活。初めての社
員旅行は、前日の深夜３時まで客先に缶詰め。
朝８時の羽田発の飛行機に乗るべく向かいま
したが、結局モノレールの車窓から見送るこ
とに。

２回目　橋本 → 福井県福井市 順化

入社２年目、福井にある某放電加工機メー
カーへ派遣されることになり、片町で有名な
繁華街の裏手のマンションに引っ越しました。

社用車での通勤でしたが、雪の多さに悪戦
苦闘したのを思い出します。だだみ（白子）
の天ぷらに出会い、その美味しさに感動。な
ぜ関東で食べる白子は硬くて生臭いのでしょ
うか。自然、食、人、すべてにおいて福井が
大好きになりました。

３回目　順化 → 神奈川県横浜市 菊名

派遣が終了し、新横浜の本社勤務となり、
隣駅である東横線沿線の菊名へ引っ越しまし
た。徒歩で通勤できたので、経費削減に貢献
できたのではないでしょうか。
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ないという後輩の助言を参考にしました。
この地域は、６年生までに学年の半数が入

れ替わるほど移動が多く、我が家も３年後に
再び引っ越すことに。赴任中の５年間、お客
様のおかげで事業は順調に発展し、伏見から
現在の錦三丁目へオフィスを移転しました。

11回目　一社 → 神奈川県川崎市 宮崎台（現在）

現在の住まいは、妻の希望により治安が良
く都心へ一本でアクセスできる宮崎台です。
家賃はやや高めですが、閑静な住宅街で子ど
もも安心して学校に通えます。

今後も状況に応じて引っ越しを繰り返す
ことになるでしょう。そして今、私は社内の
フリーアドレス席を、気の向くままに「流浪」
しております。

４回目　菊名 → 神奈川県横浜市 大倉山

契約更新を機に、隣駅の大倉山へ引っ越し
ました。ここからも徒歩通勤で、残業の日々
は変わりませんでした。この頃には断捨離を
繰り返し、家電はテレビ・洗濯機・携帯電話
程度、寝具は万年床、服と靴はそれぞれ２セッ
トといったミニマルな暮らしで、引っ越しは
あっさり済むようになっていました。

５回目　大倉山 → 神奈川県横浜市 綱島

再び契約更新にあたり、今度は綱島へ。徒
歩通勤はできない距離となりました。この頃、
自分のスキルやキャリアに悩み始め、上司に
ネットワークやDBなどを扱う大規模なシス
テム開発に携われないかと相談を重ねていま
した。

６回目　綱島 → 東京都板橋区 成増

その相談の結果、某自動車メーカーの生産
管理システム開発に参画することになり、埼
玉県和光市への通勤に便利な成増へ引っ越し
ました。

この仕事で世界中の工場を飛び回る貴重
な経験をさせていただきました。アメリカ出
張中の休暇で訪れたマイアミで、パスポート
や財布などを入れたカバンの盗難に合った際
は大変なご迷惑をおかけしました。

9.11の発生時も出張中で、事件後はアメリ
カへの出入国が厳格化。以降、私はパスポー
ト紛失記録もあって毎回別室へ連れて行かれ
るようになりました。そしてこの時期、妻と
出会いました。ちなみに、成増にはモスバー
ガー１号店があります。

７回目　成増 → 東京都豊島区 西池袋

結婚を機に、妻の通勤にも便利な西池袋に
引っ越しました。その後、息子が誕生。妻は
仕事を辞め、家事と育児に専念して支えてく
れました。（感謝）

８回目　西池袋 → 成増

息子の誕生で手狭になり、再び成増に戻り
ました。この頃リーマンショックの影響が出
始め、ソフィックスは最大のピンチに直面し
ます。先輩方が次々に退職（もしくは解雇）し、
私はまだ30代ながら管理職、そして取締役に
就任しました。

またこの時期に東日本大震災が発生。新横
浜への帰社途中で、池袋から２時間かけて歩
いて帰宅し、家族の顔を見て心から安堵した
のを今でも覚えています。

９回目　成増 → 東京都 町田

管理職業務に専念するため町田へ引っ越
しました。新横浜にも都心にもアクセスしや
すく、家賃も手頃でした。

その後、名古屋支店へ赴任となり、２年間
単身赴任。マンスリーマンションでの生活で、
育児がワンオペとなった妻には大変な負担を
かけました。（ありがとう）

マンスリーマンション生活は引っ越しに
はカウントしません。

10回目　町田 → 愛知県名古屋市 一社

息子の小学校入学を機に家族を名古屋に
呼び寄せ、一社に引っ越しました。転勤族が
多い地域で地元コミュニティのしがらみが少
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株式会社シーイーシー　加藤　悠太

中高年とズンバ生涯スポーツ、ゴルフとのつきあい

私の趣味はゴルフです。始めたきっかけ
は、10年以上前、20代半ばごろに上司や同
僚から「一緒に行ってみないか」と誘われ
たことでした。もともと「社会人になった
らやってみよう」と漠然と思っていたこと
に加え、ちょうど高校生プロゴルファーの
ツアー優勝などもあった時期でもありまし
た。ゴルフは年齢層の高いスポーツだと思っ
ていましたが、自分よりも年下の選手が爽
やかな笑顔で活躍する姿を見て、「ゴルフっ
てかっこいいな」と感じたことが、興味を
持つ大きなきっかけとなりました。

初めてのラウンドでは、クラブを振って
もなかなか思うようにボールが飛ばず、空
振りやOBが続きましたが、広大なフェア
ウェイの景色や、一度だけ芯を捉えてボー
ルが真っすぐ遠くへ飛んだ瞬間の爽快感を

今でも覚えています。
とはいえ、しばらくは年に１〜２回、会

社のコンペや付き合いでプレーする程度で、
熱中するほどではありませんでした。他の
趣味にも興味があり、ゴルフの優先順位は
どうしても低くなりがちで、練習場に通う
こともほとんどありませんでした。

そんな私が再びゴルフに向き合うきっか
けとなったのは、昨年久しぶりに参加した
会社のゴルフコンペでした。天候にも恵ま
れ、絶好のゴルフ日和でした。このコンペ
では、普段業務で関わることの少ない他部
署の方々や、年齢の離れた先輩・後輩と同
じ組になり、自然と会話が生まれました。
プレー中は「ナイスショット！」や「惜し
い！」といった声が上がり、昼食時には仕
事の話から趣味の話まで幅広く盛り上がり

スコア100切りを目指してパッティングも正確に ボールを遠くに飛ばす爽快感

会社の皆さんとのゴルフコンペ

ました。普段の職場では見られない一面を
知ることができたのは、大きな収穫でした。

また、自然の中で思い切りボールを遠く
に飛ばす爽快感は、日常のストレスを忘れ
させてくれました。山間のコースで打ち下
ろしのホールに挑戦したとき、ボールが空
高く舞い上がり、谷を越えてグリーンに落
ちた瞬間は、思わずガッツポーズをしてし
まいました。五感で自然を感じながらプレー
する時間は、まさに贅沢なひとときでした。

そして、ラウンド後の打ち上げもまた楽
しみのひとつです。コンペの表彰式は、ス
コアに関係なく盛り上がり、豪華な景品も
当たり、珍プレーや好プレーの話で笑いが
絶えません。こうした時間が、職場の人間
関係をより良くしてくれると感じています。

最近では、YouTubeでゴルフ動画をよく
見て、上司に勧められ、家族に内緒で新し
いクラブを買い、練習に励んでいます。休
日に家族から快く送り出してもらうために
も、普段の生活で以前より家事・育児に積
極的に取り組むようになりました。

当面の目標は「スコア100切り」です。こ
れまでのベストスコアは106ですが、あと６
打が非常に遠いです。前日の練習は手ごた
えがあっても、当日は散々な結果になるこ
とも多く、悔しさと同時に「次こそは」と
いう気持ちが湧いています。まだまだ初心
者の域ではありますが、スコアが少しずつ
改善されていく過程もまた、ゴルフの楽し
さのひとつだと感じています。

ちなみに最近、公園で素振りのまねをし
ていたところ、同じマンションに住む方が

「ゴルフやるの？」と声をかけてくれました。
そこから話が弾み、練習場やコースの話で
ゴルフ談義に花が咲きました。ゴルフは技
術だけでなく、人とのつながりも広げてく
れるスポーツだとあらためて実感した出来
事でした。

ゴルフは年齢を問わず楽しめる「生涯ス
ポーツ」としても知られており、これから
も長く付き合っていきたいと思っています。
今後も楽しみながら、少しずつ腕を磨いて
いき、心身の充実を図ります。
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住友精密工業株式会社は、1961年に住友
金属工業株式会社（現・日本製鉄株式会社）
の航空機器事業部門を継承して発足しまし
た。

現在は、航空宇宙事業部門、産業機器事
業部門、ICT事業部門の三つの事業を展開し、

「精密」な技術とものづくりを追求・発展さ
せることで、社会課題の解決を通じて社会
に貢献する企業を目指し、成長を続けてい
ます。

当社は、航空機装備品に使用される高強
度金属材料の精密加工技術を基盤とし、プ
ロペラや脚システム、エンジン及び空調機
器用の熱制御システムなどの製品を開発し、
設計・製造技術の向上に努めてまいりまし
た。

住友精密工業株式会社

「住友グループ」の一員の認識を胸に、
国内外に貢献できる会社を目指して

その後、航空機用熱交換器技術を応用し、
産業用熱交換器事業を展開。小型から大型
まで幅広い高性能熱交換器を、世界各国の
様々な産業分野へ提供しています。

新幹線用熱交換器については、開通当時
の０系から最新型まで、全車両に当社製品
が採用されています。エネルギー分野では、
国内で当社を含む２社のみが取り扱うオー
プンラック式LNG（液化天然ガス）気化装
置も手掛けています。

ICT事業部門では、オゾン発生装置や
MEMS・半導体製造装置の開発・製造を行っ
ています。

オゾン発生装置は、用排水処理工程での
オゾン水洗浄用途に加え、最先端半導体メ
モリの薄膜形成に不可欠なALD（原子層堆
積）用酸化剤としても使用されています。
さらに、当社はMEMS製造に不可欠なシリ

CRJ 700、900、1000主脚

CXポンプ

空気分離装置用熱交換器 住友精密工業㈱　本社

コン深堀装置を世界に先駆けて市場投入し
たリーディングカンパニーです。

現在では、慣性システムやMEMSファン
ドリへの展開、その他MEMSデバイス・応
用製品の開発にも取り組んでいます。

次に高圧クーラントポンプを製造してい
ます弊社油機事業室について説明させてい
ただきます。

航空機油圧プロペラの油圧技術の転用に
より民間油圧機器事業を創出し、現在の油
機事業室の基礎を築きました。その後、射
出成型機・一般産業装置・輸送機向けに内
接ギア式油圧ポンプ「QTポンプ」を開発・
量産し業界内での地位を確立しました。

工作機械業界に参入させていただいたの
は1996年、油圧ポンプの「QTポンプ」を改
良したクーラントポンプ「CQTポンプ」を
開発し販売を開始しました。開発には苦労

したものの、改良に改良を重ね、耐久性が
高く効率の良いポンプとして、ロングセラー
商品と好評をいただいております。

その後「CQTポンプ」の後継機である、
リリーフ弁を内蔵した中圧ポンプ「E3Pポ
ンプ」、耐久性・メンテナンス性を向上し、
20MPaまでの圧力に使用可能な「CXポン
プ」、セラミック材などの高硬度難削材用ポ
ンプ「CHポンプ」を販売し技術革新を続け
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ています。
油圧ポンプ・クーラントポンプは一貫し

て滋賀県草津市にある工場で生産を行って
いるため、品質管理に徹底しお客様に出荷
していることが、当社の強みと考えます。

住友精密工業油機事業室では、常に市場
のニーズに応えるべく製品開発を続け、業
界内での地位を確立したいと考えておりま
す。

工作機械業界に参入し30年とまだまだ経
験の浅い企業ではございますが、今後とも
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。
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私は石橋を叩いても渡らない、何事も慎み
深く、慎重な池浦、慎一郎でございます。

学生の頃は、旅行ブーム、石ノ森章太郎原
作のドラマ『ホテル』が流行っていた頃、ホ
テルマンか、ツアーコンダクターになろうと
思っていましたが。姉さん、事件です！？「ホ
テルの仕事ねえ、旅行してホテルを利用する
側のほうがいいぞ」と、何となく父親から軌
道修正された人生を歩むことになりました。
小学生の頃からよく見たTVアニメ『機動戦
士ガンダム』のような人生で、軌道修正しま
くりガンダムか、なかなか起動しない戦士ガ
ンダムがいよいよ大地に立ったのが、1999年
のことでした。

モノづくりのモの字もよくわかっていな
い私が株式会社森精機製作所（現DMG森精
機株式会社）に入社させていただき、この業
界に飛び込んでいくことになりました。当
時、約50人の新卒同期ともに入社式、今でも
記憶に残っている森雅彦社長の新入社員への
お言葉。「私も父から、あとを継ぎなさいと
言われ…」自分も同じだ！（余りにレベルが
違い過ぎ、誠に恐縮です）まさに、ホワイト
ベースに乗り込んで、あれよ、あれよという
間に宇宙空間でモビルスーツを操縦すること
になってしまったアムロのようです。白いや
つではなく、グフのような青い作業服を身に
まとい、伊賀の展示場で立会加工、奈良の工
場と東京の錦糸町で据え付け作業、営業見習

販
は ん

社
し ゃ

鏡
きょう

～販売青春時代～

～私はニュータイプ？～～私はニュータイプ？～
この業界で生き延びるこの業界で生き延びる
ことができるか？ことができるか？ 日本工作機械販売協会・理事

池浦慎一郎
　（株式会社不二・代表取締役社長）

いをさせていただきました。中でも奈良で
は、特訓がありました。「池浦っ！何やって
んの！」、「はっ、はい、すいません！」とまあ、
自分自身の若さゆえの過ちだらけの毎日でし
た（坊やだからさ！）。短い時間でしたが、メー
カーとしての大変さ、常に新しいことへの挑
戦意欲、ユーザー様のお悩み解決等々、とて
も貴重な経験をさせていただきました。中で
も、終盤、NCスクールのマシニングセンタの
講師も担当させていただき、新人さんに、池
浦先生と呼ばれて、誇らしげでした。新人の
私が、三次元測定機の自動プロを組んでどん
どん測定していたら、先輩方に、おお、池浦
すごいな、と（僕ってニュータイプ？）。今
の私がこの世界でやってこられているのも森
精機さんでの経験のおかげです。

私は、いわゆる団塊ジュニア世代。多感な
時代を、受験戦争、バブル崩壊、就職氷河期
と生き延びてきたのか、のびのびなのか、よ
うやく社会人となっても、えらそうに、早く
アメリカで働きたいと意気込んでおりまし
た。逸る気持ちを抑えられず、僕には帰れる
ところがあるんだと、自分の父親の経営する
浜松の株式会社不二に早々に入社することに
なり、今度は商社として、モノづくりを支え
る機械メーカーとユーザーとの間の立場とな
りました。いわばコーディネート役、何とな
く、ツアコン、ホテルマンに通じるところが
ありました。
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の現場は必ず付加価値を生む！との信条のも
と、ますますメーカー様、ユーザー様のモノ
づくりを支えて、お役にたてるように、日々
精進してまいります。70周年の時に掲げた、
Dreams, Passion, Evolution（夢、情熱、飛躍）
のスローガンのもと、お客様あっての不二、
今後も何卒、株式会社不二へのご愛好のほど、
宜しくお願い致します。

今回、原稿依頼をうけ、流行りのチャット
GPT、Aiに頼らず、自分をニュータイプと信
じて直観的に書きました。文章構成も、校正
もままならない上、ガンダム語録をちりばめ
た取り留めもない駆け出し話で誠に恐縮です。
最後までお読みいただき、有難うございまし

た。振り返ると、ニュータイプではなく、実
はオールドタイプなんじゃないかと。昭和の
頃が懐かしく、51歳になっても、まだまだ修
行が足りないと感じる今日この頃です。今後
とも、日本工作機械販売協会と日本工作機械
工業会、会員の皆様と共にこの業界の更なる
発展の為に精一杯歩んでいきたいと思います。

2023年7月、77周年記念植樹にて

現相談役　池浦捷行と

米国永住権の抽選も当たり、同時に結婚
も し て、2003年、 ア メ リ カ 現 地 法 人FUJI 
Systems USA, Incを ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ 州
シャーロットで立ち上げることになりまし
た。まさにツアコンのように、チケット手配、
ホテル予約、車の送迎、現地設備納入にアテ
ンドし、アメリカ中西部、南部をあちこち走
り回っておりました。片道２、３時間は当た
り前。車でお客様の工場とホテルを転々と移
動しながらの対応です。米国現地のお客様と
は、不二との国内取引の延長でスムーズにお
取引いただき、これまたあっという間の５年
間でした。

リーマンショックもあいまって、米国駐在
の役目を終え、帰国後は、毎月、アメリカ出
張を繰り返し、さらに2013年にメキシコのケ
レタロに現地法人を立ち上げ、これまた毎月、
アメリカ、メキシコ、アメリカ、メキシコ出
張の繰り返し。常務、専務を経て、2019年、
令和元年、株式会社不二の社長に就任。しか
し、それも束の間、翌年コロナの大流行が始
まって、経済状況も仕事のやり方も変わって
いきました。社長になって、僕がガンダムを

一番うまく使えるんだ！なんてことはなく、
あらゆる困難を皆がそれぞれの立場で、そ
れぞれの役割を果たしてくれていることに今
もって大変感謝しています。「親父が熱中す
るわけだ！」の株式投資も自分自身の新たな
課題となっています。そうこうしているうち
に、社会人になって26年、社長になって早６
年、常に多くの問題が発生する中、人生にお
いても、趣味のゴルフにおいても、山あり、
谷あり、決して楽なものではありません。経
験と知識と、感覚で、一歩、一歩前進あるのみ。

「ザクとは違うのだよ、ザクとは！」とにか
く、メーカー様の為、ユーザー様の為、売れ
る商社、役に立つ商社を目指して、シャアの
ように３倍で！ TVアニメ『機動戦士ガンダ
ム』のごとく、「君は生き延びることができ
るか？」の毎日です。

株式会社不二は、今年、創業79年。来年の
80周年に向けて現在、新社屋建設中です。社
訓にもあるように、誠意を以って行動し、信
用第一を旨とし、意欲に燃えて、不断の進歩
に努め、健康的で明朗な職場を打ち建て続
けます。これからも商社として、モノづくり

1999-2000年　森精機にて 2003-2008年　アメリカ駐在時



36　工作機械（2025.9） 工作機械（2025.9）　37



38　工作機械（2025.9） 工作機械（2025.9）　39



40　工作機械（2025.9） 工作機械（2025.9）　41



42　工作機械（2025.9） 工作機械（2025.9）　43

コラム：実務家のひとこと

（特定親族特別控除の創設と源泉徴収票の新書式について）
令和７年度税制改正で特定親族特別控除が創設されました。令和７年分以後の所得税について、

居住者が19歳以上23歳未満の一定の親族等（以下、特定親族といいます。）を有する場合に、特定
親族１人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最大で63万円を所得から控除できます。ま
た上記の創設に合わせ、給与所得の源泉徴収票の様式も、例えば控除対象扶養親族の内訳に特定親
族等分を記載する欄が設けられるなどの変更が行われました。

加えて適用を受ける従業員からは「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受ける必要
がありますので、令和７年分の年末調整においては、その他の改正点も合わせご留意下さい。

税務あれこれ

朝日税理士法人

軽課税所得ルール（UTPR）
について

（令和７年度税制改正④）

1．はじめに

本稿では、令和７年度税制改正において法
制化された、グローバル・ミニマム課税のルー
ルの一つである「軽課税所得ルール（UTPR）」
についてとり上げます。

２．概　　要

軽課税所得ルール（UTPR）は、親会社の
所在地国が所得合算ルール（以下、「IIR」と
いいます）を実施していない等の場合に、軽
課税国にある親会社等の税負担率が最低税率

（15％）に至るまで、子会社等の所在地国で
課税を行う制度をいいます。

３．詳　　細

本制度の納税対象者は、①特定多国籍企業
グループ等に属する構成会社等である内国法
人、または②特定多国籍企業グループ等に属
する恒久的施設等を有する構成会社等である
外国法人です。

次に、課税標準額は、各対象会計年度の国
際最低課税残余額であり、これは、国内グルー
プ国際最低課税残余額に、従業員数と有形資
産の額を用いて各子会社に按分した金額とな
ります。そして、法人税額は上記課税標準に
対して、税率100分の90.7を乗じて計算した
金額です。 ４．実務上の留意点

本税制は、令和８年４月１日以降に開始す
る対象会計年度から適用されますが、税額計
算の体制を構築するのに相当の時間を要する
ものと考えられます。例えば、課税標準であ
る日本国内にある子会社各社の国際最低課税
残余額を算出する前段階において、①トップ
アップ税額（グループ国際最低課税額）、②

IIRによる課税額、③グループ国際最低課税
残余額、左記の内④日本国内グループの国際
最低課税残余額を算出する必要があります。

課税標準ひとつとっても、一社で完結する
ものではなく、また多くの工数を要する税制
であるため、専門家等を交えお早めに検討を
進めていただくことが肝要となります。

軽課税所得ルール（UTPR）は、親会社の所在国が所得合算ルール（IIR）を実施していない等の場合に、軽課税国にある親会社等の税
負担が最低税率（15％）に至るまで子会社等の国で課税を行う制度です。

【改正内容①】

改正内容

税務当局

日本の子会社側で課税

子会社等 親会社等 ※親会社でIIRを実施していない

【日本】 【軽課税国】

課税
多国籍企業グループ

日本の実効税率

最低税率15％
（基準税率）

親会社等所在地国
の実効税率

国別グループ純所得

国別国際最低課税額
（トップアップ課税部分）

親会社等が居住地国で支払う租税
課税ベース
（調整後の税引前利益）

実質ベースの所得除外額：
有形資産（薄価）と支払給与の一定割合を除外

適用時期 令和８年４月１日以後に開始する対象会計年度から適用

【改正内容②】

改正内容

内国法人 外国法入

納税対象者

課税標準

適用免除基準

法人税額の計算
申告及び納付

特定多国籍企業グループ等（※１）に属する構成会
社等
各対象会計年度の国際最低課税残余額（※２）

特定多国籍企業グループ等（※１）該当初年度から５年以内、かつ国際的な事業活動の初期段階である場合、
残余額ゼロ

課税標準に対して税率100分の90.7を乗じて計算（地方法人税は法人税額に93/907の税率で課税）
各対象会計年度終了の日の翌日から１年３月以内（一定の場合には、１年６月以内）

※1 多国籍企業グループの最終親会社等の連結財務諸表の各対象会計年度の直前４会計年度のうち２以上の年度で総収入７億
5,000万ユーロ以上のものをいいます。

※２ 軽課税国に所在する親会社等の所在地国がIIRを実施していない場合等、IIRで課税されずに残っている金額をもとに計算します。
グループ国際最低課税残余額に①と②を合計した割合を乗じて国別国際最低課税残余額を計算し、更に③と④を合計した割合を
乗じて課税標準となる各対象会計年度の国際最低課税残余額を計算します。

特定多国籍企業グループ等（※１）に属し、所在地国
が日本である恒久的施設等を有する構成会社等

①従業員数割合
日本の従業員等の数

全UTPR適用国の従業員等の数の合計数
×50％

②有形資産割合
日本の有形資産の額

全UTPR適用国の有形資産の額の合計額
×50％

③従業員数割合
その内国法人等の従業員等の数

日本の従業員等の数の合計数
×50％

④有形資産割合
その内国法人等の有形資産の額

日本の有形資産の額の合計額
×50％



44　工作機械（2025.9） 工作機械（2025.9）　45

海  外  情  報
─JETROビジネス短信より─

過当競争解消の取り組みを開始
中国自動車業界の「内巻」（前編）
（2025年７月25日）

世界最大の中国自動車市場で、「内巻」と

称される過酷な競争が繰り広げられている。

そんな中、中国自動車工業協会（CAAM）は

2025年５月、「内巻」の解消に向け、各社に

公平な競争の原則順守を求めることなど４つ

の提案を発表した。自動車産業政策をつかさ

どる工業情報化部は、同提案に賛同しつつ、

不正・不当な競争に対して必要な監督措置を

とるとした。中国の自動車製造業企業の設備

稼働率や利益率の低下を受けたものである。

〈中国自動車工業協会が「内巻」の解消に向

けて提案〉

中国自動車工業協会（CAAM）は2025年
５月31日、「公平な競争秩序の維持、産業の
健全な発展を促進する提案」を発表した（参
考参照）。各社は公平な競争の原則を順守し、
コストを下回る価格で販売しないこと、優位
企業はその優越的地位を乱用した他企業への
干渉を避けることなどを盛り込んだ。

CAAMは、無秩序な「価格競争」などを
引き起こす「『内巻』式競争」が、産業の利
潤水準低下の重要な要因と指摘しており、こ

の解消が産業の健全な発展に必要との考えで
ある。ちなみに、「内巻」はネット流行語で
あり、過度な内部競争により、消耗戦に陥る
ことを指す。中国における大学卒業生の就職
における過度な競争状況などを表す際にも用
いられてきた。
参考：�「公平な競争秩序の維持、産業の健全

な発展を促進する提案」の４項目
１.��すべての企業は、公平な競争の原則を

順守し、法律と規則に従って経営活動
を展開する。

２.��優位企業は、市場を独占するために、
他の企業の生存空間を圧迫し、その合
法的権益を損なうことがないようにす
る。

３.��企業は法に基づき値下げが必要な商品
を除いては、コストを下回る価格で販
売せず、消費者を誘導する虚偽の宣伝
を行わず、市場秩序を乱さず、産業と
消費者の根本的利益に損害を与えない。

４.��すべての企業は、国家の関連法令に
従って、自己調査と修正を行う。

出所：�中国自動車工業協会「公平な競争秩序
の維持、産業の健全な発展を促進する
提案」からジェトロ作成

CAAMはこの発表の中で、５月23日以降、
ある自動車メーカーが大幅な値下げを行い、

多くの企業がそれに従い、新たな「価格戦争」
のパニックを引き起こしたと指摘。その上で、
無秩序な「価格戦争」が悪質な競争を激化さ
せ、企業利益をさらに圧縮し、製品の品質や
アフターサービス保証に影響を与えていると
した。そして、産業自体の健全な発展を阻害
するだけでなく、消費者の利益を損ない、か
つ安全上の危険を抱えることになるとの見方
が示された。

なお、中国自動車メーカーのBYDは、５
月23日以降、22車種の販売価格を値下げする
と発表。これに続き、吉利汽車なども値下げ
を実施していた。

同日、工業情報化部は公式アカウントの中
で、CAAMの提案に賛同するとの同部責任
者の発言を紹介。責任者は、自動車業界の「価
格競争」が企業の正常な生産・経営に甚大な
影響を及ぼし、健全で持続可能な業界の発展
を脅かしていると指摘。「『内巻』式競争」は、
企業の研究開発の継続に不利で、製品の質・
性能・サービスレベルに影響を及ぼし、安全
上の危険を抱えることにつながり、消費者の
権益を損なうとした。そして、このままいけ
ば自動車産業発展の内なる牽引力を弱めると
も強調。価格を下げることに注力するあまり
利益が減少し、研究開発に回す資金が減少し、
それが品質、安全性、競争力の低下につなが
ることを懸念したものだ。工業情報化部は、
産業構造の最適化を図りつつ、不正・不当な
競争に対して法執行を行い、必要な監督措置
をとるとした。

なお、2024年12月に開催された、翌年の経
済政策の方針を決める中央経済工作会議で、

「『内巻』式競争」を総合的に正し、地方政府
と企業活動を規範化することが打ち出されて
いた。

〈競争激化を受けて設備稼働率、営業利益率

が低下〉

幅広い産業チェーンを有する自動車製造
業（部品製造などを含む、以下同様）の設備
稼働率や利益率を確認してみる。

国家統計局のデータによると、一定規模
以上の自動車製造業企業（注1）設備稼働率
は、2023年第３四半期に75.6、第４四半期に
76.9となってから、2024年第１四半期に64.9
へと低下。その後、第２～４四半期は73％か
ら77.2％の間での変動であったが、2025年第
１四半期は71.9％とまた大きく低下した。中
国経済メディアの「第一財経」の６月16日の
報道では、75％という「健全」な状態の境界
線を下回っており、産業の急激な成長で構造
的な生産能力過剰がもたらされている、と警
鐘を鳴らした。図１の通り、自動車製造業企
業の設備稼働率は、近年、一定規模以上の工
業企業（注２）のそれを下回る傾向が続いて
おり、かつ上下の変動がより大きい。

一定規模以上の自動車製造業企業の利益
率を、国家統計局のデータで、一定規模以上
の自動車製造業企業の利益総額を営業収入で
除したものとして計算してみた（図２参照）。
中国の新エネルギー車の販売台数が100万台
を超えた2018年からの推移をみると、同年
は7.3％であった。その後、2019年から2021
年は６％台を維持したものの、2022年に６％
を下回り、2024年まで３年連続で低下した。
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2024年は4.3％で、2025年１～５月も同じく
4.3％と低水準。ちなみに、一定規模以上の
工業企業の利益率は2024年が5.4％、2025年
1 ～５月が5.0％となっており、全体平均を下
回ったことになる。

参考のため、一定規模以上の自動車製造業
企業数の2018年からの推移もみると、2018年
から2023年にかけて一貫して増加している。
2018年の１万5,263社から、2023年には１万
8,899社となった（2024年は未発表）。CAAM
の発表によると、2023年の中国の自動車販
売台数は前年比12.0％増の3,009万4,000台と、
３年連続で増加し、初めて3,000万台を超え
た。市場拡大を受けて、企業参画が進んだこ
とがうかがえる。

〈中国自動車重慶フォーラム、各社が「内巻」

の悪影響を指摘〉

重慶市で６月６～７日に開催された「2025
中国自動車重慶フォーラム（2025中国汽車重
慶論壇）」でも、「内巻」が話題となった。同
フォーラムは2013年に始まった中国におけ
る自動車国際会議で、中国の内外資大手自動
車メーカーのトップや幹部が集って議論する
場である。

中国国際貿易促進委員会（CCPIT）自動
車産業委員会の王俠会長が開幕式の挨拶で、
中国の自動車産業は既に変革期に入ってお
り、「内巻」は避けられないものと指摘しつ
つ、自動車産業の持続可能な発展に悪影響を
与えるとして過度な競争に反対する姿勢を示
した。同フォーラムに参加した賽力斯集団（セ
レス）の張興海董事長も「内巻」は企業のイ

ノベーション力、製品の品質と安全性に悪影
響を与え、サプライチェーンの安定性にもリ
スクをもたらすとした。他社からも、「内巻」
の悪影響が指摘された。

また、王俠会長は、合併や統合は「内巻」
の必然的な結果で、「内巻」を管理する重要
な手段でもあるとした。強力な自動車グルー
プが市場シェアの90％近くを占めている状
況において、合併や再編は中国自動車産業全
体の発展に影響を与えることはなく、むしろ、
優位性のある自動車グループの国際競争力を
さらに高めることができるとした。そして、
可能性のある４つの再編の道筋を分析した。

（１）大手自動車グループが内部統合を通じ
て中核事業を強化する、（２）優勢な燃料車
メーカーが、技術的優位性を持ちながらも規
模とマーケティングが課題の新エネルギー
車メーカーを統合する、（３）優位性のある
新エネルギー車メーカーが、弱小の新エネル
ギー車メーカーを統合する、（４）優位性の
ある国際自動車メーカーが、買収、合弁、技
術協力を通じて、弱小の国内新エネルギー車
メーカーを統合する、の４つである。

さらに、王俠会長は、製品の品質と安全性、
堅実な市場経済、長期的な発展が極めて重要
であり、中国自動車メーカーは海外市場にお
いても過当競争を繰り広げるべきではない、
とした点も注目される。海外市場は低価格競
争や低品質に寛容でない、と注意を促した。
長安汽車の朱華栄董事長も、中国から海外へ
輸出されているゼロキロ中古車（新古車、注
３）は、国際市場の秩序を乱し、大きな問題
になっていると指摘した。

図１　工業企業と自動車製造業企業の設備稼働率の推移
出所： 国家統計局データベースからジェトロ作成

図２　一定規模以上の自動車製造業企業数と利益率の推移
出所：国家統計局データベース及び国家統計局「中国統計年鑑」各年版からジェトロ作成

注： 利益率は、一定規模以上の自動車製造業企業の利益総額を営業利益で除して計算した。2024年の一定規模以上の自動車製造業
企業数は未発表。
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注１：�当該年の主な業務の売上高が2,000万
元（約４億円、１元＝約20円）以上の
自動車製造業企業。

注２：�当該年の主な業務の売上高が2,000万
元以上の工業企業。

注３：�ゼロキロ中古車（新古車）とは、法的
にはすでにナンバー登録または名義変
更が完了し「中古車」として分類され
ているものの、実際には道路を走行し
ておらず、走行距離がほぼゼロの車両
を指す。名目上は中古車であるため、
新車よりも安価に販売され、市場に大
きな影響を及ぼしている。

業界再編や
市場規範化などに注目
中国自動車業界の「内巻」
（後編）
（2025年７月25日）

前編の「過当競争解消の取り組みを開始」

では、「内巻」と称される過酷な競争の中で、

中国自動車工業協会（CAAM）などがその解

消に向けて取り組んでおり、工業情報化部が

賛同し、必要な措置を取るとしたことなどを

紹介した。後編では、こうした業界団体や政

府の方向性を踏まえた注目点を紹介する。業

界再編の動向や市場規範化の進展などだ。

〈注目される業界再編や市場規範化の動き〉

業界団体や政府で「内巻」の解消に向けた
方向性を打ち出した。今後の注目点としては、

第１に、「2025中国自動車重慶フォーラム」で
も言及があったが、中国自動車メーカーの合
併や再編が進むかという点だ。2010年代に中
国で鉄鋼業、石炭業などの過剰生産能力が問
題視され、その後に合併や再編が進められた。
例えば、2016年には国有鉄鋼大手の宝鋼集団
と武漢鋼鉄集団が経営統合して、中国最大の
鉄鋼メーカーの宝武鋼鉄集団が誕生した。

2025年２月、中国兵器装備集団と東風集団
が他の中央国有企業と経営統合に向けた準備
を進めていると発表し、注目を集めた。それ
ぞれ、４大自動車メーカー（注１）の２社の
重慶長安汽車と東風汽車の親会社だ。その後、
複数メディアは両社が経営統合するとの見方
を報じたが、経営統合は当面見送られている
ようだ。重慶長安汽車は６月５日、国務院の
認可を受け、親会社の中国兵器装備集団から
分離されると発表した。同社は独立した中央
国有企業として再編される。政府の意向が反
映されるこうした大手国有企業の動向には注
意が必要だ。それ以外に、異業種から参入し
た新興の電気自動車（EV）メーカーの動向
も注目される。中国新聞社の６月10日の報道
によると、小鵬汽車の何小鵬董事長は2025年
初め、中国の新エネルギー車（NEV）企業
間の競争は、３年の淘汰（とうた）競争と、
その後３～５年の第２段階の競争を経て、最
終的に残るのは７社以下だろう、より悲観的
に５社以下とみる友人もいると述べた。その
際、何董事長は、10年前には400社の自動車
メーカーがあったが、現在は40社程度になっ
たとも指摘し、進んできた業界再編がさらに
加速するとの見通しを示していた。

第２に、独占禁止法や不正競争防止法など
にのっとり、急拡大した市場の規範化を図る
政府の取り組みが加速するかどうかだ。アリ
ババ集団やテンセントなどが急速な拡大を遂
げた2020 ～ 2021年ごろには、これらプラッ
トフォーマーに罰金徴収などが行われた。当
局は企業結合の事前申請がなかったことや、

「二者択一」の強要行為などを理由として挙
げた。自動車メーカーに対して通常は力が弱
いとされる自動車部品メーカーの権益保護の
観点からも、過当競争の問題が指摘される中
で、政府のこうした取り組みが加速すること
も想定される。

国家市場監督管理総局は2024年１月18日、
ジャガー・ランドローバー（JLR）、アウディ、
フォルクスワーゲン（VW）、BMW、メルセ
デス・ベンツの５社の中国関連法人に、独占
禁止法の違反リスクがあり、コンプライアン
スを強化し、自ら調査して是正するよう促す
通知を送付した。同年７月23日には、是正状
況を聴取し、しっかりとその是正措置を徹底
し、公平競争の秩序を守るよう求めたとして
いる。2022年以来、多くの自動車販売代理店
が国家市場監督管理総局に対して、自動車ブ
ランド大手からの経営上のプレッシャーが高
まっていると報告しており、自動車大手が販
売代理店に不合理な制限を課し、独占禁止法
に違反している疑いが持たれたことへの対応
だった。

国家発展改革委員会は2025年５月20日の
記者会見でも、自動車業界に限定した話では
ないが、その市場の監督・管理を強化し、市
場競争のエコシステムを浄化するとした。法

にのっとって不正競争と価格違法行為を取り
締まり、模倣品の製造・販売を断固として取
り締まるなどとした。

2025年６月１日からは「中小企業代金支払
保障条例（中国語）」を改正して施行し、中
国の主要完成車メーカー各社が相次いで支払
期限を60日以内とする対応方針を表明した。
同条例は、大企業から中小企業への支払いを
納品から60日以内とすることなどを定めて
いた。こうした動きも、「内巻」を受け、キャッ
シュフロー確保を図る自動車メーカーがその
優越的地位を利用し、下請けメーカーへの代
金支払いを長期化させたり、遅延させたりし
ていた状況の改善を目指すものだ。

習近平国家主席が議長を務める中国共産党
中央財経委員会の会議が７月１日に開催され、
重点や課題に焦点を当て、法や規則にのっとっ
て企業の低価格・無秩序競争を管理するべき
と強調された。自動車産業を含めた「内巻」
の解消があらためて共産党・政府の重要な関
心事となっていることが確認された（注２）。

工業情報化部は７月９日、主要自動車企業
による支払期限の約束履行に関する問題（建
議）を申し立てるオンライン窓口を開設した。
この窓口では、主要自動車企業が60日以内
の支払期限の約束を履行しないとか、正当な
理由なく検査証明や検収合格証明を出さずに
支払期限を延ばすなどしているケースについ
て、申し立てを受け付けている。同部は関係
部門と協調してその解決に取り組むとした。
また、今後は業界団体を指導して自動車業界
の決済・支払いに関する規範を研究・策定、
モデル契約を推進し、自動車企業のサプライ
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ヤーに対する支払いプロセスをさらに標準化
していくと表明した。

さらに、第14期全国人民代表大会常務委
員会第16回会議で６月27日に可決された「不
正競争防止法（中国語）」が改正され、10月
15日から施行される。第15条で大企業の優越
的地位乱用の禁止を明文化した。大企業が資
金や技術、取引ルート、業界影響力などで優
越的地位にあることを乱用し、中小企業に対
して不合理な支払期限や、支払い方法、違約
責任などの取引条件を強要することや、支払
いを遅延させることなどを禁じている。法律
での明文化を受け、自動車メーカーと下請け
メーカーの取引でも、これらの点はより意識
されることになるだろう。

〈低価格路線の変更は困難伴う〉

第３に、自動車の販売価格がどう推移する
かだ。価格引き下げについては、前述の業界
の提案や政府の見解を踏まえて、各社が抑制
的な対応を検討する側面はあると思われる。
CAAM以外に、自動車販売代理店の業界団
体の中華全国工商業連合会汽車経銷商商会が
６月３日、「『内巻』式競争に反対し、自動車
販売代理業の質の高い発展を促進する提案」
を発表した（参考参照）。良好で健全で公平
な市場競争秩序を維持し、自動車販売代理業
を含む自動車産業の質の高い発展を推進する
ためとしている。その中で、頻繁に販売方針
や製品価格を調整することは販売代理店の販
売を困難にし、消費者のブランドイメージに
も悪影響を及ぼすため、避けるべきと呼び掛
けた。

また、ブルームバーグ通信の６月５日報道
によると、関係者の情報として、工業情報化
部と国家市場監督管理総局、国家発展改革委
員会が比亜迪（BYD）や、浙江吉利控股集団、
小米科技など十数社の幹部を招集し、北京で
会合を開催した。当局が各社に自主規制を求
め、コストを下回る価格での販売や過度な値
下げを控えるよう求めたという。政府当局の
危機感が感じられる。

前述の中小企業の権益保護に向けた動き
も、自動車メーカーのキャッシュフローに影
響を及ぼし、その価格設定の際に考慮する一
因となる可能性もある。
参考：�「『内巻』式競争に反対し、自動車販売

代理業の質の高い発展を促進する提
案」の５項目

１.��業界全体が、中国の自動車産業の質の
高い発展の実現に注力し、公正な競争
の原則を厳格に順守し、「価格戦争」を
主な形式とする「内巻」式競争を断固
として防ぐ。

２.��ブランドイメージに注意する。頻繁に
販売方針や製品価格を調整すること
は、販売代理店の販売を困難にし、消
費者のブランドイメージにも悪影響を
及ぼすため、避ける。

３.��販売代理店の生存環境を改善する。販
売に基づく生産を堅持し、企業の年間
生産目標と販売代理店の販売目標を合
理的に設定し、販売代理店への在庫転
嫁を行わず、販売代理店に車両購入を
強制せず、販売代理店の在庫レベルを
適切に削減する。仕入価格と販売価格

の逆転問題を是正し、利益を適時に販
売代理店に還元し、販売代理店の資金
回収サイクルを短縮し、試乗車の台数
を合理的に決定し、販売代理店の流動
資金圧力を軽減する。

４.��ビジネスポリシーを最適化する。販売
代理店評価指標を合理的に策定し、罰
金徴収は慎重に行い、販売代理店に関
連指標タスクの完了を強制する手段と
して評価を使用しない。

５.��ネットワークからの撤退メカニズムを
改善する。ネットワークチャネルの最
適化を名目に、販売代理店をネット
ワークからの撤退、その店舗の閉鎖
に追い込むべきではなく、真にネット
ワークからの撤退、店舗閉鎖が必要な
販売代理店には、相応の補償を与える。

出所：�中華全国工商業連合会汽車経銷商商会
「『内巻』式競争に反対し、自動車販売
代理業の質の高い発展を促進する提
案」からジェトロ作成

一方、各社が生き残りをかけた市場競争を
展開する中で、その先行きは見通しづらい。
中国の不動産業の低迷などで逆資産効果が働
いているとされ、若年層の雇用不安も懸念さ
れる。また、介護保険制度が試行段階にある
ことなどから、老後不安も聞かれる中で、消
費者の財布のひもが固くなっているとされ
る。業界団体や政府の見解はあるものの、低
価格路線の変更は容易ではないと思われる。

第４に、世界最大の輸出国となった中
国からの自動車輸出がどう推移するかだ。
CAAMによると、2024年の中国の自動車輸

出台数は前年比19.3％増の585万9,000台だっ
た。2025年１～６月では前年同期比10.4％増
の308万台となっている（注３）。国内市場で
供給過剰感がある中で、近年、自動車輸出は
増加している。

前述のとおり、輸出は慎重に進めるべき
との国内での発言はあるものの、国内競争が
厳しく、過剰感がある中で、海外市場獲得を
狙う各社がその動きを緩めることは考えに
くい。CAAMによると、2024年の自動車輸
出台数のうち、NEVの占める構成比は21.9％
だったが、2025年１～６月には34.4％にまで
上昇している。世界で脱炭素に向けた取り組
みが展開される中、今後成長するNEV市場
に向けて、各社が輸出ドライブをかけていこ
うとしていることがうかがえる。

ただし、中国のNEV輸出が増加している
ことを受け、米国やカナダ、EUが追加関税
措置を講じるなどの動きもある。NEVのこ
うした地域への輸出は影響を受けており、今
後もその影響は続くとみられる。

中国内外の各種情勢を踏まえながら、中国
の自動車業界の「内巻」の解消が進むか、今
後の動向が注目される。

注１：�残り２社は、中国第一汽車と上海汽車。
注２：�７月16日に開催された李強首相が主

宰する国務院常務会議でも、新エネル
ギー車業界の競争秩序の規範化に取り
組むことを決めた。コスト調査や価格
モニタリングを強化することや、重点
自動車メーカーに期限どおりの支払い
履行を促すことなどを挙げた。
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注３：�こちらには中古車が含まれないた
め、貿易データベース（Global�Trade�
Atlasを利用）を基に、中国の税関統
計の乗用車全体（HS8703）の輸出台
数をみると、2024年が前年比24.8％増
の672万台、2025年１～５月が前年同
期比12.7％増の285万台となった。

日本企業の輸出における
EPA／ FTA活用の現在地
（2025年７月30日）

経済連携協定（EPA）/自由貿易協定（FTA、

注１）は、関税撤廃・削減を中心に、特定の国・

地域間での貿易投資促進に向けた合意を定め

た条約だ。企業はFTAを活用することで、通

常よりも低い関税率で取引を行うことができ

る。輸出を行う日本企業にとっても、海外市

場での競争力を強化する有効な手段の１つだ。

ただ、FTAによる関税減免を受けるには、

原産地証明書の作成など、所定の手続きを行

う必要がある。この手続きについて、複雑な

制度の理解や実務を担う社内体制の構築に課

題を抱える企業も多い。本稿では、ジェトロ

が2025年１月に行った「2024年度輸出に関

するFTAアンケート調査」（以下、FTAアン

ケート）の結果と、2025年１～６月に行っ

た各社へのヒアリングを基に、日本企業の

FTA利用の現状と課題を概観する。

〈輸出企業の約6割がFTA利用、前回調査から

横ばい〉

FTAアンケートの結果によると、日本の
FTA締約国へ輸出を行う企業のうち、１カ
国・地域以上への輸出でFTAを利用してい
る企業（以下、FTA利用企業）の比率（以
下、FTA利用率）は61.3％だった。企業規模
別で見ると、大企業（同71.3％）が中小企業

（57.5％）に比べてFTA利用率が高い結果と
なった（図１参照）。FTAを利用していない
が、関心があると回答した企業は13.4％だっ

た。日本関税協会が2023年末から2024年初に
かけて行った「経済連携協定（EPA）利用
に係るアンケート」でも、FTA締約国への
輸出経験がある企業のうち、63.4％がFTAを
現在利用していると回答している。

過去のジェトロ調査から、FTA利用率全
体の推移を見ると、2020年度調査は48.6％、
2022年度は62.4％（注２）と増加していた
が、2024年度は61.3％と横ばいだった。2020
年度から2022年度にかけての利用率増加は、
日本との貿易額が大きい中国と韓国との間で
初めてのFTAとなる地域的な包括的経済連
携（RCEP）協定が2022年に発効したことが
要因の１つと考えられる（注３）。RCEP以
降、日本は新たな国とFTAを締結していな

い。過去調査の連続回答企業に絞ると、一定
の利用率増加が見られるものの、ここ数年の
FTA利用は大幅な拡大を見せているとは言
えないのが現状だ。

〈積極的なFTA利用がメリットにつながる〉

FTA利用が拡大しない１つの原因として、
輸出者がメリットを感じにくいという課題が
ある。契約内容によっても異なるが、多くの
場合、関税を支払うのは輸入者だ。そのた
め、FTAによる関税削減効果の直接的なメ
リットを享受するのは輸入者になる。輸出者
にとっても、削減した関税額の分だけ販売価
格が下がれば、自社製品のコスト競争力が高
まり、取引が拡大するというメリットはある。

図１　FTA利用率（企業規模別）

注１： nは、FTAなどの貿易協定の相手国・地域（調査時点で日本と協定が発効済みのタイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、
ベトナム、ブルネイ、シンガポール、カンボジア、ラオス、ミャンマー、インド、モンゴル、中国、韓国、オーストラリア、ニュージー
ランド、スイス、EU、英国、メキシコ、チリ、ペルー、カナダ、米国）のいずれか1カ国・地域以上に輸出を行っている社数。

注２：利用率を計算する際の母数には、一般関税が無税、またはFTA以外の関税減免措置を利用している企業も含まれる。
出所：2024年度輸出に関するFTAアンケート調査
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ただ、関税削減効果は間接的なため、メリッ
トを実感していない企業も多い。FTAアン
ケートで、FTA利用によって取引に変化（輸
出量・取引量の増加など）が起こったか聞い
たところ、57.5％が「変化なし」と回答した。

こうした背景もあり、FTA利用は輸入者
が主導し、輸出者は単に手続きを行う「受動
的」な利用にとどまってしまうことが多い。
アンケートでも、67.9％の企業がFTA利用の
きっかけは「輸出先国の取引事業者からの要
請」と回答している。どの協定を利用するか
についても、「取引先からの指示または要請」

（63.6％）が最も高く、「特恵関税率の低さ」
（55.9％）を上回った（図２参照）。

一方で、輸出者が積極的にFTAを利用す
ることで、メリットをより享受することに
つながる可能性がある。ジェトロがインタ
ビューを行った企業では、「FTA利用の費用
対効果を営業サイドで商社と詰めた上で、競
争力強化や、顧客との取引量アップの交渉に
つなげている」「営業担当者は、FTAが利用
できることを前提に、顧客に営業活動をして
いる」など、FTA利用を顧客との交渉や新
規取引獲得の材料としていた。

また、一部では、FTA利用がアドバンテー
ジではなく、市場参入への条件になっている
ケースもある。インドに工具を輸出する企業
は「現在ではFTA活用が当たり前になって

きてしまっている」と語る。ほかにも、「高
価格帯の製品を、東南アジアなど価格を低く
設定しなければいけないような市場に輸出す
る際、FTAによる関税削減が取引成立に寄
与している」など、特に価格競争が激しい地
域や製品分野でFTAが利用できることが重
要になっているようだ。

〈複雑な制度がハードル、社内外の体制整備

がカギ〉

FTA利用のもう１つの大きなハードルと
しては、HSコードや原産地規則などのルー
ルの理解や、原産性裏付け書類の作成など、

利用に係る手続きコストが挙げられる。特に
課題となるのが、制度が自社製品にどう適用
されるかがわかりにくい点だ。同じ製品で
も、輸出先や協定によって特恵関税率や品目
別原産地規則などが異なり、全体像を理解
していないと混乱しやすい。FTAアンケー
トの結果を見ても、FTA利用に当たって手
に入りにくかった情報として、「自社製品が
各FTAで原産地規則を満たしているか否か」

（24.7％）と、「自社製品が各FTAの対象か否
か」（23.4％）がそれぞれ２、３番目に多かっ
た（図３参照）。「自社製品が各FTAで原産
地規則を満たしているか否か」については、

図３　EPA／FTAの利用方法について、手に入りにくかった情報

注：n=813、「FTAの利用方法を調べたことがある」と回答した企業（無回答を除く）。
出所：2024年度輸出に関するFTAアンケート調査

図２　FTA利用のきっかけ（企業規模別）

注：nは、「FTAを利用している」と回答した企業。
出所：2024年度輸出に関するFTAアンケート調査
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３割以上の企業が「手に入ったがわかりに
くかった情報」にも挙げた（図４参照）。イ
ンタビューでも、「基本的な原則は理解でき
ても、それが自社にどう当てはまるのかがわ
かりにくい」と複数企業の担当者から言及が
あった。

加えて、事務手続き自体の負担に苦労す
る企業も多い。FTAアンケートでFTA利

用のコストが大きい項目として最も多かっ
た回答は「人件費が掛かる」（63.2％）で、

「原産地証明書の作成に必要な取引情報の確
認」（46.2％）、「FTAを利用する手続きに必
要な情報（関税率、原産地規則など）の収
集」（43.3％）と続いた（図５参照）。制度を
理解していたとしても、原材料の価格や正確
なHSコードの確認、計算ワークシートやHS

コード対比表の作成に多くの手間と時間がか
かっている現状が明らかになった。自社内の
手続きだけではなく、アンケートやインタ
ビューの中では、調達先からサプライヤー証
明書をもらうハードルの高さを指摘する声も
一定数あった。

こうしたハードルを乗り越えるには、社内
外の体制整備が肝要だ。FTAについて理解
している人材の育成に加え、メーカーであれ
ば、原産性判定の根拠資料を提供する製造部
門の協力も必要になる。体制を整備できてい
る企業は少なく、FTAアンケートでは、社
内体制面での取り組みについて「特に行って

いない」と答えた企業が76.8％に上った。一
人がFTA関連業務を長年担当しているため、
利用件数が増えると対応できないなどといっ
た課題を抱える企業も少なくない。体制整
備の取り組みとして最も行われていたのは、
社内人材育成（19.7％）だった。「まず取締
役会でFTA利用のメリットを説明してから、
体制整備につなげた」という企業もあり、経
営層がFTA利用に積極的なことも重要な要
素と考えられる。また、原材料の国内調達先
に対してサプライヤー証明書を要求する際
に、調達先企業が全く海外ビジネスの経験が
ない場合も多い。インタビュー先の中には、

図４　EPA/FTAの利用方法について、手に入ったが分かりにくかった情報

図５　FTA利用に係るコストが高い理由

注：n=977、「FTAの利用方法を調べたことがある」と回答した企業（無回答を除く）。
出所：2024年度輸出に関するFTAアンケート調査

注１： nは、FTAを利用する場合のメリットとコストの検討の結果、「コストの方が大きかった／メリットが少なかった」と回答した
企業。

注２：グラフには上記５項目のみ表示。
出所：2024年度輸出に関するFTAアンケート調査
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関税やHSコードの仕組みから丁寧に説明し、
書類作成の支援まですることで協力を取り付
けている企業もあった。

社内体制の充実と合わせて、通関業者や物
流会社などの取引先、ジェトロや東京共同会
計事務所に設置している公的な相談窓口（注
4）といった、外部リソースの活用も有効だ。
財務省と日本通関業連合会が主導して、通関
士を対象に「EPA関税認定アドバイザー（仮
称）」の養成講座を実施し、企業への支援を
強化する取り組みも始まっている。

〈FTAを輸出拡大の推進力に〉

FTAアンケートでFTA利用のコストと
メリットのどちらが大きいか聞いた設問で
は、「コストの方が大きかった／メリットが
少なかった」と答えた企業は24.4％なのに対
し、「メリットの方が大きかった／コストが
小さかった」と答えた企業は58.8％と大きく
上回った。母数はコストとメリットの比較を
行った企業に限定されるものの、利用のメ
リットを実感している企業が一定数存在する
のは事実だ。

米国のトランプ政権による追加関税の拡
大が進む中で、日本企業には米国以外の市場
拡大を狙う動きも見られている（注５）。日
本のFTA網は、東南アジアやインド、欧州
など、市場として一定規模がある地域もカ
バーしている。そのため、新規販路開拓でも、
FTAによる関税コストの削減は顧客へのア
ピールポイントとなり、競争力向上につなが
る。FTAが利用できることはますます重要
性を増していると言えるだろう。

注１：�本稿では、物品貿易以外の幅広い対
象分野をカバーするEPAも含め、貿
易の自由化を目的とした通商協定を
FTAと呼ぶ。

注２：�2024年度調査報告書では、定義変更の
ため2022年度のFTA利用率を62.6％と
しているが、本稿では、報告書発表時
点の数値を用いることとする。

注３：�FTAアンケートは隔年で実施してお
り、2020年度調査は2020年10月、2022
年度調査は2023年２月に実施した。日
本でRCEP協定が発効したのは2022年
１月。

注４：�ジェトロが設置しているEPA相談窓
口、東京共同会計事務所が設置してい
るEPA相談デスクでは、EPA/FTA
の利用に関する個別の問い合わせを受
け付けている。

注５：�ジェトロが４月に行った「米国トラン
プ政権の追加関税に関するクイック・
アンケート調査（1.06MB）」で、追
加関税措置への対応策として25.3％が

「米国以外の国・地域への販路拡大」
を選択した。
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報 　 　 告

理 事 会
委 員 会

理　事　会
2025.7.24（木）ホテルグランヴィア京都

出席36名（理事32名　監事4名）第78回

１．理事会の運営について
（イ）理事会の運営に関して、理事会運営の

原則を踏襲することで全員了承した。
（ロ）委員会の組織・運営について、委員会

規程に基づき確認した。

２．委員会報告
（イ）総合企画委員会（石井委員長）

６月９日（月）・10日（火）、韓国・済
州島にて日韓工作機械工業会協議会を開
催した。会員代表者懇談会は、10月16日

（木）・17日（金）に開催を予定している。
株式会社そうぎょう及びリックス株式

会社の入会申請について審議を行い、次
回理事会に諮ることとした。また、周辺
機器やソフトウェアメーカに比べ、工作
機械本体メーカの入会が少ない状況が続
いているので、本体メーカの入会を促進
し、会員企業の増加を図りたい。

（ロ）技術委員会（家城委員長）
製造業では、省力化・省人化を見据え

た生産性の維持・向上のため、自動化、
DX、AIなどが大きなテーマとなってい
る。また、データ連携・利活用について
は、製造の全体最適化を目指す取組みに
フェーズが変わってきている。新しいデ
ジタルモノづくりの流れにいかに対応し

ていくべきか、重要な視点と捉えつつ、
柔軟に対応を進めていく。

（ハ）経営委員会（五十棲委員長）
今期は、「経営調査」「税制」「労務研究」

の３部会を設置する。活動方針については、
委員会での審議により、前期活動でまとめ
た活動方針案を基に取り組んでいく。

（ニ）市場調査委員会（武藤委員長）
今期の組織構成は、「市場部会」「調達部

会」「サービス部会」で基礎的な審議や原
案作成を行い、委員会に上程し、市場調査
委員会として決議する。また、「受注見通
しワーキンググループ」は、公正取引を遵
守する観点から、試算結果を委員長に直接
呈する直属機関との位置づけになる。

（ホ）国際委員会（松浦委員長）
EPAウェブサイトの運用を開始した。

国際化へのサービスとして、今期もEPA
の利用推進に努める。

（へ）見本市委員会（菅田委員長）
JIMTOF 2026は、2026年10月26日（月）

～ 31日（土）までの６日間、東京ビッグ
サイトで開催を予定している。東京ビッ
グサイトが東西展示棟の大規模改修工事
に入り、JIMTOF 2026では、会場制約に
よりフルスペックでの開催を断念するこ
ととなった。限られたスペースを最大限
に有効活用し、効率的なレイアウトとス
ムーズな人流創出に努める。前期からの
申送り事項を最重点課題として、取り組
んでいく。
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IMEC2026 運営委員会
2025.8.1（金）機械振興会館＋WEB会議　出席20名第１回

１．事務局より、組織内容について説明を
行ったのち、IMEC2026の準備スケジュー
ルについての説明、意見交換を行った。

２．IMEC2026に関しては、ポスターセッショ
ンは柿沼委員、吉岡委員、茨木委員、鈴木
委員の４名が選出され、開催場所等は未定
ながら、開催する方向で進めていくことと
した。オーラルセッションは昨年同様の進
め方とし、決定した講師・テーマ案に沿っ
て講師候補の方に打診することとした。

一 標 準 化 部 会 一

電気・安全規格専門委員会

2025.7.10（木）ウインク愛知＋WEB会議　出席19名第89回
１．参加の各WGより活動報告があった。
２．事務局から、日工会技術委員会委員へ「欧

州機械規則のガイドライン」の中間報告
書をメールで展開した旨、報告があった。

３． 事 務 局 か ら、 イ ン ドBIS（Bureau of 
Indian Standards）認証制度の進捗状況に
ついて、報告があった。

－研削盤安全WG－

2025.8.27（水）機械振興会館＋WEB会議　出席9名第89回
１．ISO 16089（研削盤の安全）の第２版が

2025年２月に発行されたことに伴い、JIS 
B 6033（研削盤の安全）第２版の翻訳を
行った。

－旋盤安全WG－

2025.7.15（火）機械振興会館＋WEB会議　出席10名第37回
１．ISO 23125-1（旋盤の安全）のDIS（Draft 

International Standard）からのプロジェ

クト再開に同意するかを問う投票につい
て、投票内容を検討した結果、「賛成（コ
メントなし）」で投票する方針とした。

－マシニングセンタ安全WG－

2025.7.29（火）WEB会議　出席14名第56回
１．事務局から、これまでのISO 16090-1の

経緯と2025年５月15日にオンラインで開
催されたISO/TC39/SC10/WG4（マシニ
ングセンタの安全）国際会議について、
報告があった。

２．ISO 16090-1（マシニングセンタの安全）
の第３版のプロジェクトを開始してよい
かを問う投票について、投票内容を検討
した結果、「賛成（コメントなし）」で投
票する方針とした。

市場調査委員会

一 サ ー ビ ス 部 会 一

2025.7.8（火）機械振興会館＋WEB会議　出席20名第１回
１．2025年度サービスエンジニア共通教育

の実施状況を確認するとともに、集合教
育での役割分担、来年度教育での追加教
材について討議した。

２．工作機械サービス技能検定２級試験に
ついて準備状況を確認するとともに、検
定員の選定について討議した。

３．サービスエンジニアの人材確保、安全
教育の実施等、工作機械サービスの課題
に関する意見交換を行った。

（ト）輸出管理委員会（荒井委員長）
今年度も国際輸出管理レジームである

NSGにおいて、工作機械の規制閾値の変
更議論が継続審議される予定となってい
る。業界への影響分析を踏まえ、経済産
業省と緊密に連携を取りながら、意見を
発信していく。

３．諸報告
柚原専務理事より、以下の通り報告が

あった。
（イ）EMO HANNOVER 2025について

EMO HANNOVER 2025は、 ９ 月22日
（月）～ 26日（金）までの５日間、「ドイツ・
ハノーファー国際見本市会場」にて開催
される。９月23日（火）には、坂元会長、
菅田見本市委員長、東京ビッグサイト・
岩瀨常務取締役の出席を得て、JIMTOF 
2026の広報事業として、「Japan Day」を
開催し、現地の報道関係者と交流を図る。

（ロ）工作機械トップセミナー 2025の開催に
ついて

10月25日（土）・26日（日）、全国から
学生（約300名）の参加を得て、「工作
機械トップセミナー」をポートメッセ名
古屋にて開催する。10月25日（土）は、
MECT2025を見学し、夕刻には工作機械
メーカとの交流会に参加する。10月26日

（日）には、松浦理事から基調講演をいた
だくほか、会員企業の若手・シニア技術
者によるラウンドテーブルトークも予定
している。

（ハ）会員専用ホームページのリニューアル
について

会員専用ホームページのリニューアル
により、会合の案内、出欠回答、資料や
議事録の受け渡し、委員の変更届等の手

続きが可能になる。
（ニ）退会について

㈱市川製作所から、事業終了により、
６月30日付で退会届の提出があった。

（ホ）今後の日工会関連行事予定について

総合企画委員会

一 委 員 会 一

2025.7.24（木）ホテルグランヴィア京都　出席11名

１．㈱そうぎょうとリックス㈱の入会審議
を行い、次回理事会に上程することとなっ
た。

２．日韓工作機械工業会協議会開催結果に
ついて報告があった。

３．会員代表者懇談会開催企画について検
討した。

技術委員会

一 研 究 開 発 部 会 一

知的財産調査専門委員会
2025.7.7（月）機械振興会館＋WEB会議　出席12名第１回

１．事務局より、日米特許リストの作業状
況について説明を行ったのち、2025年度
の活動方針についての説明、意見交換を
行った。

２．2025年度の活動方針として、生成AI
（copilot）による活用方法（例：特許内容
の要約等）を検討し、その手法を会員企
業に公開することを第一案として検討す
ることとした。
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見本市委員会

一 委 員 会 一

2025.7.31（木）サイプレスホテル名古屋駅前　出席79名第１回
１．事務局より、今期（2025-2026年度）委

員会の運営方針について説明があり、全
員承認した。

２．事務局より、JIMTOF2026開催概要及び
出展申込み要項について、説明があった。

３．東京ビッグサイトの大規模改修工事に
より、JIMTOF2026では、東４・５・６ホー
ルが休館となり、フルスペックでの開催
を断念することとなった。これを受け、
事務局より「JIMTOF2026小間数調整方
法について（第二報）」により、小間調整
とゾーニングの一部変更を行う旨、説明
があった。

一 正 副 委 員 長 会 議 一

2025.7.14（月）WEB会議　出席9名第１回
１．事務局より、今期（2025-2026年度）委

員会の運営方針について説明があり、全
員承認した。本件は、第１回委員会に諮り、
承認を得ることとした。

２．事務局より、JIMTOF2026開催概要及び
出展申込み要項について、説明があった。

３．開場時間について討議した結果、全館
10時～ 17時に統一する方向で、東京ビッ
グサイトに申し入れる旨、全員了承した。

４．東京ビッグサイトの大規模改修工事に
より、JIMTOF2026では、東４・５・６ホー
ルが休館となり、フルスペックでの開催
を断念することとなった。これを受け、
事務局より「JIMTOF2026小間数調整方

法について（第二報）」により、小間調整
とゾーニングの一部変更を行う旨、説明
があった。本件は、第１回委員会において、
委員全体への周知を図ることとした。

輸出管理委員会

一 輸 出 管 理 部 会 一

2025.6.25（水）機械振興会館＋WEB会議　出席22名臨　時
１．NSGのUPR化に向けた対応について検

討した。
２．2025年度における輸出管理委員会の活

動テーマに係るアンケートの実施につい
て説明した。

2025.7.30（水）機械振興会館＋WEB会議　出席23名第１回
１．2025年度の輸出管理部会活動について

検討した。
２．需要者等における誓約違反事象に関す

る調査について説明した。
３．2025年度各種講習会・研修会について

検討した。
４．NSGのUPR化に向けた対応について討

議した。
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日工会関連行事予定表

開催日 行事 場所

2025年
９月22日（月） ～
９月26日（金） EMO HANNOVER 2025 ドイツ・ハノーファー

10月９日（木） ～
10月10日（金） 第64回日工会野球大会 東京・大井スポーツセンター

10月16日（木） ～
10月17日（金） 会員代表者懇談会 東北：㈱IHI相馬工場

THK㈱山形工場
11月20日（木） 第80回理事会 東京・ニューオータニ
11月21日（金） 日工会ゴルフ会 （第372回） 静岡・ファイブハンドレッドクラブ

2026年
１月８日（木） 2026年新年賀詞交歓会 東京・ニューオータニ
３月25日（水） ～
３月28日（土） TMTS 2026 台湾・台中

３月26日（木） 第81回理事会 京都・グランヴィア
３月27日（金） 日工会ゴルフ会（第373回） 滋賀・琵琶湖カントリー倶楽部
４月13日（月） ～
４月17日（金） SIMTOS 2026 韓国・ソウル

４月21日（火） ～
４月25日（土） CCMT 2026 中国・上海

５月14日（木） 第82回理事会 愛知・名古屋マリオット
５月15日（金） 日工会ゴルフ会（第374回） 愛知・中京ゴルフ倶楽部 石野コース
６月５日（金） 第17回定時総会 東京・ニューオータニ
６月６日（土） 日工会ゴルフ会（第375回） 静岡・ファイブハンドレッドクラブ
７月23日（木） 第83回理事会 京都・グランヴィア
７月24日（金） 日工会ゴルフ会（第376回） 滋賀・琵琶湖カントリー倶楽部
９月14日（月） ～
９月19日（土） IMTS 2026 アメリカ・シカゴ

10月９日（金） 第84回理事会 愛知・名古屋マリオット
10月10日（土） 日工会ゴルフ会（第377回） 愛知・中京ゴルフ倶楽部 石野コース
10月26日（月） ～
10月31日（土） JIMTOF 2026 東京ビッグサイト

11月26日（木） 第85回理事会 東京・ニューオータニ
11月27日（金） 日工会ゴルフ会（第378回） 静岡・ファイブハンドレッドクラブ
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2025年度第1回日工会ゴルフ会
（通算370回）

　７月25日（金）、５組17名の参加を得て、通算370回
ゴルフ会を滋賀県・琵琶湖カントリー倶楽部で開催し
た。
　当日は、気温36度を超える厳しい暑さの中での開催
となったが、参加者は暑さ対策と水分補給も万全にし
てプレーし、無事ラウンドを終えることができた。
　見事優勝を果たしたのは、安定したショットと冷静
なパッティングが光るプレーを披露した内田安彦選手

（大昭和精機）。2024年７月の364回以来２度目の優勝
を飾った。
　準優勝は、前半ハーフを36ストロークでまとめた神谷真盛選手（ジェイテクトハイテッ
ク）、３位は安定感のある長濱裕二選手（日工会）となった。
　また、鈴木利彦選手（アイダエンジニアリング）、鋤田琢選手（ソフィックス）が初
参加し、会を盛り上げてくれた。

優　勝　　内田 安彦
（大昭和精機㈱・専務取締役）

準優勝　　神谷 真盛
（㈱ジェイテクトハイテック・常務取締役）

第３位　　長濱 裕二
（日工会・常務理事）

第４位　　鈴木 利彦
（アイダエンジニアリング㈱・取締役社長）

第５位　　服部 成孝
（㈱神崎高級工機製作所・工作機械事業部事業部長）

坂元会長から優勝杯を受け取る
内田安彦選手（左）

第370回日工会ゴルフ会  2025年7月25日（金）
琵琶湖カントリー倶楽部

　名匠・富沢誠造設計の、滋賀を代表する名門コース。老松でセパレートされ風格漂う
栗東コース、正確なショットが要求される三上コース、自然の地形を活かした琵琶湖コー
スの３コースで構成。どのホールも一つとして同じ表情は持たず、挑戦心を湧き立たせ
る。また、四季折々の自然がプレーヤーの心を和ませる。
　なお、同倶楽部での次回日工会ゴルフ会は、2026年３月27日（金）を予定している。

所在地：〒520-3005　滋賀県栗東市御園513
電　話：077（558）0121（代表）
ＵＲＬ：http://www.biwakocc.com/index.html

琵琶湖カントリー
倶楽部紹介
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掲　示　板

１．各種表彰
第55回機械工業デザイン賞IDEA

日刊工業新聞社「第55回機械工業デザイ
ン賞IDEA」の贈賞式が、去る７月31日（木）
に東京・千代田区の経団連会館において挙
行され、当会会員から以下の８社の製品が
受賞した。

●最優秀賞（経済産業大臣賞）
新しい形のものづくりを実現する
小型横形マシニングセンタ
MS-320H（オークマ㈱）

●日本力（にっぽんぶらんど）賞
立形マシニングセンタ
V300（㈱牧野フライス製作所）

受賞する家城社長（右）

受賞する唐木専務（右）

受賞する賀集取締役（右）

受賞する宮崎開発本部副本部長（右）

受賞する山野執行役員（右）

●日本商工会議所会頭賞
グラインディングセンタ
NXG70-1010B（ホーコス㈱）

●日本工作機械工業会賞
高速形状加工機
DCⅡシリーズ（新日本工機㈱）

●日本デザイン振興会賞
CNC ２スピンドル２タレット精密旋盤
XWT- ８（高松機械工業㈱）
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受賞する竹田取締役副社長（右）

受賞する近藤プロジェクトリーダー（右）

受賞する須貝室長（右）

●審査委員会特別賞
大型立形NC機
KV420L（コマツNTC㈱）

●審査委員会特別賞
廃棄物選別ロボット
R-PLUS（㈱FUJI）

●審査委員会特別賞
白色光干渉光学ユニット
WLI-Unit（㈱ミツトヨ）

２．会員代表者の変更
（2025年９月１日付）
日本電子㈱

（新）塩田　将司（執行役員）
（旧）田澤　豊彦（取締役兼専務執行役員）
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※詳しい統計資料をご希望の方は、当会ホームページまでアクセスして下さい。
　URL https://www.jmtba.or.jp/

金属工作機械統計資料
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受　　　　　注 生 　　産 販　　　売 在　　　庫 輸　　　出 輸　　　入 常用従

業員数

人

企業物

価指数
総　額 前年比 内　需 前年比 外　需 前年比 販　売 受注残 台　数 重　量 金　額 前年比 台　数 金　額 台　数 重　量 金　額 前年比 金　額 前年比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 台 ト　ン 百万円 ％ 台 百万円 台 ト　ン 百万円 ％ 百万円 ％
15年 1,480,592 98.1 586,240 118.1 894,352 88.3 1,532,603 607,499 102,101 489,253 1,258,087 106.1 105,147 1,310,282 11,274 38,620 932,123 96.9 91,580 117.3 25,826 100.0
16年 1,250,003 84.4 530,545 90.5 719,458 80.4 1,280,584 522,527 67,991 374,124 1,012,810 80.5 73,443 1,058,471 9,321 35,371 666,519 71.5 78,249 85.4 26,252 100.5
17年 1,645,554 131.6 629,369 118.6 1,016,185 141.2 1,467,285 694,231 88,644 426,841 1,129,823 111.6 92,174 1,181,505 9,936 33,453 786,221 118.0 72,276 92.4 26,161 99.3
18年 1,815,771 110.3 750,343 119.2 1,065,428 104.8 1,684,768 826,197 84,803 454,619 1,236,790 109.5 90,160 1,297,087 9,167 31,553 881,700 112.1 90,574 125.3 27,348 101.1
19年 1,229,900 67.7 493,188 65.7 736,712 69.1 1,501,633 561,265 62,240 380,419 1,072,452 86.7 66,288 1,118,969 9,490 33,806 735,108 83.4 85,996 94.9 27,436 103.7
20年 901,835 73.3 324,455 65.8 577,380 78.4 1,033,616 430,794 45,569 244,973 723,994 67.5 49,457 762,032 8,145 28,075 529,567 72.0 55,530 64.6 27,249 100.0
21年 1,541,419 170.9 510,324 157.3 1,031,095 178.6 1,283,499 701,005 67,601 313,143 895,409 123.7 68,971 923,460 7,465 30,612 712,613 134.6 60,794 109.5 26,689 100.1
22年 1,759,601 114.2 603,231 118.2 1,156,370 112.1 1,568,350 896,813 70,004 375,672 1,078,833 120.5 72,456 1,143,899 7,421 33,180 857,072 120.3 84,031 138.2 26,671 104.4
23年 1,486,519 84.5 476,821 79.0 1,009,698 87.3 1,616,581 785,775 58,832 362,386 1,051,791 97.5 61,160 1,124,691 7,129 38,613 830,389 96.9 85,539 101.8 27,041 112.3
24年 1,485,109 99.9 441,538 92.6 1,043,571 103.4 1,526,187 767,825 50,447 298,089 901,301 85.7 52,436 982,743 6,521 37,392 761,769 91.7 75,624 88.5 26,485 116.3

2020年度 988,483 89.9 325,988 73.0 662,495 101.5 1,032,575 446,582 50,683 248,838 728,004 74.6 53,627 757,915 6,581 25,927 546,956 81.2 52,435 66.8 27,108 99.2
21年度 1,667,502 168.7 566,229 173.7 1,101,273 166.2 1,368,954 757,694 69,950 333,552 953,784 131.0 70,992 985,574 7,704 30,669 747,726 136.7 66,234 126.3 26,570 100.6
22年度 1,705,623 102.3 581,667 102.7 1,123,956 102.1 1,618,780 849,094 67,788 376,846 1,089,727 114.3 70,956 1,166,617 7,104 32,820 875,478 117.1 85,224 128.7 26,800 106.3
23年度 1,453,136 85.2 457,521 78.7 995,615 88.6 1,564,251 757,003 54,102 342,985 991,001 90.9 56,538 1,067,568 6,345 35,804 802,996 91.7 83,042 97.4 26,977 113.9
24年度 1,509,736 103.9 444,162 97.1 1,065,574 107.0 1,597,467 692,400 53,417 301,254 927,525 93.6 55,508 1,010,298 6,512 32,753 793,252 98.8 74,334 89.5 26,372 116.5

2023年　4-6月 374,236 80.8 120,380 74.6 253,856 84.1 380,609 842,594 15,281 91,753 260,377 105.7 15,024 262,942 7,971 39,763 196,936 99.4 23,430 113.3 27,243 111.8
7-9月 363,042 83.9 120,147 76.9 242,895 87.9 388,329 816,786 13,757 89,342 257,183 91.4 14,650 283,203 7,579 38,054 212,355 95.5 21,457 100.3 27,247 114.2

10-12月 355,040 85.4 104,591 78.9 250,449 88.4 405,723 785,775 12,585 84,178 245,651 89.9 13,226 262,719 7,129 38,613 205,605 85.8 20,283 88.8 26,783 114.8
2024年　1-3月 360,818 91.5 112,403 85.3 248,415 94.6 389,590 757,003 12,481 77,736 227,825 78.9 13,640 258,798 6,347 35,863 188,100 87.3 17,871 88.0 26,605 114.7

4-6月 379,248 101.3 112,019 93.1 267,229 105.3 329,117 807,134 11,227 68,729 201,413 77.4 11,410 210,758 6,441 38,802 171,756 87.2 18,494 78.9 26,507 116.6
7-9月 360,072 99.2 109,424 91.1 250,648 103.2 399,490 767,716 12,864 74,329 232,409 90.4 13,244 252,096 6,496 38,433 191,765 90.3 19,211 89.5 26,530 117.7

10-12月 384,971 108.4 107,692 103.0 277,279 110.7 407,990 767,825 13,877 77,319 239,689 97.6 14,146 261,222 6,521 37,392 210,118 102.2 20,039 98.8 26,267 116.1
2025年　1-3月 385,445 106.8 115,027 102.3 270,418 108.9 460,870 692,400 15,449 80,877 254,014 111.5 16,710 286,259 6,512 32,753 219,614 116.8 16,591 92.8 26,184 115.9

4-6月 392,095 103.4 107,264 95.8 284,831 106.6 366,974 717,521 12,375 70,255 219,911 109.2 12,715 233,164 5,446 33,668 191,466 111.5 16,796 90.8 26,405 119.0
2022年� 12月 140,544 100.9 42,262 82.6 98,282 111.6 154,018 896,813 5,498 31,467 92,318 108.3 5,972 109,558 7,421 33,180 83,186 128.5 7,527 94.5 27,018 106.3
2023年� 1月 129,087 90.3 43,402 98.3 85,685 86.8 112,262 913,638 4,931 27,984 83,624 107.1 4,670 83,043 7,878 35,666 52,781 120.8 8,568 114.7 26,888 105.1

2月 124,095 89.3 38,932 79.7 85,163 94.5 136,450 901,283 5,979 31,078 92,982 105.2 5,702 97,345 8,413 37,459 73,669 108.1 5,887 103.4 26,885 109.4
3月 141,019 84.8 49,369 82.0 91,650 86.4 193,208 849,094 6,312 38,337 112,536 101.2 7,888 135,349 7,112 33,106 89,043 104.4 5,855 98.3 26,904 110.0
4月 132,688 85.6 41,723 78.5 90,965 89.3 113,084 868,509 5,571 31,033 87,037 107.7 4,805 84,517 8,105 36,756 63,144 100.9 6,970 101.1 27,147 109.5
5月 119,523 77.9 37,807 76.4 81,716 78.7 124,804 863,228 4,769 28,057 80,711 104.1 5,065 81,064 8,021 38,618 61,399 99.2 8,272 114.4 27,291 111.0
6月 122,025 78.9 40,850 69.6 81,175 84.5 142,721 842,594 4,947 32,676 92,773 105.3 5,161 97,513 7,970 39,754 72,394 98.4 8,187 124.9 27,292 115.0
7月 114,340 80.3 39,385 75.8 74,955 82.9 118,436 838,498 4,533 29,756 84,036 99.2 4,578 88,004 8,125 41,497 67,980 96.6 6,562 77.4 27,309 114.3
8月 114,760 82.4 35,717 69.0 79,043 90.3 113,804 838,933 4,354 27,931 80,046 87.1 4,585 84,682 8,066 42,291 64,040 98.5 5,722 87.0 27,236 114.5
9月 133,942 88.8 45,045 85.9 88,897 90.3 156,089 816,786 4,872 31,663 93,140 88.9 5,489 110,556 7,566 38,032 80,334 92.4 9,173 144.9 27,196 113.9
10月 112,053 79.4 33,644 75.5 78,409 81.3 119,344 809,495 4,100 27,280 76,636 87.9 4,433 83,070 7,362 38,345 69,480 97.0 7,820 87.2 26,868 115.5
11月 115,899 86.4 32,696 71.6 83,203 94.0 128,275 797,119 4,024 26,704 78,371 83.5 4,234 80,549 7,259 40,048 58,553 69.0 6,418 100.9 26,682 114.9
12月 127,088 90.4 38,251 90.5 88,837 90.4 158,104 785,775 4,483 30,276 90,952 98.5 4,687 100,829 7,129 38,609 77,571 93.3 6,104 81.1 26,800 113.9

2024年� 1月 110,960 86.0 30,603 70.5 80,357 93.8 107,998 788,737 3,781 23,384 66,483 79.5 3,864 69,943 7,160 39,812 50,645 96.0 5,735 66.9 26,686 113.6
2月 114,208 92.0 32,543 83.6 81,665 95.9 117,730 785,215 4,214 26,376 76,268 82.0 4,270 81,143 7,216 40,660 63,995 86.9 6,508 110.6 26,619 115.1
3月 135,650 96.2 49,257 99.8 86,393 94.3 163,862 757,003 4,486 27,976 85,074 76.0 5,504 107,618 6,347 35,863 73,460 82.5 5,627 96.1 26,570 115.5
4月 120,902 91.1 36,372 87.2 84,530 92.9 96,612 781,293 3,557 21,979 62,817 72.3 3,390 60,722 6,631 38,185 59,506 94.2 5,963 85.5 26,432 115.9
5月 124,530 104.2 34,837 92.1 89,693 109.8 113,085 792,738 3,709 22,723 65,757 81.5 3,707 69,753 6,736 38,991 53,530 87.2 7,165 86.6 26,514 116.6
6月 133,816 109.7 40,810 99.9 93,006 114.6 119,420 807,134 3,961 24,027 72,839 78.5 4,313 80,283 6,441 38,802 58,720 81.1 5,366 65.5 26,574 117.2
7月 123,942 108.4 35,703 90.7 88,239 117.7 117,361 813,715 4,232 24,029 72,409 86.2 4,113 74,319 6,704 40,801 60,701 89.3 6,796 103.6 26,576 118.0
8月 110,770 96.5 32,192 90.1 78,578 99.4 123,952 800,533 4,062 23,241 73,632 92.0 3,995 76,489 6,893 41,440 65,109 101.7 4,905 85.7 26,536 117.2
9月 125,360 93.6 41,529 92.2 83,831 94.3 158,177 767,716 4,570 27,059 86,368 92.7 5,136 101,288 6,496 38,433 65,955 82.1 7,510 81.9 26,479 117.9
10月 122,550 109.4 33,441 99.4 89,109 113.6 115,081 775,185 4,457 24,405 74,697 97.4 4,313 75,003 6,760 40,444 66,289 95.4 7,523 96.2 26,271 117.2
11月 119,327 103.0 34,328 105.0 84,999 102.2 124,510 770,002 4,765 26,310 80,299 102.9 4,404 81,207 7,212 42,818 61,683 105.3 6,334 99.6 26,282 116.0
12月 143,094 112.6 39,923 104.4 103,171 116.1 168,399 767,825 4,655 26,604 84,693 93.1 5,429 105,012 6,521 37,392 82,145 105.9 6,182 101.3 26,248 115.2

2025年� 1月 116,146 104.7 31,996 104.6 84,150 104.7 111,314 772,657 4,761 24,825 79,000 118.8 4,308 78,042 7,046 39,727 55,992 110.6 6,949 121.2 26,200 116.2
2月 118,198 103.5 33,767 103.8 84,431 103.4 130,914 759,941 5,092 26,649 80,185 105.1 5,704 91,718 6,508 38,002 76,687 119.8 5,097 78.3 26,194 115.7
3月 151,101 111.4 49,264 100.0 101,837 117.9 218,642 692,400 5,596 29,403 94,829 111.5 6,698 116,499 6,512 32,753 86,935 118.3 4,545 80.8 26,159 115.9
4月 130,214 107.7 34,379 94.5 95,835 113.4 126,854 695,760 4,493 23,647 71,398 113.7 4,251 71,312 5,807 34,811 62,185 104.5 5,367 90.0 26,336 117.2
5月 128,718 103.4 33,016 94.8 95,702 106.7 111,352 713,126 3,868 22,134 71,022 108.0 4,416 77,977 5,366 34,307 61,262 114.4 5,573 77.8 26,401 119.1
6月 133,163 99.5 39,869 97.7 93,294 100.3 128,768 717,521 4,014 24,474 77,491 106.4 4,048 83,875 5,446 33,668 68,019 115.8 5,857 109.1 26,477 120.6
7月 128,357 103.6 35,446 99.3 92,911 105.3 120,168 725,104 120.2

資　料 （一社）日本工作機械工業会 経済産業省「生産動態統計調査」 財務省「貿易統計」 経済産業省 日銀

主要統計

（注）1．生産・販売・在庫（経済産業省）及び輸出入（財務省）は遡及修正される場合がある。
（注）2．企業物価指数（日本銀行）　10 ～ 14年は10年＝100、15 ～ 20年は15年＝100、20年以降は20年＝100。
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（単位：百万円）業種別受注統計

受注総額
（内　数）

ＮＣ工作機械

鉄鋼及び

非鉄金属

製 造 業

金属製品

製 造 業

機　　械　　 　　製　　造　　業 その他

製造業

官公需

学　校

その他

需　要

部　門

商　社

代理店

内需合計 外　　需一般機械器具製造業 自動車製造業 電気機械

器　 具

製 造 業

精　密

機　械

製造業

電　気

精　密

計

航空機・造船・
輸送用機械

計
前年
比％

前年
比％

内建設機
械製造業

内金型
製造業

内 自 動 車
部品製造業

内航空機
製 造 業

2016年計 1,250,003 84.4 1,225,768 84.5 18,154 22,804 207,113 5,433 30,778 174,853 115,986 26,282 19,600 45,882 30,076 16,412 457,924 12,292 2,762 9,524 7,085 530,545 719,458
17年計 1,645,554 131.6 1,616,216 131.9 17,778 26,539 259,144 7,510 27,574 201,119 139,936 37,082 25,267 62,349 23,840 11,610 546,452 16,396 3,083 11,019 8,102 629,369 1,016,185
18年計 1,815,771 110.3 1,783,287 110.3 24,984 35,632 297,290 12,833 28,302 248,296 165,265 45,630 29,403 75,033 26,763 14,579 647,382 19,836 2,966 11,922 7,621 750,343 1,065,428
19年計 1,229,900 67.7 1,206,231 67.6 15,087 32,024 202,203 11,535 20,987 139,762 101,224 23,549 19,476 43,025 24,425 11,980 409,415 15,777 2,510 12,051 6,324 493,188 736,712
20年計 901,835 73.3 884,770 73.3 11,265 23,498 133,112 7,013 13,283 83,437 55,580 21,239 13,076 34,315 11,089 3,598 261,953 12,185 2,975 8,444 4,135 324,455 577,380
21年計 1,541,419 170.9 1,514,935 171.2 17,981 40,274 200,489 11,166 26,785 115,123 84,015 45,020 24,423 69,443 16,026 4,791 401,081 26,774 7,349 10,582 6,283 510,324 1,031,095
22年計 1,759,601 114.2 1,727,473 114.0 19,675 50,565 243,465 13,655 34,462 134,719 92,957 56,982 29,525 86,507 18,856 5,792 483,547 26,245 2,205 14,094 6,900 603,231 1,156,370
23年計 1,486,519 84.5 1,463,024 84.7 16,345 36,813 203,557 12,442 28,189 100,588 73,519 36,272 21,430 57,702 20,172 8,509 382,019 22,867 1,977 12,165 4,635 476,821 1,009,698
24年計 1,485,109 99.9 1,461,592 99.9 15,172 37,200 181,041 8,449 15,761 91,025 62,400 31,506 23,227 54,733 24,218 13,183 351,017 18,793 2,532 11,917 4,907 441,538 1,043,571

2023年� 4-6月 374,236 80.8 369,366 81.2 4,065 8,517 56,420 4,031 8,596 23,195 16,799 7,992 4,815 12,807 5,039 2,125 97,461 6,379 415 2,551 992 120,380 253,856
7-9月 363,042 83.9 355,639 83.9 4,587 9,920 49,489 2,820 6,023 26,680 19,750 10,110 4,315 14,425 4,068 1,535 94,662 5,941 801 2,722 1,514 120,147 242,895

10-12月 355,040 85.4 349,641 85.6 2,776 7,010 41,036 2,523 5,116 26,103 19,047 5,618 5,793 11,411 6,030 2,631 84,580 5,607 536 2,751 1,331 104,591 250,449
2024年� 1-3月 360,818 91.5 355,691 91.6 3,748 9,444 45,992 2,915 5,321 23,208 17,098 9,582 5,506 15,088 4,974 2,310 89,262 5,070 419 3,212 1,248 112,403 248,415

4-6月 379,248 101.3 372,199 100.8 3,905 7,624 43,656 2,238 4,045 25,805 17,447 6,060 6,681 12,741 7,447 4,368 89,649 4,756 576 3,376 2,133 112,019 267,229
7-9月 360,072 99.2 354,947 99.8 3,265 10,721 46,676 1,608 3,358 20,978 14,600 8,853 4,937 13,790 5,364 2,399 86,808 4,234 1,119 2,591 686 109,424 250,648

10-12月 384,971 106.9 378,755 106.7 4,254 9,411 44,717 1,688 3,037 21,034 13,255 7,011 6,103 13,114 6,433 4,106 85,298 4,733 418 2,738 840 107,692 277,279
2025年� 1-3月 385,445 106.8 378,749 106.5 3,602 10,718 43,542 2,804 3,316 24,891 16,197 6,931 5,977 12,908 9,338 4,575 90,679 5,921 333 2,805 969 115,027 270,418

4-6月 392,095 103.4 386,160 103.8 2,636 9,836 46,020 3,129 3,729 16,973 10,996 10,218 5,294 15,512 6,578 3,407 85,083 5,146 545 2,901 1,117 107,264 284,831
2022年����10月 141,062 94.5 138,569 95.0 1,255 3,712 17,536 829 2,250 10,492 8,117 3,196 2,389 5,585 1,949 587 35,562 2,107 235 1,064 625 44,560 96,502

11月 134,186 92.3 131,788 92.4 1,927 5,063 18,999 979 2,376 8,057 5,567 4,217 1,627 5,844 2,253 901 35,153 1,772 137 1,289 324 45,665 88,521
12月 140,544 100.9 138,281 101.6 1,990 2,699 15,792 1,111 1,683 10,134 6,932 4,119 2,225 6,344 1,470 474 33,740 1,679 201 1,250 703 42,262 98,282

2023年　1月 129,087 90.3 127,203 90.4 2,437 2,620 18,085 1,077 2,454 7,900 6,156 5,317 2,547 7,864 1,798 774 35,647 1,622 104 830 142 43,402 85,685
2月 124,095 89.3 122,172 89.7 1,183 3,290 16,765 904 2,495 7,910 5,304 3,598 1,721 5,319 1,405 640 31,399 1,742 44 993 281 38,932 85,163
3月 141,019 84.8 139,003 85.3 1,297 5,456 21,762 1,087 3,505 8,800 6,463 3,637 2,239 5,876 1,832 804 38,270 1,576 77 2,318 375 49,369 91,650
4月 132,688 85.6 131,036 86.2 1,271 2,651 19,509 1,108 3,787 8,081 5,948 2,765 1,576 4,341 1,973 324 33,904 2,599 89 910 299 41,723 90,965
5月 119,523 77.9 118,068 78.1 1,458 2,557 17,625 1,912 1,670 7,828 5,534 2,546 1,109 3,655 1,804 1,216 30,912 1,709 147 729 295 37,807 81,716
6月 122,025 78.9 120,262 79.3 1,336 3,309 19,286 1,011 3,139 7,286 5,317 2,681 2,130 4,811 1,262 585 32,645 2,071 179 912 398 40,850 81,175
7月 114,340 80.3 111,735 79.9 1,163 2,822 17,297 735 1,648 8,469 6,228 2,220 1,389 3,609 1,301 152 30,676 2,784 419 949 572 39,385 74,955
8月 114,760 82.4 112,273 82.5 1,568 2,880 14,538 963 1,709 7,929 6,081 3,662 1,428 5,090 1,090 487 28,647 1,265 239 683 435 35,717 79,043
9月 133,942 88.8 131,631 88.8 1,856 4,218 17,654 1,122 2,666 10,282 7,441 4,228 1,498 5,726 1,677 896 35,339 1,892 143 1,090 507 45,045 88,897
10月 112,053 79.4 110,609 79.8 1,017 2,178 14,116 1,448 1,313 7,977 5,026 2,275 1,146 3,421 1,230 298 26,744 1,975 322 978 430 33,644 78,409
11月 115,899 86.4 113,660 86.2 903 2,472 12,750 424 1,711 8,175 6,249 1,884 1,075 2,959 2,135 584 26,019 1,826 93 960 423 32,696 83,203
12月 127,088 90.4 125,372 90.7 856 2,360 14,170 651 2,092 9,951 7,772 1,459 3,572 5,031 2,665 1,749 31,817 1,806 121 813 478 38,251 88,837

2024年　1月 110,960 86.0 109,042 85.7 821 2,408 12,280 1,242 2,006 7,014 5,300 2,392 1,678 4,070 1,357 657 24,721 1,262 157 859 375 30,603 80,357
2月 114,208 92.0 112,625 92.2 711 2,288 13,934 654 1,838 6,662 4,654 2,390 1,483 3,873 1,849 829 26,318 1,651 104 1,130 341 32,543 81,665
3月 135,650 96.2 134,024 96.4 2,216 4,748 19,778 1,019 1,477 9,532 7,144 4,800 2,345 7,145 1,768 824 38,223 2,157 158 1,223 532 49,257 86,393
4月 120,902 91.1 117,865 89.9 1,370 2,741 12,828 1,002 1,137 8,844 6,459 2,124 2,273 4,397 2,677 1,379 28,746 1,744 268 1,106 397 36,372 84,530
5月 124,530 104.2 122,607 103.8 919 2,049 14,360 736 1,044 7,716 5,623 2,167 2,206 4,373 2,038 1,326 28,487 1,485 54 1,281 562 34,837 89,693
6月 133,816 109.7 131,727 109.5 1,616 2,834 16,468 500 1,864 9,245 5,365 1,769 2,202 3,971 2,732 1,663 32,416 1,527 254 989 1,174 40,810 93,006
7月 123,942 108.4 121,993 109.2 873 3,068 15,493 365 1,060 6,370 4,099 3,555 1,663 5,218 1,375 669 28,456 1,793 375 942 196 35,703 88,239
8月 110,770 96.5 109,510 97.5 965 2,210 14,777 611 964 7,169 5,094 1,587 1,026 2,613 1,916 706 26,475 1,096 484 694 268 32,192 78,578
9月 125,360 93.6 123,444 93.8 1,427 5,443 16,406 632 1,334 7,439 5,407 3,711 2,248 5,959 2,073 1,024 31,877 1,345 260 955 222 41,529 83,831
10月 122,550 109.4 120,582 109.0 414 3,537 13,524 467 1,151 6,826 4,487 2,152 2,047 4,199 2,465 1,606 27,014 1,274 134 901 167 33,441 89,109
11月 119,327 103.0 117,388 103.3 1,643 2,823 16,119 950 1,050 5,561 3,512 2,140 1,924 4,064 1,066 671 26,810 1,646 155 933 318 34,328 84,999
12月 143,094 112.6 140,785 112.3 2,197 3,051 15,074 271 836 8,647 5,256 2,719 2,132 4,851 2,902 1,829 31,474 1,813 129 904 355 39,923 103,171

2025年　1月 116,146 104.7 113,797 104.4 849 3,377 11,854 744 896 5,973 3,675 1,919 2,411 4,330 2,038 682 24,195 2,513 48 709 305 31,996 84,150
2月 118,198 103.5 116,010 103.0 836 2,804 12,536 438 1,220 6,989 5,361 1,503 1,738 3,241 4,189 2,218 26,955 1,840 151 944 237 33,767 84,431
3月 151,101 111.4 148,942 111.1 1,917 4,537 19,152 1,622 1,200 11,929 7,161 3,509 1,828 5,337 3,111 1,675 39,529 1,568 134 1,152 427 49,264 101,837
4月 130,214 107.7 128,635 109.1 967 2,944 15,018 1,547 1,398 5,267 3,256 2,918 1,910 4,828 1,945 844 27,058 1,907 105 1,011 387 34,379 95,835
5月 128,718 103.4 126,457 103.1 925 2,271 14,328 903 1,080 4,783 3,436 3,304 1,519 4,823 2,893 1,869 26,827 1,731 206 784 272 33,016 95,702
6月 133,163 99.5 131,068 99.5 744 4,621 16,674 679 1,251 6,923 4,304 3,996 1,865 5,861 1,740 694 31,198 1,508 234 1,106 458 39,869 93,294
7月 128,357 103.6 126,016 103.3 1,117 2,352 13,608 292 1,629 8,026 5,522 2,189 1,843 4,032 2,274 1,442 27,940 1,898 370 1,460 309 35,446 92,911
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�2024年 9月 10月 11月 12月 �2024年 �2025年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 �2025年
8月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 �累計 前年比 �1 月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比�累計 前年比

ア
　
　
ジ
　
　
ア

東
ア
ジ
ア

韓 国 3,831 134.0 2,044 173.2 2,840 201.0 1,510 55.2 2,404 179.9 29,606 118.3 2,629 106.4 3,041 171.9 2,587 131.1 3,238 102.4 2,396 80.1 1,941 81.7 1,841 82.4 17,673 104.1
台 湾 1,134 70.9 2,325 250.8 1,682 82.2 1,034 72.8 1,638 112.3 22,335 110.2 1,285 76.9 1,683 119.8 2,182 108.9 1,825 83.9 1,619 72.8 1,268 44.3 1,550 71.2 11,412 78.6

中 国 28,532 150.1 27,418 140.1 28,996 148.7 29,319 133.0 36,252 150.2 337,132 123.0 27,600 121.7 26,684 116.9 36,087 142.2 33,980 127.9 30,954 110.6 32,177 101.5 31,954 108.3 219,436 117.6
そ の 他 94 － 1 4.0 22 － 0 － 0 － 412 86.0 42 － 0 － 0 － 65 185.7 0 － 0 － 0 － 107 36.3

小　計 33,591 143.1 31,788 146.4 33,540 146.1 31,863 121.6 40,294 149.0 389,485 121.8 31,556 117.6 31,408 120.8 40,856 138.0 39,108 122.5 34,969 105.3 35,386 95.8 35,345 104.2 248,628 113.8

そ
の
他
の
ア
ジ
ア

タ イ 1,038 30.3 1,809 118.0 916 53.1 1,162 85.1 1,273 59.9 19,062 91.5 1,057 47.0 1,125 67.5 1,200 79.1 1,267 115.0 2,662 121.8 1,500 58.6 1,030 65.0 9,841 76.5

マレーシア 740 141.0 312 53.9 901 165.9 359 139.1 609 73.1 10,024 108.9 334 33.8 634 75.1 559 56.9 969 84.2 922 84.8 670 71.8 903 80.8 4,991 70.3

シンガポール 295 38.3 842 106.0 455 56.2 304 115.6 776 112.1 5,962 72.8 542 59.6 525 144.2 814 171.0 986 365.2 442 70.4 513 152.2 800 261.4 4,622 140.5
フィリピン 120 65.2 372 307.4 159 176.7 40 50.6 396 241.5 2,383 133.9 370 445.8 137 39.7 149 62.6 84 56.4 142 125.7 152 49.5 68 111.5 1,102 85.0
インドネシア 405 82.3 422 117.5 334 72.5 587 95.0 371 67.5 5,048 82.4 632 123.4 696 175.8 480 221.2 223 45.7 453 241.0 353 70.2 364 58.2 3,201 109.3
ベトナム 2,172 306.8 2,042 244.8 3,861 389.2 2,569 351.0 2,515 222.0 21,221 203.4 1,743 171.9 1,187 71.7 1,621 137.1 851 64.9 1,034 108.3 2,923 382.6 2,923 247.7 12,282 152.3
イ ン ド 5,266 120.7 5,531 85.7 9,712 327.0 5,556 133.5 5,057 80.1 64,219 125.6 8,387 198.1 5,388 104.4 9,821 227.5 4,744 85.5 4,527 107.8 5,143 110.5 6,111 122.5 44,121 133.3
そ の 他 7 350.0 －312 － 6 150.0 5 71.4 21 700.0 －188 － 178 8900.0 8 266.7 8 61.5 6 200.0 16 27.6 35 1166.7 1 33.3 252 296.5
小　計 10,043 95.9 11,018 103.2 16,344 215.2 10,582 141.4 11,018 93.3 127,731 118.5 13,243 132.6 9,700 93.0 14,652 163.8 9,130 91.1 10,198 108.4 11,289 112.2 12,200 123.7 80,412 117.0
小　計 43,634 128.5 42,806 132.2 49,884 163.3 42,445 126.0 51,312 132.0 517,216 121.0 44,799 121.7 41,108 112.9 55,508 144.0 48,238 115.0 45,167 106.0 46,675 99.3 47,545 108.6 329,040 114.6

欧
　
　
州

Ｅ
　
　
Ｕ

ド イ ツ 2,534 51.5 3,577 72.6 2,608 52.7 2,778 53.9 2,905 74.4 41,409 73.2 3,042 83.0 3,789 91.5 3,483 85.1 3,379 98.3 3,627 103.1 3,551 79.5 3,435 93.3 24,306 90.0

イタリア 973 48.8 2,232 84.7 1,704 72.1 1,700 85.6 1,960 82.0 23,977 73.0 1,508 60.8 1,644 97.0 2,740 136.2 2,356 85.1 3,257 135.3 2,026 95.3 2,553 133.0 16,084 104.4
フランス 1,295 67.4 1,612 84.0 2,235 129.7 2,058 108.6 2,319 90.6 23,226 97.1 1,923 143.7 1,634 69.5 1,939 120.7 1,371 79.9 2,138 111.8 2,171 83.0 2,034 93.8 13,210 96.4

中 欧 1,111 63.9 1,192 51.0 1,180 70.2 992 61.2 1,520 90.7 16,122 88.8 851 64.9 1,262 63.6 1,487 86.5 673 54.2 1,347 86.3 1,097 109.0 1,176 90.3 7,893 77.9

そ の 他 1,791 63.1 1,858 64.0 2,863 121.3 2,772 87.9 2,828 94.6 35,639 92.8 2,098 51.5 2,615 86.8 2,480 70.7 2,160 64.8 2,566 71.9 2,763 75.8 3,140 131.6 17,822 75.8

小　計 7,704 57.5 10,471 71.1 10,590 81.0 10,300 74.6 11,532 85.3 140,373 82.6 9,422 73.2 10,944 83.0 12,129 93.7 9,939 79.5 12,935 99.7 11,608 83.8 12,338 107.7 79,315 88.3

そ の 他西欧 2,936 69.1 2,822 49.6 5,742 117.7 4,114 67.4 4,722 80.5 47,094 76.8 3,617 95.2 4,133 110.2 4,296 102.8 3,701 83.4 2,768 65.0 3,469 104.2 3,967 132.0 25,951 97.0

うちイギリス 1,136 67.1 909 69.4 1,844 110.6 1,693 74.6 1,792 80.3 18,091 83.5 1,592 123.3 1,703 105.3 1,902 122.3 1,517 89.3 1,058 57.1 1,704 111.6 1,854 157.9 11,330 105.7
う ち ト ル コ 1,176 73.9 1,256 39.7 2,511 117.3 1,602 97.9 2,104 94.4 19,925 87.6 980 57.7 1,704 117.8 1,341 83.2 1,361 65.2 901 47.7 1,030 73.6 －71 － 7,246 64.3

う ち ス イ ス 306 32.7 654 58.3 563 72.7 661 37.3 485 38.5 6,387 43.0 536 66.0 575 88.1 769 103.8 626 158.1 627 164.1 692 270.3 1,004 210.0 4,829 129.9
東 欧 63 286.4 205 105.7 135 56.7 －12 － 77 52.0 1,251 60.7 169 241.4 328 164.0 82 62.6 123 1230.0 99 380.8 828 773.8 132 55.2 1,761 224.9
ロシア・その他 5 62.5 5 6.1 42 300.0 14 200.0 35 350.0 147 55.3 10 250.0 17 212.5 14 233.3 13 185.7 31 442.9 13 185.7 2 28.6 100 217.4
小　計 10,708 60.5 13,503 65.3 16,509 90.7 14,416 71.4 16,366 83.7 188,865 80.9 13,218 79.0 15,422 90.0 16,521 95.7 13,776 81.3 15,833 91.7 15,918 92.0 16,439 111.8 107,127 91.3

北
　
　
米

ア メ リ カ 20,507 91.1 22,158 76.5 17,423 70.6 23,577 100.3 28,936 119.9 267,287 94.8 20,768 98.7 23,026 102.0 24,703 102.1 27,226 144.1 28,990 122.8 24,929 116.5 23,791 103.6 173,433 112.1
カ� ナ� ダ 894 53.5 1,323 51.5 2,560 177.7 1,566 99.5 1,667 82.4 19,284 97.0 1,839 105.2 1,719 122.5 593 41.0 831 38.3 1,260 75.6 948 71.1 1,118 74.1 8,308 73.7

メ キ シ コ 1,579 255.1 1,296 49.4 1,220 85.7 1,095 68.1 1,374 80.1 19,671 105.3 1,551 101.7 997 60.2 1,981 76.7 3,968 243.1 2,541 107.4 2,364 269.9 1,804 73.1 15,206 116.0
小　計 22,980 92.7 24,777 72.5 21,203 77.0 26,238 98.3 31,977 114.7 306,242 95.5 24,158 99.3 25,742 100.4 27,277 96.7 32,025 141.1 32,791 118.7 28,241 119.7 26,713 99.1 196,947 110.0

中
南
米

ブ ラ ジ ル 411 44.1 454 69.4 661 75.4 587 62.2 1,193 98.7 10,149 91.0 699 153.6 611 55.9 1,552 125.1 650 38.1 853 123.1 896 139.6 952 94.0 6,213 90.8

そ　 の　 他 36 133.3 246 683.3 215 2150.0 113 171.2 84 － 4,652 998.3 29 13.6 439 2195.0 106 392.6 177 536.4 50 39.1 52 1.5 107 148.6 960 24.3

小　計 447 46.6 700 101.4 876 98.8 700 69.4 1,277 108.8 14,801 127.4 728 109.0 1,050 94.3 1,658 130.8 827 47.6 903 110.0 948 23.1 1,059 97.6 7,173 66.4
オ
セ
ア
ニ
ア

オーストラリア 541 90.8 624 124.8 598 63.3 625 78.0 643 118.2 7,481 92.5 701 114.7 466 78.3 611 115.1 520 163.5 435 50.1 1,043 123.9 468 68.3 4,244 95.4

そ　 の　 他 43 27.6 58 170.6 1 5.9 282 210.4 169 845.0 1,050 125.7 2 1.4 1 1.1 0 － 59 88.1 180 216.9 82 328.0 72 124.1 396 79.7

小　計 584 77.7 682 127.7 599 62.3 907 97.0 812 144.0 8,531 95.6 703 93.9 467 68.3 611 107.6 579 150.4 615 64.7 1,125 129.8 540 72.7 4,640 93.8

中 東 96 14.1 1,091 320.9 177 114.9 261 43.6 645 97.3 6,306 116.0 376 37.5 477 88.3 262 78.4 228 30.8 259 67.4 386 294.7 590 65.4 2,578 63.9

ア フ リ カ 129 57.3 272 289.4 －139 － 32 34.8 782 498.1 1,610 80.5 168 305.5 165 141.0 0 － 162 265.6 134 496.3 1 － 25 30.5 655 122.7
�合　　　　計 78,578 99.4 83,831 94.3 89,109 113.6 84,999 102.2 103,171 116.1 1,043,571 103.4 84,150 104.7 84,431 103.4 101,837 117.9 95,835 113.4 95,702 106.7 93,294 100.3 92,911 105.3 648,160 107.3
う ち ＮＣ機 78,206 100.3 83,586 95.8 88,491 113.3 84,473 102.8 102,855 116.7 1,038,007 103.7 83,878 105.6 83,727 103.0 101,272 117.9 95,157 113.0 94,721 106.2 92,916 100.4 92,525 105.5 644,196 107.3

（単位:百万円・％）外需　国・地域別受注実績

（注）1. 2021 年 1 月より、イギリスを「EU」から「その他西欧」に移行。
2. 当月または前年実績値が「マイナス」及び「0」の場合、もしくは実績値の無い場合は、前年比の表示を「−」とする。
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会　員　名　簿

会社名 郵便番号 住所（本社または工作機械事業所） TEL FAX URL

あ アイダエンジニアリング㈱ 〒252-5181 神奈川県相模原市緑区大山町2-10 042-772-5231 042-772-0787 https://www.aida.co.jp

㈱アマダ 〒259-1196 神奈川県伊勢原市石田200 0463-96-1111 0463-94-9781 https://www.amada.co.jp

い イグス㈱ 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル 03-5819-2030 03-5819-2055 https://www.igus.co.jp

㈱池貝 〒311-3501 茨城県行方市芹沢920-52 0299-55-3111 0299-55-3119 http://www.ikegai.co.jp/

㈱イワシタ 〒910-2175 福井市円成寺町1-6 0776-41-0666 0776-41-3715 https://www.iwashita-net.com

え ㈱エグロ 〒394-0043 長野県岡谷市御倉町8-14 0266-23-5511 0266-22-6071 http://www.eguro.co.jp

エヌ・エス・エス㈱ 〒947-0035 新潟県小千谷市桜町2379-1 0258-82-2255 0258-82-5382 https://e-nss.com

㈱エレニックス 〒252-0002 神奈川県座間市小松原2-26-18 046-255-8188 046-255-8103 http://www.elenix.co.jp/

エンシュウ㈱ 〒432-8522 静岡県浜松市中央区高塚町4888 053-447-2111 053-448-6718 https://www.enshu.co.jp/

お ㈱オーエム製作所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24 新大阪第一生命ビル8階 06-6350-1200 06-6350-1220 https://www.omltd.co.jp

㈱大垣鉄工所 〒501-0473 岐阜県本巣市温井243-1 058-324-8811 058-320-0008 http://www.ogaki-tekkousyo.co.jp

オークマ㈱ 〒480-0193 愛知県丹羽郡大口町下小口5-25-1 0587-95-7823 0587-95-4091 https://www.okuma.co.jp

大鳥機工㈱ 〒689-1121 鳥取市南栄町19 0857-53-4611 0857-53-4614 http://www.ohtori-kiko.co.jp/

㈱大宮マシナリー 〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀1-25 048-729-1951 048-729-1950 http://www.ohmiya-machinery.co.jp/

㈱岡本工作機械製作所 〒379-0135 群馬県安中市郷原2993 027-385-5800 027-385-5880 https://www.okamoto.co.jp

小川鉄工㈱ 〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田1489-30 0826-42-4290 0826-42-4249 https://www.ogawa-iw.com

か ㈱カシフジ 〒601-8131 京都市南区上鳥羽鴨田町6 075-691-9171 075-661-5270 http://www.kashifuji.co.jp/

㈱唐津プレシジョン 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル 03-3451-6861 03-3451-6862 https://www.karats.co.jp

㈱神崎高級工機製作所 〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺2-18-1 06-6491-7106 06-6494-6842 https://www.kanzaki.co.jp

き キタムラ機械㈱ 〒939-1192 富山県高岡市戸出町1870 0766-63-1100 0766-63-1128 https://www.kitamura-machinery.co.jp

共和産業㈱ 〒370-0015 群馬県高崎市島野町890 027-352-1631 027-352-8041 https://www.kyowa-industrial.jp/

㈱キリウ 〒326-0142 栃木県足利市小俣南町2 0284-62-2321 0270-40-0664 https://www.kiriu.co.jp

㈱紀和マシナリー 〒518-0752 三重県名張市蔵持町原出522-51 0595-64-4758 0595-64-7529 https://www.kiwa-mc.co.jp

く グルンドフォスポンプ㈱ 〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田1-2-3 053-128-4760 053-428-5005 https://jp.grundfos.com

㈱クロイツ 〒448-0803 愛知県刈谷市野田町陣戸池102-7 0566-22-5263 0566-25-3339 https://www.kreuz.jp/

黒田精工㈱ 〒212-8560 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター 044-555-3860 044-555-7216 https://www.kuroda-precision.co.jp

こ 小池酸素工業㈱ 〒267-0056 千葉市緑区大野台1-9-3 043-226-5511 043-239-2141 https://www.koike-japan.com/home

コマツNTC㈱ 〒939-1595 富山県南砺市福野100 0763-22-2161 0763-22-2743 https://ntc.komatsu/jp/

㈱コンドウ 〒442-0846 愛知県豊川市森6-98 0533-88-8200 0533-88-8206 http://www.gr-kondo.jp

さ ㈱サイダ・UMS 〒425-0054 静岡県焼津市一色143-10 054-624-6155 054-624-2307 https://www.saidagroup.jp/ums

㈱桜井製作所 〒431-3124 静岡県浜松市中央区半田町720 053-432-1711 053-433-6115 https://www.sakurai-net.co.jp

㈱サワイリエンジニアリング 〒437-1622 静岡県御前崎市白羽5516-25 0548-63-4752 0548-63-5551 https://www.sawairi-eng.co.jp

し ㈱C&Gシステムズ 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24天王洲セントラルタワー 03-6864-0777 03-6864-0778 https://www.cgsys.co.jp/

㈱シーイーシー 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5JR恵比寿ビル8F 03-5789-2441 03-5789-2586 https://www.cec-ltd.co.jp

シーメンス㈱ 〒141-8644 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー 03-3493-7411 03-3493-7422 https://new.siemens.com/jp/ja.html

㈱ジェイテクト 〒448-8652 愛知県刈谷市朝日町1-1 0566-25-7211 0566-25-7311 https://www.jtekt.co.jp

㈱ジェイテクトグラインディングツール 〒444-3594 愛知県岡崎市舞木町字城山1-54 0564-48-5311 0564-48-6156 https://www.tools.jtekt.co.jp

㈱ジェイテクトハイテック 〒104-0061 東京都中央区銀座7-11-15 東京ジェイテクトビル3階 03-4226-8109 03-4226-8110 https://www.hightech.jtekt.co.jp/

㈱ジェイテクトマシンシステム 〒581-0091 大阪府八尾市南植松町2-34 072-922-7881 072-991-6518 https://www.machine.jtekt.co.jp/

ジェービーエムエンジニアリング㈱ 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西2-6-23 06-6744-7331 06-6744-7431 https://www.jbm.co.jp

㈱シギヤ精機製作所 〒721-8575 広島県福山市箕島町5378 084-953-6631 084-954-2574 https://www.shigiya.co.jp

㈱静岡鐵工所 〒421-1222 静岡市葵区産女1022 054-278-3451 054-278-3452 http://www.shizuokatekko.co.jp

シチズンマシナリー㈱ 〒389-0206 長野県北佐久郡御代田町御代田4107-6 0267-32-5900 0267-32-5903 https://cmj.citizen.co.jp

SYNOVA JAPAN㈱ 〒152-0031 東京都目黒区中根2-10-4 03-3725-6778 03-3725-6779 https://www.synova.ch/jp

芝浦機械㈱ 〒410-8510 静岡県沼津市大岡2068-3 055-926-5180 055-925-6520 https://www.shibaura-machine.co.jp/

㈱シマダマシンツール 〒441-0304 愛知県豊川市御津町佐脇浜3-1-18 0533-76-3381 0533-76-3386 http://www.smd.co.jp/

新日本工機㈱ 〒590-0157 大阪府堺市南区高尾2-500-1 072-271-1201 072-273-5594 https://www.snkc.co.jp/

す スター精密㈱ 〒422-8654 静岡市駿河区中吉田20-10 054-263-1111 054-263-1057 https://star-m.jp/

住友重機械ファインテック㈱ 〒713-8501 岡山県倉敷市玉島乙島8230 086-525-6281 086-525-6255 https://www.shi-ftec.co.jp/

住友精密工業㈱ 〒448-0857 愛知県刈谷市大手町2-29INOビル4F 0566-27-2350 06-6489-5902 https://www.spp.co.jp

せ 西部電機㈱ 〒811-3193 福岡県古賀市駅東3-3-1 092-941-1500 092-941-1511 https://www.seibudenki.co.jp

清和ジーテック㈱ 〒699-0624 島根県出雲市斐川町2139-5 0853-72-0306 0853-72-0343 http://www.segtec.jp

㈱ゼネテック 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 ビッグス新宿ビル 03-3357-3044 03-3354-6144 https://www.genetec.co.jp/

そ ㈱ソディック 〒224-8522 横浜市都筑区仲町台3-12-1 045-942-3111 045-943-7880 https://www.sodick.co.jp

㈱ソフィックス 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-18-16 新横浜交通ビル 050-3823-3823 045-474-0068 http://www.sofix.co.jp

た 大昭和精機㈱ 〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町3-3-39 072-982-2312 072-980-2231 https://www.big-daishowa.co.jp/

会社名 郵便番号 住所（本社または工作機械事業所） TEL FAX URL

た 大日金属工業㈱ 〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町5-27-1 06-6401-1841 06-6401-1842 http://www.dainichikinzoku.co.jp

高松機械工業㈱ 〒924-8558 石川県白山市旭丘1-8 076-274-0123 076-274-8530 https://www.takamaz.co.jp

㈱TAKISAWA 〒701-0164 岡山市北区撫川983 086-293-6111 086-293-5571 https://www.takisawa.co.jp

㈱武田機械 〒918-8188 福井市三尾野町1-1-1 0776-33-0043 0776-33-3343 http://www.takeda-kikai.co.jp/

つ ㈱ツガミ 〒103-0012 東京都中央区日本橋富沢町12-20 日本橋T&Dビル 03-3808-1711 03-3808-1511 https://www.tsugami.co.jp

津根精機㈱ 〒939-2613 富山市婦中町高日附852 婦中機械工業センター内 076-469-3330 076-469-5244 https://www.tsune.co.jp

て DMG森精機㈱ 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-35-16 052-587-1811 052-587-1818 https://www.dmgmori.co.jp

㈱テクトレージ 〒222-0036 横浜市港北区小机町1521-5 045-530-5941 045-530-5942 https://www.techtrage.co.jp/

テラル㈱ 〒720-0003 広島県福山市御幸町森脇230 084-955-1111 084-955-5777 https://www.teral.net

と ㈱東京精機工作所 〒144-0044 東京都大田区本羽田2-6-1 03-3744-0809 03-3743-1560 https://www.k-tsk.co.jp

東洋精機工業㈱ 〒391-8585 長野県茅野市宮川2715 0266-72-4135 0266-73-2872 http://www.toyosk.com

トーヨーエイテック㈱ 〒734-8501 広島市南区宇品東5-3-38 082-252-5212 082-256-0264 https://www.toyo-at.co.jp

な 中村留精密工業㈱ 〒920-2195 石川県白山市熱野町ロ-15 076-273-1111 076-273-4801 https://www.nakamura-tome.co.jp/

に ㈱ニイガタマシンテクノ 〒950-0821 新潟市東区岡山1300 025-274-5121 025-271-5827 https://www.n-mtec.com/

㈱西田機械工作所 〒596-0817 大阪府岸和田市岸の丘町3-3-50 072-479-5161 072-479-5162 https://www.nishida-machine.co.jp

㈱日進機械製作所 〒431-3195 静岡県浜松市中央区有玉西町300 053-471-9151 053-471-1289 http://www.nissin-cg.co.jp

ニデックオーケーケー㈱ 〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹8-10 072-782-5121 072-772-5156 https://www.nidec.com/jp/nidec-okk/

ニデックマシンツール㈱ 〒520-3080 滋賀県栗東市六地蔵130 077-553-3300 077-552-3745 https://www.nidec.com/jp/nidec-machinetool/

日本スピードショア㈱ 〒575-0013 大阪府四條畷市田原台8-2-5 0743-78-9000 0743-78-8738 https://www.speedshore.co.jp/

日本精機㈱ 〒430-0814 静岡県浜松市中央区恩地町1555 053-425-3008 053-426-0439 https://www.nihon-seiki.co.jp

日本電子㈱ 〒196-8558 東京都昭島市武蔵野3-1-2 042-542-2124 042-546-9732 https://www.jeol.co.jp

の ㈱野村製作所 〒596-0001 大阪府岸和田市磯上町3-25-1 072-438-8285 072-438-8286 http://www.nomurass.co.jp

野村DS㈱ 〒198-0023 東京都青梅市今井3-1-12 0428-30-1311 0428-30-1312 https://www.nomurads.com

は HAWEジャパン㈱ 〒454-0825 名古屋市中川区好本町2-2 052-365-1655 052-365-1656 https://www.hawe.com/ja-jp

ハイマージャパン㈱ 〒530-0037 大阪市北区松ケ枝町1-39 東天満エンビイビル1階 06-4792-7980 06-4792-7871 https://haimer.com

㈱白山機工 〒924-0004 石川県白山市旭丘4-10 076-275-6631 076-276-8371 https://www.hakusankiko.co.jp/

浜井産業㈱ 〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-15 03-3491-0131 03-3494-7536 https://www.hamai.com/

ひ ヒノデホールディングス㈱ 〒812-8636 福岡市博多区堅粕5-8-18ヒノデビルディング 092-476-0666 092-476-0682 https://hinode-holdings.co.jp/#1

ふ ファナック㈱ 〒401-0597 山梨県忍野村 0555-84-5555 0555-84-5512 https://www.fanuc.co.jp

㈱FUJI 〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山19 0566-81-2111 0566-81-8281 https://www.fuji.co.jp/

㈱不二越 〒930-8511 富山市不二越本町1-1-1 076-423-5111 076-493-5211 http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/

フジ産業㈱ 〒422-8004 静岡市駿河区国吉田1-6-37 054-267-7900 054-267-7910 https://www.fuji-sangyou.com

富士電子工業㈱ 〒581-0092 大阪府八尾市老原6-71 072-991-1361 072-991-1309 https://www.fujidenshi.co.jp

㈱プライオリティ 〒144-0045 東京都大田区南六郷3-1-1 03-5744-7891 03-5744-7893 http://www.priority.co.jp/

ブラザー工業㈱ 〒448-0803 愛知県刈谷市野田町北地蔵山1-5 0566-95-0075 0566-25-3721 https://www.brother.co.jp/

ブルーム ｰ ノボテスト㈱ 〒485-0026 愛知県小牧市大山2202-1 0568-74-5311 0568-74-5655 https://www.blum-novotest.com

へ ㈱平安コーポレーション 〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田1-5-2 053-428-5321 053-428-5631 https://www.heiancorp.com/

ベッコフオートメーション㈱ 〒231-0062 横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル18F 045-650-1612 045-650-1613 https://www.beckhoff.co.jp

ほ 豊和工業㈱ 〒452-8601 愛知県清須市須ケ口1900-1 052-408-1251 052-400-7108 https://www.howa.co.jp

ホーコス㈱ 〒720-8650 広島県福山市草戸町3-12-20 084-922-2600 084-922-2609 https://www.horkos.co.jp

ま マーポス㈱ 〒143-0025 東京都大田区南馬込5-34-1 03-3772-7011 03-3772-7093 https://www.marposs.com/jpn/

㈱牧野フライス製作所 〒152-8578 東京都目黒区中根2-3-19 03-3717-1151 03-3723-4621 https://www.makino.co.jp

㈱松浦機械製作所 〒910-8530 福井市東森田4-201 0776-56-8100 0776-56-8150 https://www.matsuura.co.jp/

み 三井精機工業㈱ 〒350-0193 埼玉県比企郡川島町八幡6-13 049-297-5555 049-297-4714 http://www.mitsuiseiki.co.jp

㈱三井ハイテック 〒807-8588 福岡県北九州市八幡西区小嶺2-10-1 093-614-1111 093-614-1200 https://www.mitsui-high-tec.com/

㈱ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1 044-813-8201 044-813-8210 https://www.mitutoyo.co.jp/

三菱電機㈱ 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル 03-3218-6540 03-3218-6822 https://www.mitsubishielectric.co.jp/

ミロク機械㈱ 〒783-0054 高知県南国市比江836 088-862-1136 088-862-2898 https://www.miroku-gd.co.jp/

む 村田機械㈱ 〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136 075-672-8111 075-672-8691 https://www.nijiku.jp/

や 安田工業㈱ 〒719-0303 岡山県浅口郡里庄町浜中1160 0865-64-2511 0865-64-4535 http://www.yasda.co.jp

㈱山崎技研 〒782-0010 高知県香美市土佐山田町 テクノパーク2 0887-57-6222 0887-57-6223 https://www.yamasakigiken.co.jp/

ヤマザキマザック㈱ 〒480-0197 愛知県丹羽郡大口町竹田1-131 0587-95-1131 0587-95-3611 https://www.mazak.com

れ レニショー㈱ 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-29-8 レニショービル 03-5366-5315 03-5366-5320 https://www.renishaw.jp/

ろ 碌々スマートテクノロジー㈱ 〒108-0074 東京都港区高輪4-23-5 03-3447-3421 03-3440-5567 http://www.roku-roku.co.jp

わ ㈱和井田製作所 〒506-0824 岐阜県高山市片野町2121 0577-32-0390 0577-37-0020 https://www.waida.co.jp
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★　日工会では野球大会を毎年開催しており、今年で64回目、先日は大会運営を打合せ
する主将会議がありました。今回の参加チームは７チームですが、1970年ごろは最大
で22チームが日工会の野球大会に参加していたそうです。あるスポーツ財団の調べに
よれば2022年に野球を年１回でもやったことのある人が268万人で、2000年から約300
万人減少、野球人口が減っているそうです。子供の数の減少の影響が大きいそうです
が、シーズン中地上波で毎日放送されていた中継がなくなり野球に触れる機会が減っ
た影響もあると思います（次回WBCも地上波では放送しないそうです）。野球人口減
少の影響で、日工会野球大会参加チームも部員募集には苦労しているそうです。その
ような逆境にありますが、日工会野球大会をトーナメント形式で開催できるように、
参加チームを少なくとも８チームまで増やしたいと思っています。是非我がチームも
参加したいという会員企業がございましたら、事務局までお問い合わせをお願いいた
します。

★　先日テレビを見ていたら、新しいスマホの特集があり、そのスマホはAI機能で、海
外との通話の際、自動で自分の言語に通訳してくれるとのこと。大変便利な製品だな
と思いました。今でもスマホが無いと不便に感じますが、今後益々その傾向が強まる
のでしょうか。� （F.M）

★　仕事終わり帰宅してテレビをつけたら高校野球がナイター中継されているではない
か。続いてのニュース番組では甲子園で１回戦を勝ちながら、暴力沙汰に関連してそ
こで出場を辞退した事案があった、と。思い出してみると、教育現場における暴力は
小職の世代、当たり前というか日常茶飯事というか。教師のキャラクターしだいなが
ら、教室では、忘れ物したとか宿題やってこなかったとか私語をしていたとかで、放
課後の校庭や体育館では、たるんでいる、動きが悪いとかで、指導という名目で罵声
を浴びせかけ、殴る・蹴るの暴行の景色が繰り返されていた。当時「○○先生が殴る
ので怖くて学校に行けないといって、子供が登校拒否になった」と父母が校長先生に
申し入れ、当該教員が退職した話があった。圧倒的大多数のマル暴系教員は、そういっ
たタレコミを受けず立派な教育者として定年まで勤め、今は悠々自適の年金生活を
送っているのだろう。それって、制限速度を超えて運転していて、スピード違反の切
符を切られた人と、切られずに済んでいる人、そういう場合と大差ないような。今回
辞退校の加害側生徒は、表沙汰になって初めて事の重大さを認識したのでは。一方で、
今時の小学生の中には、親が入れ知恵してか教師に向かって「セクハラ」、「コンプラ
イアンス」、「証拠を撮って」とかいう子もいるのだとか。それはそれで何かが歪んで
いるような気がする。ニュースを見ていて、ふとそんなことを思いました。� （H.S）
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あ
アイダエンジニアリング株式会社
株式会社アマダ
い
イグス株式会社
株式会社池貝
株式会社イワシタ
え
株式会社エグロ
エヌ・エス・エス株式会社
株式会社エレニックス
エンシュウ株式会社
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株式会社オーエム製作所
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て
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株式会社テクトレージ
テラル株式会社
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株式会社東京精機工作所
東洋精機工業株式会社
トーヨーエイテック株式会社
な
中村留精密工業株式会社
に
株式会社ニイガタマシンテクノ
株式会社西田機械工作所
株式会社日進機械製作所
ニデックオーケーケー株式会社
ニデックマシンツール株式会社
日本スピードショア株式会社
日本精機株式会社
日本電子株式会社

の
株式会社野村製作所
野村DS株式会社
は
HAWEジャパン株式会社
ハイマージャパン株式会社
株式会社白山機工
浜井産業株式会社
ひ
ヒノデホールディングス株式会社
ふ
ファナック株式会社
株式会社FUJI
株式会社不二越
フジ産業株式会社
富士電子工業株式会社
株式会社プライオリティ
ブラザー工業株式会社
ブルーム ｰ ノボテスト株式会社
へ
株式会社平安コーポレーション
ベッコフオートメーション株式会社
ほ
豊和工業株式会社
ホーコス株式会社
ま
マーポス株式会社
株式会社牧野フライス製作所
株式会社松浦機械製作所
み
三井精機工業株式会社
株式会社三井ハイテック
株式会社ミツトヨ
三菱電機株式会社
ミロク機械株式会社
む
村田機械株式会社
や
安田工業株式会社
株式会社山崎技研
ヤマザキマザック株式会社
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レニショー株式会社
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碌々スマートテクノロジー株式会社
わ
株式会社和井田製作所
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